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●はじめに・・・ 

 

本冊子は、さまざまな障がいがある方のための福祉制度の主な内容をまとめてありま

す。内容によっては変更がある場合がございますので、各制度の詳細は担当窓口にご確

認ください。 

 

●音声コードについて 

本冊子は、音声コード Uni-Voice により印刷内容を音声で読み上げることができます。 

無料のスマートフォンアプリ「Uni-Voice」をインストールしたスマートフォンや、日

常生活用具給付種目の「視覚障害者用活字文書読上げ装置（テルミー）」で、各ページ下

部の QR コードを読み取ることで音声による読み上げをご利用いただけます。 

 

●ふりがな付き冊子について 

ふりがな付きの本冊子をご希望の方は、福祉課障害福祉係（TEL２３－２００９）まで、 

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「障がい者福祉のしおり」は２年に１回の発行となります。 

  

 

 

利用される皆様へ
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１ページ。 

 

「南砺市障がい者福祉のしおり」を利用される皆様へ。 

 

この冊子は、さまざまな障がいがある方のための福祉制度の主な内容をまとめてあります。 

 

内容には、変更の可能性がありますので、各制度の詳細は、担当窓口にご確認ください。 

 

南砺市障がい者福祉のしおりは、音声コード、Uni-Voice により内容の音声読み上げが可能です。 

 

次のいずれかの方法で、利用することができます。 

1. 無料のスマートフォンアプリ Uni-Voice をインストールしたスマートフォンで読み取る。 

2. 日常生活用具給付種目の視覚障害者用活字文書読み上げ装置テルミーで読み取る。 

 

ふりがな付きの南砺市障がい者福祉のしおりをご希望の方は、福祉課障害福祉係までご連絡ください。 

電話番号 0763-23-2009 です。 

 

 

障がい者福祉のしおりは、２年に一回の発行となります。 

  



各種手続きを行う際には、申請書にマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。 

また、申請受付窓口では、マイナンバー確認と申請者ご本人または代理人の方の本人確

認をいたします。 

手続きの際には、以下のものを忘れずにお持ちください。 

 

申請者ご本人が届出するとき 

次のいずれかをお持ちください。 

（１）「マイナンバーカード」※１ 

（２）「通知カード」又は「マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項 

証明書」の内、いずれか１点と「本人確認できるもの※２」 

 

※１ 「マイナンバーカード」は、公的な身分証明書として利用できるため、１枚でマ

イナンバー確認と本人確認を行うことができます。 

※２ 「本人確認できるもの」は、運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

手帳、療育手帳など官公署から発行されている写真付きの身分証明書であれば１

点、医療保険被保険者証や年金証書など官公署から発行されている写真なしの書

類であれば２点必要です。 

 

代理人の方が届出するとき 

次の（１）から（３）の全てをお持ちください。 

（１）代理権が確認できるもの※３ 

（２）代理人の本人確認できるもの 

（上記※２と同様です。その他、代理人のマイナンバーカードを含みます。） 

（３）申請者本人の「マイナンバーカード又はその両面の写し」、「通知カード又はその

写し」、「マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はそ

の写し」の内、いずれか１点 

 

※３ 「代理権が確認できるもの」は、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格

を証明する書類をいい、任意代理人の場合は、委任状又は申請者本人の医療保険

被保険者証、介護保険被保険者証等をいいます。  

 

 

各種手続きにマイナンバーが必要です！
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２ページ。 

 

平成２８年１月から、各種手続きにおいてマイナンバーの記載が必要となりました。 

 

申請受付窓口では、マイナンバーの確認と、申請者ご本人または、代理人の方の本人確認をいたします。 

 

手続きの際には、以下のものを忘れずにお持ちください。 

 

申請者ご本人が届出される場合は、次のいずれかをお持ちください。 

１．マイナンバーカード 

２．通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のうち、いずれか１点と本人確認

できるもの。 

 

注意 

１のマイナンバーカードは、公的な身分証明書として利用できるため、１枚でマイナンバー確認と本人確認を行うことが

できます。 

２の本人確認できるものは、運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など官公署から発行され

ている、写真付きの身分証明書であれば、１点。医療保険被保険者証や年金証書など官公署から発行されている、写真な

しの書類であれば２点必要です。 

 

代理人が申請者ご本人に代わり、届出をされる場合は次の１から３のすべてをお持ちください。 

１ 代理権が確認できるもの 

２ 代理人の本人確認できるもの 

３ 申請者本人のマイナンバーカードまたはその両面の写し、通知カードまたはその写し、マイナンバーが記載された住

民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写しの内、いずれか１点。 

 

注意 

１の代理権が確認できるものは、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他、その資格を証明する書類をいい、任意代理人の

場合は、委任状又は申請者本人の医療保険被保険者証、介護保険被保険者証等をいいます。  

  



 

                      

事業名 
 本人 配偶者 

保護者 

扶養義務者 
世帯全員 

本人と同一医療 

保険の加入者 

身体障害者手帳 交付・再交付申請、居住地（氏名）変更届,返還届 ○     

重度心身障害者等 

医療費助成 

受給資格登録申請 ○   ○  

受給資格（住所・世帯分離・世帯合併）変更申請 ○   ○  

受給資格（保険・手帳更新）変更申請、喪失届 ○     

障Ⅱ・限度額適用証発行申請 ○     

特別障害者手当等 認定請求書 ○     

所得状況届 ○ ○ ○   

心身障害者福祉金 受給資格認定申請、受給資格消滅（変更）届 ○     

精神障害者保健福祉手帳 交付・再交付申請、返還届、居住地（氏名）変更届 ○     

自立支援医療費 

（精神通院） 

新規申請、再認定申請 ○    ○ 

負担額に関する事項（医療保険被保険者証等）の変更申請 ○    ○ 

上記以外の変更申請 ○     

自立支援医療費 

（更生医療） 

新規申請、再認定申請 ○    ○ 

負担額に関する事項（医療保険被保険者証等）の変更申請 ○    ○ 

上記以外の変更申請 ○     

自立支援医療費 

（育成医療） 

新規申請、再認定申請 ○  ○  ○ 

負担額に関する事項（医療保険被保険者証等）の変更申請 ○  ○  ○ 

上記以外の変更申請 ○  ○   

介護給付費等支給 新規申請、更新申請 ○     

障害児通所給付費 新規申請、更新申請 ○  ○   

更生訓練費支給 支給申請 ○     

補装具費 【１８歳未満】  購入申請、修理申請 ○  ○   

【１８歳以上】  購入申請、修理申請 ○     

日常生活用具給付 【１８歳未満】  給付申請 ○   ○  

【１８歳以上】  給付申請 ○ ○    

移動支援事業 【１８歳未満】  新規申請 ○   ○  

         変更申請 ○  ○   

【１８歳以上】  新規申請 ○ ○    

         変更申請 ○     

日中一時支援事業 【１８歳未満】  新規申請 ○   ○  

         変更申請 ○  ○   

【１８歳以上】  新規申請 ○ ○    

         変更申請 ○     

自動車運転免許取得費補助金 交付申請 ○   ○  

自動車改造費助成 交付申請 ○ ○ ○   

訪問入浴サービス事業 新規申請 ○   ○  

変更申請 ○     

住宅改善費補助金 交付申請 ○   ○  

 

 

マイナンバー利用申請書一覧
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３ページ。 

 

このページはマイナンバーを利用する申請書の一覧表が掲載されています。 

音声案内は、省略いたします。 

  



 

１ 相談および援護機関 

 

（１）南砺市・富山県の関係施設････････9 

（２）障害のある方への 

虐待に関する相談･････････････10 

（３）障がいを理由とする 

差別に関する相談･････････････11 

（４）その他の相談窓口･･･････････････12 

（５）障害者相談員･･･････････････････13 

（６）県内・市内で活動している 

    障がい者団体･････････････････14 

（７）県内・市内で活動している 

ボランティア団体･････････････14 

 

２ 各種手帳制度について 

 

（１）身体障害者手帳･････････････････15 

（２）療育手帳･･･････････････････････15 

（３）精神障害者保健福祉手帳･････････16  

 

３ 手当・年金など 

 

（１）特別障害者手当･････････････････17 

障害児福祉手当･････････････････17 

（２）特別児童扶養手当･･･････････････18 

（３）児童扶養手当･･･････････････････18 

（４）心身障害者福祉金･･･････････････18 

 

（５）障害基礎年金（国民年金）･･･････19 

（６）障害厚生年金（厚生年金）･･･････20 

（７）特別障害給付金制度･････････････20 

（８）心身障害者扶養共済制度･････････21 

（９）生活福祉資金貸付･･･････････････21 

（10）ＮＡＳＶＡ被害者援護制度･･･････22 

 

 

４ 割引制度・免除 

 

（１）所得税、個人住民税の軽減･･･････23 

（２）相続税、贈与税、 

個人事業税の軽減･････････････24 

（３）非課税貯蓄制度（マル優）･･･････24 

（４）関税の免除･････････････････････25 

（５）住宅のバリアフリー改修に伴う 

固定資産税（家屋）の減額措置･･･25 

（６）自動車に関する税金の減免･･･････26 

（７）公共交通機関等の運賃割引･･･････27 

（８）市営バス運賃の減免･････････････28 

（９）ジパング倶楽部（特別会員）･････28 

（10）国内航空運賃の割引･････････････29 

（11）タクシー運賃の割引･････････････29 

（12）携帯電話料金の割引･････････････29 

（13）電話番号の無料案内･････････････29 

（14）有料道路通行料金の割引･････････30 

（15）ＮＨＫ放送受信料の減免･････････31 

（16）郵便料金の減免･････････････････31 

（17）青い鳥郵便葉書の無償配布･･･････32 

（18）図書の郵送貸出し･･･････････････32 

（19）市内施設の利用料金等の減免･････32 

（20）県立施設の利用料金等の減免･････33 

 

５ 医療費の給付・助成 

 

（１）重度心身障害者等の医療費助成･･･34 

（２）自立支援医療（更生医療）･･･････36 

（３）自立支援医療（育成医療）･･･････36 

（４）自立支援医療（精神通院医療）･･･36 

（５）指定難病・特定疾患等の 

医療費助成･･･････36 

も　く　じ
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４ページ。 

 

４ページから５ページは、目次を掲載しています。 

 

1. 障害に関する相談および援護機関については、９ページから１４ページに掲載しています。 

2. 各種障害者手帳制度については、１５ページと１６ページに掲載しています。 

3. 障害に関係する手当や年金などについては、１７ページから２２ページに掲載しています。 

4. 障害に関係する割引制度や免除制度については、２３ページから３３ページに掲載しています。 

5. 医療費の給付や助成については、３４ページから３６ページに掲載しています。 

6. 障害福祉サービスについては、３７ページから４３ページに掲載しています。 

7. 日常生活を支援する各種制度については、４４ページから５３ページに掲載しています。 

8. その他の各種福祉制度については、５４ページから６２ページに掲載しています。 

9. ６３ページ以降には、参考資料として障害に関するマークと、砺波圏域の障害福祉サービスの事業者一覧を掲載して

います。 

 

  



 

１ 相談および援護機関 

 

（１）南砺市・富山県の関係施設････････9 

（２）障害のある方への 

虐待に関する相談･････････････10 

（３）障がいを理由とする 

差別に関する相談･････････････11 

（４）その他の相談窓口･･･････････････12 

（５）障害者相談員･･･････････････････13 

（６）県内・市内で活動している 

    障がい者団体･････････････････14 

（７）県内・市内で活動している 

ボランティア団体･････････････14 

 

２ 各種手帳制度について 

 

（１）身体障害者手帳･････････････････15 

（２）療育手帳･･･････････････････････15 

（３）精神障害者保健福祉手帳･････････16  

 

３ 手当・年金など 

 

（１）特別障害者手当･････････････････17 

障害児福祉手当･････････････････17 

（２）特別児童扶養手当･･･････････････18 

（３）児童扶養手当･･･････････････････18 

（４）心身障害者福祉金･･･････････････18 

 

（５）障害基礎年金（国民年金）･･･････19 

（６）障害厚生年金（厚生年金）･･･････20 

（７）特別障害給付金制度･････････････20 

（８）心身障害者扶養共済制度･････････21 

（９）生活福祉資金貸付･･･････････････21 

（10）ＮＡＳＶＡ被害者援護制度･･･････22 

 

 

４ 割引制度・免除 

 

（１）所得税、個人住民税の軽減･･･････23 

（２）相続税、贈与税、 

個人事業税の軽減･････････････24 

（３）非課税貯蓄制度（マル優）･･･････24 

（４）関税の免除･････････････････････25 

（５）住宅のバリアフリー改修に伴う 
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３ 手当・年金など 

(1)特別障害者手当 制度独自の基準があります 17 

  障害児福祉手当 制度独自の基準があります 17 

(2)特別児童扶養手当 制度独自の基準があります 18 

(3)児童扶養手当 制度独自の基準があります 18 

(4)心身障害者福祉金 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ Ｂ ３  18 

(5)障害基礎年金 国民年金法に定める 1・2級の障がい 19 

(6)障害厚生年金 国民年金法に定める 1・2 級、厚生年金法に定める 3 級の障がい 20 

(7)特別障害給付金制度 国民年金法に定める 1・2級の障がいの一部 20 

(8)心身障害者扶養共済 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ △ △  21 

(9)生活福祉資金貸付 「南砺市社会福祉協議会」にご確認ください 21 

(10)NASVA 被害者援護制度 「独立行政法人 自動車事故対策機構」にご確認ください 22 

４ 割引制度・免除 

(1)所得税、個人住民税の軽減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  23 

(2)相続税、贈与税、個人事業税の軽減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  24 

(3)非課税貯蓄制度（マル優） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  24 

(4)関税の免除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  25 

(5)固定資産税の軽減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  25 

(6)自動車に関する税金の減免 ５ ３ ５ ３ ２ ５ ６ ３ Ｂ １  26 

(7)公共交通機関等の運賃割引 ６ ６ ５ ４ ６ ５ ６ ４ Ｂ △  27 

(8)市営バス運賃の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  28 

(9)ジパング俱楽部（特別会員） 「富山県身体障害者協会」にご確認ください 28 

(10)国内航空運賃の割引 「ご利用予定の航空券販売所」にご確認ください 29 

(11)タクシー運賃の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  29 

(12)携帯電話料金の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  29 

  

表中の記号は、対象の条件をあらわします。詳細は該当ページをご確認の上、お問い合わせください。 

「○」→ 等級に関わらず、該当となる可能性が高いです。 

「２」→ 数字の等級以上で、個別に定められている条件に合致すれば、該当となる可能性が高いです。 

「△」→ 等級以外の個別に定められている条件に合致すれば、該当となる可能性が高いです。 
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３ 手当・年金など 

(1)特別障害者手当 制度独自の基準があります 17 

  障害児福祉手当 制度独自の基準があります 17 

(2)特別児童扶養手当 制度独自の基準があります 18 

(3)児童扶養手当 制度独自の基準があります 18 

(4)心身障害者福祉金 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ Ｂ ３  18 

(5)障害基礎年金 国民年金法に定める 1・2級の障がい 19 

(6)障害厚生年金 国民年金法に定める 1・2 級、厚生年金法に定める 3 級の障がい 20 

(7)特別障害給付金制度 国民年金法に定める 1・2級の障がいの一部 20 

(8)心身障害者扶養共済 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ △ △  21 

(9)生活福祉資金貸付 「南砺市社会福祉協議会」にご確認ください 21 

(10)NASVA 被害者援護制度 「独立行政法人 自動車事故対策機構」にご確認ください 22 

４ 割引制度・免除 

(1)所得税、個人住民税の軽減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  23 

(2)相続税、贈与税、個人事業税の軽減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  24 

(3)非課税貯蓄制度（マル優） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  24 

(4)関税の免除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  25 

(5)固定資産税の軽減 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  25 

(6)自動車に関する税金の減免 ５ ３ ５ ３ ２ ５ ６ ３ Ｂ １  26 

(7)公共交通機関等の運賃割引 ６ ６ ５ ４ ６ ５ ６ ４ Ｂ △  27 

(8)市営バス運賃の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  28 

(9)ジパング俱楽部（特別会員） 「富山県身体障害者協会」にご確認ください 28 

(10)国内航空運賃の割引 「ご利用予定の航空券販売所」にご確認ください 29 

(11)タクシー運賃の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  29 

(12)携帯電話料金の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  29 

  

表中の記号は、対象の条件をあらわします。詳細は該当ページをご確認の上、お問い合わせください。 

「○」→ 等級に関わらず、該当となる可能性が高いです。 

「２」→ 数字の等級以上で、個別に定められている条件に合致すれば、該当となる可能性が高いです。 

「△」→ 等級以外の個別に定められている条件に合致すれば、該当となる可能性が高いです。 
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(13)電話番号の無料案内 ○ ○  ４ ２ ２   ○ ○  29 

(14)有料道路通行料の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ   30 

(15)NHK 放送受信料の減免 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  31 

(16)郵便料金の減免 「日本郵便株式会社」にご確認ください 31 

(17)青い鳥郵便葉書の無償配布 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ Ａ   32 

(18)図書の郵送貸出し ２    ２ ２ ２ ３    32 

(19)各施設利用料の減免            32 

５ 医療費の助成 

(1)重度心身障害者等医療費助成 等級・年齢により、受給できる制度が異なります 

  ・重度医療（障Ⅰ） ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ Ａ １  34 

  ・軽度医療（障Ⅱ） ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ Ｂ   34 

  ・一部負担金還付 ３ ３ ３ ４ ３ ３ ４ ３  ２  34 

(2)自立支援医療  

  ・更生医療 手帳所持者で、障がいの種類、医療内容が該当すれば利用可能  36 

  ・育成医療 手帳未所持者でも、医療内容が該当すれば利用可能 36 

  ・精神通院医療 手帳未所持者でも、医療内容が該当すれば利用可能 36 

(3)指定難病・特定疾患等の医療費助成 「砺波厚生センター」にご確認ください 36 

６ 障害福祉サービス 

(1)介護給付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・居宅介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・重度訪問介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・同行援護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・行動援護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・重度障害者等包括支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・短期入所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・療養介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・生活介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

  ・施設入所支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 

(2)訓練等給付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 

(3)障害児通所支援 「福祉課」にご確認ください 41 

(4)相談支援事業 「福祉課」にご相談ください 42 

(5)通所費補助事業 南砺市在住の就労(移行・継続)支援事業所に通所している方 42 

(6)補装具費の支給 用具ごとに基準が異なります 43 
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７ 日常生活支援 

(1)日常生活用具の給付 用具ごとに基準が異なります 44 

(2)小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付 用具ごとに基準が異なります 46 

(3)在宅重度障害者住宅改善費補助 ２    ２ ２ ２ △ Ａ   47 

(4)自動車改造費補助 △ △ △ △ △ △ △ △    48 

(5)自動車運転免許障取得費の助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    48 

(6)意思疎通支援事業  ○  ○        49 

(7)福祉タクシー助成券 ２  ３  ２ ２ ２  Ａ １  50 

(8)外出支援事業     ２ ２ ２     50 

(9)移動支援事業 移動において支援が必要で、一定以上の障がいをお持ちの方 51 

(10)日中一時支援事業 日中において一時的に見守り等の支援が必要な方 51 

(11)訪問入浴サービス事業 在宅の身体障がい者で、入浴が困難な方 51 

(12)家族介護用品支給事業     ２ ２ ２  Ａ   52 

(13)寝具類洗濯乾燥消毒事業     ２ ２ ２     52 

(14)訪問理美容事業      ２ ２  Ａ   52 

(15)地域活動支援センター事業            52 

(16)緊急通報体制整備事業 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２    53 

(17)除雪・軽度生活支援事業 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２    53 

８ その他 

(1)選挙と投票 「選挙管理委員会事務局」にご確認ください 54 

(2)軽度・中等度難聴児補聴器補助 補装具の対象とならない、聞こえにくい障がい児 56 

(3)人工内耳用電池購入費補助  △          56 

(4)車いすの貸出し 「南砺市社会福祉協議会」にご確認ください 57 

(5)身体障害者補助犬の育成 「富山県障害福祉課」または「富山県聴覚障害者協会」にご確認ください 57 

(6)点字図書館 「富山県視覚障害者協会」にご確認ください 57 

(7)就職援助 「砺波公共職業安定所(ハローワーク砺波)」にご確認ください 57 

(8)駐車禁止の除外指定 「南砺警察署」にご確認ください 57 

(9)電話リレーサービス  ○  ○        58 

(10)文字表示電話サービス  ○          58 

(11)ネット１１９ 「砺波地域消防組合消防本部窓口」にご確認ください 59 

(12)避難行動要支援者登録、福祉避難所 「福祉課」にお問い合わせください 59 

(13)ゆずりあいパーキング利用証制度 ４ ３ ５  ２ ○ ５ ４ Ａ ２  61 

(14)成年後見制度 「福祉課」または「地域包括ケア課」にご確認ください 62 
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８ページ。 

 

６ページから８ページは、制度別の対象者一覧を掲載しています。 

 

このページは、一覧表のため、音声コードは省略いたします。 

  



障がい内容 

 

 

 

事業名 

身体障がい 知

的

障

が

い 

精

神

障

が

い 

難

病

患

者

等 

掲

載

ペ

｜

ジ 

視
覚 

聴
覚 

平
衡
機
能 

音
声
・
言
語 

そ
し

く
機
能 

肢体不自由 内
部
機
能 

上
肢 

体
幹 

下
肢 

７ 日常生活支援 

(1)日常生活用具の給付 用具ごとに基準が異なります 44 

(2)小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付 用具ごとに基準が異なります 46 

(3)在宅重度障害者住宅改善費補助 ２    ２ ２ ２ △ Ａ   47 

(4)自動車改造費補助 △ △ △ △ △ △ △ △    48 

(5)自動車運転免許障取得費の助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    48 

(6)意思疎通支援事業  ○  ○        49 

(7)福祉タクシー助成券 ２  ３  ２ ２ ２  Ａ １  50 

(8)外出支援事業     ２ ２ ２     50 

(9)移動支援事業 移動において支援が必要で、一定以上の障がいをお持ちの方 51 

(10)日中一時支援事業 日中において一時的に見守り等の支援が必要な方 51 

(11)訪問入浴サービス事業 在宅の身体障がい者で、入浴が困難な方 51 

(12)家族介護用品支給事業     ２ ２ ２  Ａ   52 

(13)寝具類洗濯乾燥消毒事業     ２ ２ ２     52 

(14)訪問理美容事業      ２ ２  Ａ   52 

(15)地域活動支援センター事業            52 

(16)緊急通報体制整備事業 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２    53 

(17)除雪・軽度生活支援事業 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２    53 

８ その他 

(1)選挙と投票 「選挙管理委員会事務局」にご確認ください 54 

(2)軽度・中等度難聴児補聴器補助 補装具の対象とならない、聞こえにくい障がい児 56 

(3)人工内耳用電池購入費補助  △          56 

(4)車いすの貸出し 「南砺市社会福祉協議会」にご確認ください 57 

(5)身体障害者補助犬の育成 「富山県障害福祉課」または「富山県聴覚障害者協会」にご確認ください 57 

(6)点字図書館 「富山県視覚障害者協会」にご確認ください 57 

(7)就職援助 「砺波公共職業安定所(ハローワーク砺波)」にご確認ください 57 

(8)駐車禁止の除外指定 「南砺警察署」にご確認ください 57 

(9)電話リレーサービス  ○  ○        58 

(10)文字表示電話サービス  ○          58 

(11)ネット１１９ 「砺波地域消防組合消防本部窓口」にご確認ください 59 

(12)避難行動要支援者登録、福祉避難所 「福祉課」にお問い合わせください 59 

(13)ゆずりあいパーキング利用証制度 ４ ３ ５  ２ ○ ５ ４ Ａ ２  61 

(14)成年後見制度 「福祉課」または「地域包括ケア課」にご確認ください 62 

 

（１）南砺市・富山県の関係施設                                      

 ご相談窓口 主な相談内容 所在地・電話番号 等 

南 

砺 

市 

関 

係 

南砺市地域包括医療ケア部 

福祉課（障害福祉係） 身体 

知的 

精神 

932‐0293 南砺市北川 166 番地 1 

TEL：0763‐23‐2009（直通） 

FAX：0763‐82‐4657 

ふくし総合窓口 
939‐1692 南砺市荒木 1550 番地 

TEL：0763‐23‐2032（直通） 

南砺市総合政策部 

こども課（保育園係） 
保育 939‐1692 南砺市荒木 1550 番地 

TEL：0763‐23‐2010（直通） 

TEL：0763‐23‐2026（直通） 

FAX：0763‐52‐6342（共通） 

こども課（子育て応援係） 

児童福祉 こども家庭センター「スマイルなんと」 

（こども家庭支援係） 

南砺市地域包括医療ケア部 

健康課（保健センター） 
心の健康 

939‐1724 南砺市梅野 2007‐5 

（公立南砺中央病院 3階） 

TEL：0763‐52‐1767 

FAX：0763‐52‐6511 

富 
山 
県 

関 

係 

富山県障害者相談センター 
身体 

知的 

931‐8443 富山市下飯野 36 

TEL：076‐438‐5560（代表） 

FAX：076‐438‐5585 

富山県高岡児童相談所 児童 

933‐0806 高岡市赤祖父 172 番１ 

TEL：0766‐21‐2124 

FAX：0766‐22‐1392 

富山県心の健康センター 精神 

939‐8222  富山市蜷川 459‐1 

TEL：076‐428‐1511 

FAX：076‐428‐1510 

ひきこもり地域支援センター ひきこもり TEL：076‐428‐0616（専用） 

依存症相談支援センター 依存症 TEL：076‐461‐3957（専用） 

自殺対策推進センター こころの電話 TEL：076‐428‐0606（専用） 

富山県砺波厚生センター 
精神 

難病 

939‐1506 南砺市高儀 147 

TEL：0763‐22‐3511（代表） 

FAX：0763‐22‐7235 

富山県高次脳機能障害支援センター 
高次脳  

機能障がい 

931‐8517 富山市下飯野 36 

TEL：076‐438‐2233 

富山県発達障害者支援センター 

「ほっぷ」 
発達障がい 

931‐8517 富山市下飯野 36 

TEL：076‐438‐8415 

FAX：076‐438‐8411 

１．相談および援護機関

− 9−

9 
 

９ページ。 

 

このページでは、障害に関する相談および援護機関について掲載しています。 

生活上の悩みや相談等がございましたら、お気軽にご利用ください。 

 

南砺市の公的機関のご相談窓口は次の通りです。 

1. 障がい全般に関する相談は、南砺市地域包括医療ケア部、福祉課、障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

2. 保育および児童福祉に関する相談は、南砺市総合政策部、こども課が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０１０です。 

3. 心の健康に関する相談は、南砺市地域包括医療ケア部、健康課、保健センターが窓口です。 

電話番号は、０７６３－５２－１７６７です。 

 

富山県の公的機関のご相談窓口は次の通りです。 

1. 身体障がいと知的障がいに関する相談は、富山県障害者相談センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４３８－５５６０です。 

2. こどもに関する相談は、富山県高岡児童相談所が窓口です。 

電話番号は、０７６６－２１－２１２４です。 

3. 精神障がいに関する相談は、富山県こころの健康センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４２８－１５１１です。 

4. 引きこもりに関する相談は、引きこもり地域支援センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４２８－０６１６です。 

5. 依存症に関する相談は、依存症相談支援センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４６１―３９５７です。 

6. こころの健康に関する相談は、こころの電話・自殺対策推進センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４２８－０６０６です。 

7. 精神・難病に関する相談は、富山県砺波厚生センターが窓口です。 

電話番号は、０７６３－２２－３５１１です。 

8. 高次脳機能障がいに関する相談は、富山県高次脳機能障害支援センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４３８―２２３３です。 

9. 発達障がいに関する相談は、富山県発達障害者支援センター、ほっぷ、が窓口です。 

電話番号は、０７６－４３８－８４１５です。 

  



（２）障がいのある方への虐待に関する相談                

障がいのある方に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障がいのある方

の自立及び社会参加を促すことを目的に、「障害者虐待防止法」が、平成 24 年 10 月 1 日

に施行されました。 

 

●障がい者虐待の定義（３種類） 

①養護者による虐待 
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている 

家族や親戚、同居する人による虐待 

②障がい者福祉施設 

従事者等による虐待 

障がい者福祉施設や、障害福祉サービスの事業所で 

働いている職員による虐待 

③使用者による虐待 障がい者を雇っている事業主などによる虐待 

 

●虐待の行為類型（５種類） 

①身体的虐待 
暴力等により、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。 

また、正当な理由なく、身体の動きを抑制する行為。 

②性的虐待 本人が同意していない性的な行為や、その強要をすること。 

③心理的虐待 
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより、 

精神的に苦痛を与えること。 

④放棄・放任 

(ネグレクト) 

食事や排せつなど身近の世話や介助をしないなどにより、 

生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。 

⑤経済的虐待 
本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取すること。 

また、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

 

 ●通報や相談の際には、確認のため、次のようなことをお聞きします。 

答えられる範囲でお答えください。 

 

  ・虐待の状況 

  ・障がい者本人の状況（連絡先や心身の状況など） 

  ・家族等の状況 

  ・障害福祉サービス等の利用状況 など  

お問い合わせ 南砺市障がい者虐待防止センター 

       TEL：0763‐23‐2009 ／ FAX：0763‐82‐4657 
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１０ページ。 

 

このページでは、障害のある方への虐待に関する相談について掲載しています。 

 

障害のある方に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障害のある方の自立及び社会参加を促すことを目的

に、障害者虐待防止法が、平成 24 年 10 月 1 日に施行されています。 

 

障害者虐待かもしれないと感じたら、通報・相談をお願いします。 

 

お問い合わせは、南砺市障がい者虐待防止センターが窓口です。 

電話番号は、0763-23-2009 です。 

 

通報や相談の際には、確認のために、虐待の状況や、障害者本人および家族の状況などをお聞きします。 

答えられる範囲でお答えください。 

  



（２）障がいのある方への虐待に関する相談                

障がいのある方に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障がいのある方

の自立及び社会参加を促すことを目的に、「障害者虐待防止法」が、平成 24 年 10 月 1 日

に施行されました。 

 

●障がい者虐待の定義（３種類） 

①養護者による虐待 
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている 

家族や親戚、同居する人による虐待 

②障がい者福祉施設 

従事者等による虐待 

障がい者福祉施設や、障害福祉サービスの事業所で 

働いている職員による虐待 

③使用者による虐待 障がい者を雇っている事業主などによる虐待 

 

●虐待の行為類型（５種類） 

①身体的虐待 
暴力等により、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。 

また、正当な理由なく、身体の動きを抑制する行為。 

②性的虐待 本人が同意していない性的な行為や、その強要をすること。 

③心理的虐待 
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより、 

精神的に苦痛を与えること。 

④放棄・放任 

(ネグレクト) 

食事や排せつなど身近の世話や介助をしないなどにより、 

生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。 

⑤経済的虐待 
本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取すること。 

また、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

 

 ●通報や相談の際には、確認のため、次のようなことをお聞きします。 

答えられる範囲でお答えください。 

 

  ・虐待の状況 

  ・障がい者本人の状況（連絡先や心身の状況など） 

  ・家族等の状況 

  ・障害福祉サービス等の利用状況 など  

お問い合わせ 南砺市障がい者虐待防止センター 

       TEL：0763‐23‐2009 ／ FAX：0763‐82‐4657 

障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例 

「思いやりのためのブックレット」（PDF 版）もご覧ください。 

 

（３）障がいを理由とする差別に関する相談                

障害者差別解消法では、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人も

ない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。 

市では、「職員対応要領」を平成 28 年に施行し相談窓口を設置しています。また、南砺

市・砺波市・小矢部市で構成する「砺波地域障害者自立支援協議会」を、「砺波地域障害

者差別解消支援協議会」と位置づけ、障がい者差別に関する相談体制を整え、障がいを理

由とする差別（不利益な取扱い・合理的配慮の不提供）の解消の取り組みの周知・発信や

障がい特性の理解のための研修・啓発に努めています。 

 

●障がいを理由とする差別とは 

 

 ①正当な理由なく障害を理由とする不利益な取り扱いをすること。 

 ②社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしないこと。 

 

※合理的配慮とは 

障がいのある人から配慮を求められたときに、配慮を求められた側（人・事業者）

の負担が重くなりすぎない範囲で日常生活や社会生活を送るうえで、制限や制約と

なっているものを取り除く配慮をすること 

 

 ※合理的配慮は、次のようなものに限られます。 

  ・必要な範囲で本来業務等に付随するもの 

  ・事業目的や内容等を本質的に変更しないもの 

・障がいのない人と同等の機会提供を受けるもの など 

 

 

 

  

お問い合わせ  

①富山県障害福祉課 相談室（障害福祉課内） 

  930‐8501 富山市新総曲輪 1番地 7 

TEL：076‐444‐3959 ／ FAX：076‐444‐3494 

②南砺市福祉課（障害福祉係） 

TEL：0763‐23‐2009 ／ FAX：0763‐82‐4657 

 ③地域相談員 

  障害者相談員（身体障害者相談員及び知的障害者相談員）と兼任。 

連絡先は 13 ページに記載。 
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１１ページ。 

 

このページでは、障がいを理由とする差別に関する相談について掲載しています。 

 

障害者差別解消法では、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくるこ

とを目指しています。 

 

南砺市では、平成 28 年に職員対応要領を施行し相談窓口を設置しています。 

また、南砺市・砺波市・小矢部市で構成する「砺波地域障害者自立支援協議会」を、 

「砺波地域障害者差別解消支援協議会」と位置づけ、障がい者差別に関する相談体制を整え、 

障がいを理由とする差別（不利益な取扱い・合理的配慮の不提供）の解消の取り組みの周知・発信や 

障がい特性の理解のための研修・啓発に努めています。 

 

障がいがあることで障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困ったことや、 

自分の障がいに合った必要な工夫や、やり方をしてもらえなかったことがある場合は、ご相談ください。 

 

お問い合わせは、次のうちのいずれかにご相談ください。 

 

1. 富山県障害福祉課相談室。電話番号は、076-444-3959 です。 

2. 南砺市福祉課、障害福祉係。電話番号は、0763-23-2009 です。 

3. 地域相談員。電話番号は、１３ページに掲載しています。 

  



（４）その他の相談窓口等                        

●基幹相談支援事業所（相談窓口） 

砺波圏域障害者基幹相談支援センター 

939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL：0763‐33‐6252 

FAX：0763‐33‐6275 

 

●指定相談支援事業所（相談窓口） 

相談支援センターあい 

（南砺市旅川福祉交流館内） 

939‐1531 南砺市院林 82 番地 1 

TEL：0763‐22‐3535 

障がい者サポートセンターきらり 
939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL：0763‐33‐1552 

地域活動支援センターとなみ野 
939‐1375 砺波市出町中央 13 番地 1 

TEL：0766‐23‐6540 

地域活動支援センターひまわり 
932‐0836 小矢部市埴生 1476 番地 

TEL：0766‐67‐7340 

わくわく小矢部相談支援事業所 
932‐0044 小矢部市新富町 4番地 1 

TEL：0766‐67‐5360 

 

●児童発達に関する相談窓口 

児童発達支援センターわらび学園 
939‐1507 南砺市福野 87 番地 8 

TEL：0763‐22‐6055 

 

●難病に関する相談窓口 

富山県難病相談・支援センター 

930‐0094 富山県安住町 5番地 21 

     （サンシップとやま 5階） 

TEL：076‐432‐6577 

 

●若年性認知症に関する相談窓口 

富山県若年性認知症相談・支援センター 

930‐0094 富山県安住町 5番地 21 

     （サンシップとやま 5階） 

TEL：076‐432‐7501 

 

●障がい者の就業・生活支援に関する相談窓口 

障がい者就業・生活支援センター 

（障がい者サポートセンターきらり内） 

939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL:0763‐33‐1552 

  

− 12 −
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１２ページ。 

 

このページでは、その他の相談窓口について掲載しています。 

 

1. 基幹相談支援事業所。 

基幹相談支援事業所は、次のものがあります。 

砺波圏域障害者基幹相談支援センター。電話番号は、０７６３－３３－６２５２ です。 

 

2. 指定相談支援事業所。 

指定相談支援事業所は、次のものがあります。 

相談支援センター、あい。 電話番号は、０７６３－２２－３５３５ です。 

障がい者サポートセンター、きらり。 電話番号は、０７６３－３３－１５５２ です。 

地域活動支援センター、となみの。 電話番号は、０７６３－２３－６５４０ です。 

地域活動支援センター、ひまわり。 電話番号は、０７６６－６７－７３４０ です。 

わくわく小矢部、相談支援事業所。 電話番号は、０７６６－６７－５３６０ です。 

 

3. 児童発達に関する相談窓口は、次のものがあります。 

児童発達支援センター、わらび学園。 電話番号は、０７６３－２２－６０５５ です。 

 

4. 難病に関する相談窓口は、次のものがあります。 

富山県難病相談・支援センター。 電話番号は０７６－４３２－６５７７ です。 

 

5. 若年性認知症に関する相談窓口は、次のものがあります。 

富山県若年性認知症相談支援センター。 電話番号は０７６－４３２－７５０１ です。 

 

6. 障がい者の就業および生活支援に関する相談窓口は、次のものがあります。 

障がい者就業・生活支援センター。 電話番号は０７６３－３３－１５５２ です。 

  



（４）その他の相談窓口等                        

●基幹相談支援事業所（相談窓口） 

砺波圏域障害者基幹相談支援センター 

939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL：0763‐33‐6252 

FAX：0763‐33‐6275 

 

●指定相談支援事業所（相談窓口） 

相談支援センターあい 

（南砺市旅川福祉交流館内） 

939‐1531 南砺市院林 82 番地 1 

TEL：0763‐22‐3535 

障がい者サポートセンターきらり 
939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL：0763‐33‐1552 

地域活動支援センターとなみ野 
939‐1375 砺波市出町中央 13 番地 1 

TEL：0766‐23‐6540 

地域活動支援センターひまわり 
932‐0836 小矢部市埴生 1476 番地 

TEL：0766‐67‐7340 

わくわく小矢部相談支援事業所 
932‐0044 小矢部市新富町 4番地 1 

TEL：0766‐67‐5360 

 

●児童発達に関する相談窓口 

児童発達支援センターわらび学園 
939‐1507 南砺市福野 87 番地 8 

TEL：0763‐22‐6055 

 

●難病に関する相談窓口 

富山県難病相談・支援センター 

930‐0094 富山県安住町 5番地 21 

     （サンシップとやま 5階） 

TEL：076‐432‐6577 

 

●若年性認知症に関する相談窓口 

富山県若年性認知症相談・支援センター 

930‐0094 富山県安住町 5番地 21 

     （サンシップとやま 5階） 

TEL：076‐432‐7501 

 

●障がい者の就業・生活支援に関する相談窓口 

障がい者就業・生活支援センター 

（障がい者サポートセンターきらり内） 

939‐1386 砺波市幸町 1番地 7 

TEL:0763‐33‐1552 

  

 

（５）障害者相談員                           

市から委嘱された相談員が、障がい者の方やご家族からの相談に応じ、各種手続きの

支援を行います。日常生活の中で心配ごとなどがありましたら、お気軽にご相談くださ

い。 

 

○身体障害者相談員                     

氏  名 性別 地 区 電話番号 

藤井 千悦 男 福 野 0763‐22‐3611 

宮崎 平作 男 福 光 090‐8268‐0335 

片岸  勉 男 福 光 0763‐52‐1263 

川邊 邦明 男 福 光 0763‐52‐1605 

中山 枝 女 福 光 090‐3769‐4103 

梅本 直明 男 城 端 0763‐62‐2208 

山田 睦海 男 城 端 0763‐62‐2240 

前田 久夫 男 城 端 0763‐62‐2040 

小西 真沙子 女 井 波 0763‐82‐1941 

鎌仲 清信 男 井 波 0763‐82‐3433 

玉井 順一 男 井 波 0763‐82‐1720 

今井 勝紀 男 井 口 0763‐64‐2465 

野原 善幸 男 利 賀 0763‐68‐2614 

 

○知的障害者相談員 

氏  名 性別 地 区 電話番号 

伊東 和美 女 城 端 0763‐62‐0727 

長谷川京子 女 井 波 0763‐82‐1018 

蓑輪 千枝 女 福 野 0763‐22‐4236 

水口奈保子 女 福 光 0763‐52‐6078 
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１３ページ。 

 

このページでは、障害者相談員について掲載しています。 

 

南砺市から委嘱された相談員が、障がい者の方やご家族からの相談に応じ、各種手続きの支援を行います。日常生活の中

で心配ごとなどがありましたら、お気軽にご相談下さい。 

 

身体障害者相談員の氏名、連絡先は、次の通りです。 

・ ふじい せんえつ相談員。福野地区。電話番号は、０７６３－２２－３６１１ です。 

・ みやざき へいさく相談員。福光地区。電話番号は、０９０―８２６８－０３３５ です。 

・ かたぎし つとむ相談員。福光地区。電話番号は、０７６３－５２－１２６３ です。 

・ かわべ くにあき相談員。福光地区。電話番号は、０７６３－５２－１６０５ です。 

・ なかやま よしえ相談員。福光地区。電話番号は、０９０－３７６９－４１０３ です。 

・ うめもと なおあき相談員。城端地区。電話番号は、０７６３－６２－２２０８ です。 

・ やまだ むつみ相談員。城端地区。電話番号は、０７６３－６２－２２４０ です。 

・ まえだ ひさお相談員。城端地区。電話番号は、０７６３－６２－２０４０ です。 

・ こにし まさこ相談員。井波地区。電話番号は、０７６３－８２－１９４１ です。 

・ かまなか きよのぶ相談員。井波地区。電話番号は、０７６３－８２－３４３３ です。 

・ たまい じゅんいち相談員。井波地区。電話番号は、０７６３－８２－１７２０ です。 

・ いまい かつのり相談員。いのくち地区。電話番号は、０７６３－６４－２４６５ です。 

・ のはら ぜんこう相談員。利賀地区。電話番号は、０７６３－６８－２６１４ です。 

 

知的障害者相談員の氏名、連絡先は、次の通りです。 

・ いとう かずみ相談員。城端地区。電話番号は、０７６３－６２－０７２７ です。 

・ はせがわ きょうこ相談員。井波地区。電話番号は、０７６３－８２－１０１８ です。 

・ みのわ ちえ相談員。福野地区。電話番号は、０７６３－２２－４２３６ です。 

・ みずくち なおこ相談員。福光地区。電話番号は、０７６３－５２－６０７８ です。 

  



（６）県内・市内で活動している障がい者団体               

同じ障がいをお持ちの方々が集まり、レクリエーションや交流会、研修会など様々な活動を行

っています。活動に興味のある方や入会をご希望する方は、各団体へお問い合わせください。 

 

●身体障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

南砺市身体障害者協会 藤井  千悦 会長 TEL・FAX：0763‐22‐3611 

南砺市視覚障害者協会 梅本 直明 会長 TEL・FAX：0763‐62‐2208 

富山県聴覚障害者協会 
富山県聴覚障害者センター内 

TEL:076‐441‐7331 

FAX:076‐441‐7305 富山盲ろう者友の会 

 

●知的障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

南砺市手をつなぐ育成会 メイプル福野 TEL・FAX:0763‐22‐6870 

 

●精神障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

ＬＥＯの会 
地域活動支援センターとなみ野 

TEL：0763‐23‐6540 

FAX：0763‐23‐6541 となみ野家族会 

自助グループ 赤とんぼ 地域活動支援センターひまわり 
TEL：0766‐67‐7340 

FAX：0766‐67‐7341 

 

（７）市内で活動しているボランティア団体                

福祉分野のいろいろなボランティア活動が地域の中で展開されています。ボランティア

を受けたい方やボランティア活動に参加したい方は、南砺市ボランティアセンターへお

問い合わせください。 

 

  

●南砺市ボランティアセンター登録団体の活動内容【福祉分野】 
 傾聴活動、話し相手、手話、点字、音訳、サロン活動、施設訪問、外出支援 など 

お問い合わせ 南砺市ボランティアセンター 

       TEL：0763‐82‐0906（南砺市社会福祉協議会 本所内） 
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１４ページ。 

 

このページでは、富山県内および南砺市内で活動している障害者団体やボランティア団体について掲載しています。活動

に興味のある方や入会を希望されるかたは各団体へお問い合わせください。 

 

1. 南砺市身体障害者協会。 

南砺市身体障害者協会についてのお問い合わせは、ふじい せんえつ会長が窓口です。 

電話番号、ファックス番号は、０７６３－２２－３６１１です。 

南砺市身体障害者協会各支部の連絡先はつぎのとおりです。 

 

2. 南砺市視覚障害者協会。 

南砺市視覚障害者協会についてのお問い合わせは、うめもと なおあき会長が窓口です。 

電話番号は、０７６３－６２－２２０８です。 

 

3. 富山県聴覚障害者協会および富山県盲ろう者友の会。 

お問い合わせは、富山県聴覚障害者センターが窓口です。電話番号は、０７６－４４１－７３３１です。 

 

4. 知的障がい者の団体。南砺市てをつなぐ育成会。 

南砺市てをつなぐ育成会についてのお問い合わせ先は、メイプル福野が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２２－６８７０です。 

 

5. 精神障がい者の団体。レオの会およびとなみの家族会。 

お問い合わせは、地域活動支援センターとなみのが窓口です。電話番号は、０７６３－２３－６５４０です。 

 

6. 自助グループ 赤とんぼ。 

お問い合わせは、地域活動支援センターひまわりが窓口です。電話番号は、０７６６－６７－７３４０です。 

 

7. 南砺市ボランティアセンター。 

お問い合わせは、南砺市社会福祉協議会が窓口です。電話番号は、０７６３－８２－０９０６です。 

  



（６）県内・市内で活動している障がい者団体               

同じ障がいをお持ちの方々が集まり、レクリエーションや交流会、研修会など様々な活動を行

っています。活動に興味のある方や入会をご希望する方は、各団体へお問い合わせください。 

 

●身体障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

南砺市身体障害者協会 藤井  千悦 会長 TEL・FAX：0763‐22‐3611 

南砺市視覚障害者協会 梅本 直明 会長 TEL・FAX：0763‐62‐2208 

富山県聴覚障害者協会 
富山県聴覚障害者センター内 

TEL:076‐441‐7331 

FAX:076‐441‐7305 富山盲ろう者友の会 

 

●知的障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

南砺市手をつなぐ育成会 メイプル福野 TEL・FAX:0763‐22‐6870 

 

●精神障がい者の団体 

名称 問い合わせ先 

ＬＥＯの会 
地域活動支援センターとなみ野 

TEL：0763‐23‐6540 

FAX：0763‐23‐6541 となみ野家族会 

自助グループ 赤とんぼ 地域活動支援センターひまわり 
TEL：0766‐67‐7340 

FAX：0766‐67‐7341 

 

（７）市内で活動しているボランティア団体                

福祉分野のいろいろなボランティア活動が地域の中で展開されています。ボランティア

を受けたい方やボランティア活動に参加したい方は、南砺市ボランティアセンターへお

問い合わせください。 

 

  

●南砺市ボランティアセンター登録団体の活動内容【福祉分野】 
 傾聴活動、話し相手、手話、点字、音訳、サロン活動、施設訪問、外出支援 など 

お問い合わせ 南砺市ボランティアセンター 

       TEL：0763‐82‐0906（南砺市社会福祉協議会 本所内） 

（１）身体障害者手帳                          

身体障害者福祉法第 15 条により指定された医師の意見を参考にして、富山県知事が決

定し交付します。障がいの程度により重い方から順に 1 級～7 級までの等級があります。 

対象者 

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体（四肢

や体幹）、内部機能（心臓・腎臓・呼吸器等）に一定以上の永続する障がい

を有する方 

新規申請に 

必要な書類 

□指定医師の意見書 

（富山県のホームページからダウンロードできるほか 

 福祉課、ふくし総合窓口、市民センター等でお渡ししています） 

□顔写真（たて 4㎝×よこ 3 ㎝） 

□マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

その他 
身体障害者手帳の申請から交付までおおよそ１カ月程度かかります。 

更生医療同時申請の場合は、事前に一度ご相談ください。 

 

 

 

 

（２）療育手帳                             

１８歳未満の方は高岡児童相談所、１８歳以上の方は障害者相談センターにて面談・判

定を受けていただき、富山県知事から交付されます。障がいの程度によってＡ（重度）・

Ｂ（中・軽度）の等級があります。 

対象者 
１８歳頃までに知的発達の遅れが生じ、それによって日常生活や社会生活

に支障のある人で、知的障がい者と判定された方 

新規申請に 

必要な書類 

□顔写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ） 

□身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳（お持ちの方） 

□母子手帳（お持ちの方） 

□マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

その他 手帳申請の際に、面談が必要です。母子手帳等をご持参ください。 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

２．各種手帳制度について

− 15 −
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１５ページ。 

１５ページと１６ページでは各種障害者手帳制度について掲載しています。 

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の３種類に分類されます。 

 

1. 身体障害者手帳。 

身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続的な障がいが認められた方に交付されます。 

障がいの程度により１級から７級までの等級があり、富山県知事が決定し交付します。 

申請から交付までは、おおよそ一カ月程度かかります。 

 

申請手続きには次の書類が必要です。 

①指定医師の意見書。様式の指定があります。 

富山県のホームページでダウンロードいただくか、市町村窓口でお受け取りください。 

②顔写真。サイズは、縦４センチメートル、横３センチメートルです。 

③マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、お近くの市民センターで受付可能です。 

お問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

2. 療育手帳。 

療育手帳は、１８歳頃までに知的発達の遅れが生じ、それによって日常生活や社会生活に支障のある人で、 

知的障がい者と判定されたかたに交付されます。障がいの程度によってＡとＢの等級があります。 

年齢により、高岡児童相談所または、障害者相談センターのいずれかで判定を受けていただき、 

富山県知事から交付されます。 

 

申請手続きには次の書類が必要です。 

①顔写真。サイズは、縦４センチメートル、横３センチメートルです。 

②身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳。お持ちの方は、ご用意ください。 

③母子手帳。お持ちの方は、ご用意ください。 

④マイナンバーの分かるものと本人確認書類。 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、お近くの市民センターで受付可能です。 

お問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（３）精神障害者保健福祉手帳                      

指定医師の診断書を参考にして富山県知事が決定し交付します。障がいの程度により

重い方から順に１級から３級までの等級があり、有効期間は２年間です。（精神障がいを

理由に年金を受給している方は、診断書に代えて年金証書等による申請が可能です。） 

対象者 
精神疾患（知的障がいを除く）を有する方のうち、精神障がいのため長期に

わたり日常生活や、社会生活への制約がある方、発達障がいのある方 

新規申請に 

必要な書類 

①年金証書等の写しの添付による申請の場合 

□年金証書等の写し 

□年金支給機関への照会同意書 

□顔写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ）＊１ 

□マイナンバーカードもしくは通知カード＋本人確認書類 

 

②診断書による申請の場合 

□申請書（診断書）の記載 

□顔写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ）＊１ 

□マイナンバーカードもしくは通知カード＋本人確認書類 

その他 
自立支援医療（精神通院）受給者証の申請（診断書添付）を同時に行う 

場合は、精神手帳用の診断書を利用することができます。 

＊１ 顔写真の添付がない場合、身分証明書としての使用はできません。 

 

  
お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

− 16 −
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１６ページ。 

１５ページと１６ページでは各種障害者手帳制度について掲載しています。 

 

3. 精神障害者保健福祉手帳。 

精神障害者保健福祉手帳は、知的障がいを除く精神疾患をお持ちのかたのうち、精神障がいのため長期にわたり日常

生活や、社会生活への制約があるかた、または発達障がいのあるかたに富山県知事が決定し交付します。（精神障が

いを理由に年金を受給しているかたは、診断書に代えて年金証書による申請が可能です。） 

 

申請手続きには次の書類が必要です。 

①マイナンバーの分かるものと本人確認書類。 

②顔写真。サイズは、縦４センチメートル、横３センチメートルです。 

 顔写真を添付しないことも可能ですが、身分証明書としての使用はできなくなります。 

③申請書。兼。診断書。 

④年金証書の写し。 

精神障害を理由に年金を受給しているかたは、診断書の代わりに年金証書による手続きが可能です。 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、お近くの市民センターで受付可能です。 

お問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（３）精神障害者保健福祉手帳                      

指定医師の診断書を参考にして富山県知事が決定し交付します。障がいの程度により

重い方から順に１級から３級までの等級があり、有効期間は２年間です。（精神障がいを

理由に年金を受給している方は、診断書に代えて年金証書等による申請が可能です。） 

対象者 
精神疾患（知的障がいを除く）を有する方のうち、精神障がいのため長期に

わたり日常生活や、社会生活への制約がある方、発達障がいのある方 

新規申請に 

必要な書類 

①年金証書等の写しの添付による申請の場合 

□年金証書等の写し 

□年金支給機関への照会同意書 

□顔写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ）＊１ 

□マイナンバーカードもしくは通知カード＋本人確認書類 

 

②診断書による申請の場合 

□申請書（診断書）の記載 

□顔写真（たて４ｃｍ・よこ３ｃｍ）＊１ 

□マイナンバーカードもしくは通知カード＋本人確認書類 

その他 
自立支援医療（精神通院）受給者証の申請（診断書添付）を同時に行う 

場合は、精神手帳用の診断書を利用することができます。 

＊１ 顔写真の添付がない場合、身分証明書としての使用はできません。 

 

  
お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

（１）特別障害者手当・障害児福祉手当                  

重度の障がいのために生ずる特別の負担軽減の一助として、認定を受けた在宅の障が

い者（児）に対して手当が支給されます。 

 

  

 特別障害者手当 障害児福祉手当 

対象者 

在宅の２０歳以上のものであって、 

著しく重度の障害を有するため、 

日常生活において、常時特別の介護を

必要とされる方 

在宅の２０歳未満のものであって、 

重度の障害を有するため、 

日常生活において、常時介護を必要と

される方 

支給額 
２９，５９０円／月 

（令和７年度） 

１６，１００円／月 

（令和７年度） 

必要書類 

■認定申請書  ■所得状況届  ■委任状 

□診断書 

（指定の様式があります。福祉課でお渡ししています。） 

□障がい者（児）本人名義の銀行口座の通帳 

□非課税年金受給額の分かる書類（非課税年金の受給がある場合） 

例）年金振込額通知書または通帳の写し 

□戸籍全部事項証明書（福祉課、ふくし総合窓口では発行できません。） 

■…申請時に、窓口でご記入ください。 

□…申請前に、ご用意ください。 

その他 

・個々の障がい状況により該当有無が異なります。診断書を基に審査を行う

ため、事前に認定の可否についてお答えすることはできません。 

・所得等の状況によっては、資格の停止となる場合があります。 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

３．手当・年金など

− 17 −
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１７ページ。 

 

このページでは、特別障害者手当および、障害児福祉手当について掲載しています。 

 

1. 特別障害者手当。障害児福祉手当。 

特別障害者手当および障害児福祉手当は、重度の障害のために生ずる特別の負担軽減の一助として、認定を受けた在

宅の障がい者が一定額の手当を受け取ることができる制度です。施設入所者の受給はできません。また、手当を受給

するにあたり、所得制限があります。 

手当の支給額は、年度ごとに物価の変動に応じて、改定されます。 

個々の障がい状況により該当の有無が異なります。提出された診断書を基に審査を行いますので、事前に認定につい

てお答えすることはできません。 

 

申請手続きに必要な書類は、次の通りです。 

診断書。診断書は、様式の指定があります。市町村窓口でお受け取りください。 

障害者または障害児本人名義の銀行口座の分かるもの。 

非課税年金受給額の分かる書類。 

戸籍全部事項証明書。 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、お近くの市民センターで受付可能です。 

お問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

  



（２）特別児童扶養手当                         

精神または身体に障がいのある在宅児童（２０歳未満）を養育している方に支給されま

す。（施設入所者は不可、所得制限あり） 

 

 

 

 

（３）児童扶養手当                           

父母の離婚などにより、父親または母親と生計をともにしていない児童（18 歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又は 20 歳未満で障がいのある者）が育成される家

庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育し

ている方に対し支給されます。（所得制限あり） 

 

 

 

 

（４）心身障害者福祉金                         

心身障がい者又は心身障がい児の保護者の方に、その生活の激励と福祉の増進を図る

ことを目的として、心身障害者福祉金を支給します。 

対 象 者 支 給 額 

障がい児 

（20 歳未満） 

身体障害者手帳１級～５級 

療育手帳Ａ・Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳１級～３級 

２０，０００円／年 

重度障がい者

（20 歳以上） 

身体障害者手帳１級・２級 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

２０，０００円／年 

中度障がい者

（20 歳以上） 

身体障害者手帳３級 

療育手帳Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳３級 

１４，０００円／年 

 

●支給方法 

４月から９月分を９月下旬、１０月から３月分を３月下旬に支給します。 

心身障害者福祉金の受給は、申請した月の翌月より開始となります。 

 

 

（次のページに続きます） 

  

お問い合わせ 南砺市こども課（子育て応援係）  TEL：0763‐23‐2010 

お問い合わせ 南砺市こども課（子育て応援係）  TEL：0763‐23‐2010 

− 18 −
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１８ページ。 

 

このページでは、特別児童扶養手当と、児童扶養手当と心身障害者福祉金について掲載しています。 

 

2. 特別児童扶養手当。 

特別児童扶養手当は、精神または、身体に障がいのある２０歳未満の在宅児童を養育しているかたに支給されます。 

施設入所者の受給はできません。また、手当を受給するにあたり、所得制限があります。 

 

3. 児童扶養手当。 

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、 

父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育しているかたに対し 

支給されます。手当を受給するにあたり、所得制限があります。 

 

この制度において児童とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者または２０歳未満で障がい

のある者を指します。 

 

特別児童扶養手当および、児童扶養手当に関するお問い合わせは、南砺市こども課子育て応援係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０１０です。 

 

4. 心身障害者福祉金。 

南砺市に住民登録がある、市民税非課税世帯の心身障害者または心身障害児の保護者のかたに、生活の激励と福祉の

推進を目的として、心身障害者福祉金を支給する制度です。 

対象者は、身体障害者手帳１級から３級のかた、療育手帳をお持ちのかた、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

です。ただし、２０歳未満の場合は、身体障害者手帳４級と５級のかたも対象です。 

また、障害者手帳の等級要件のほかに、要件があります。詳細は、福祉課にご確認ください。 

 

福祉金は、４月から９月を前期、１０月から３月を後期として 1年に２回支給を行います。 

支給額は、障害の程度に応じて年間１万４千円または２万円です。 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、で受付可能です。 

心身障害者福祉金に関するお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（２）特別児童扶養手当                         

精神または身体に障がいのある在宅児童（２０歳未満）を養育している方に支給されま

す。（施設入所者は不可、所得制限あり） 

 

 

 

 

（３）児童扶養手当                           

父母の離婚などにより、父親または母親と生計をともにしていない児童（18 歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又は 20 歳未満で障がいのある者）が育成される家

庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育し

ている方に対し支給されます。（所得制限あり） 

 

 

 

 

（４）心身障害者福祉金                         

心身障がい者又は心身障がい児の保護者の方に、その生活の激励と福祉の増進を図る

ことを目的として、心身障害者福祉金を支給します。 

対 象 者 支 給 額 

障がい児 

（20 歳未満） 

身体障害者手帳１級～５級 

療育手帳Ａ・Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳１級～３級 

２０，０００円／年 

重度障がい者

（20 歳以上） 

身体障害者手帳１級・２級 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

２０，０００円／年 

中度障がい者

（20 歳以上） 

身体障害者手帳３級 

療育手帳Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳３級 

１４，０００円／年 

 

●支給方法 

４月から９月分を９月下旬、１０月から３月分を３月下旬に支給します。 

心身障害者福祉金の受給は、申請した月の翌月より開始となります。 

 

 

（次のページに続きます） 

  

お問い合わせ 南砺市こども課（子育て応援係）  TEL：0763‐23‐2010 

お問い合わせ 南砺市こども課（子育て応援係）  TEL：0763‐23‐2010 

 

 

●支給要件 

下記のすべてに該当する方 

①南砺市に住民登録をしていること。 

②障がいにかかる年金及び、障がいにかかる年金の付加給付、特別障害給付金を 

受給していないこと。 

③特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅要介護高齢者福祉 

金を受給していないこと。 

④生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法、介護保険法に規定 

する施設に入所していないこと。 

⑤対象者本人の世帯が支払年度において、市民税非課税世帯であること。 

 

 

 

 

（５）障害基礎年金                           

国民年金制度に加入している期間中に被った傷病により、障がい状態となった場合

に年金が支給されます。（申請は原則 65 歳までとなります） 

 

 ●対象者 

  ①国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になった方 

②60 歳以上 65 歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者になった方 

※被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して 3分の 2以 

上あることが必要です。 

ただし、初診日が令和 8年 3月 31 日までにある場合は、直近 1年間に保険料の 

未納がなければよいことになっています。 

③20 歳前に国民年金法に定める１級・２級の障がいの状態になった方 

  

 ●年金額（令和 7年度支給額） 

  1 級：1,039,625 円（月額 86,635 円）＋ 子の加算額 

  2 級：  831,700 円（月額 69,308 円）＋ 子の加算額 

   ※支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。 

 

 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市健康課（国保・年金係） TEL：0763‐23‐2011 
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１９ページ。 

 

このページでは、障害基礎年金について掲載しています。 

 

5. 障害基礎年金。 

障害基礎年金は、国民年金制度に加入している期間中に病気やケガなどにより、障害状態となった場合に年金を受け

取ることができます。申請は、原則６５歳まで可能ですが、老齢基礎年金の繰上げ受給者は該当しません。 

年金額は、年度ごとに物価の変動に応じて、改定されます。 

 

次の３つの要件のうち、いずれかに該当する必要があります。 

１つ目。国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やケガで障がい者になったとき。 

２つ目。６０歳以上６５歳未満で、国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者になったとき。 

ただし、被保険者期間のうち、保険料納付ずみ期間と保険料免除期間を合算して３ぶんの２以上あることが必要です。

また、初診日が令和 8年 3 月 31 日までにある場合、直近 1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 

３つ目。２０歳前に国民年金法に定める１級または２級の障害の状態になったとき。 

ただし、身体障害者手帳の等級と国民年金法の等級とは異なりますので、ご注意ください。 

 

障害基礎年金に関するお問い合わせは、南砺市健康課、国保、年金係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０１１です。 

  



（６）障害厚生年金                           

厚生年金制度に加入している期間中に被った傷病により、障がい状態となった場合に

年金や一時金が支給されます。（申請は原則 65 歳までとなります） 

  
 ●対象者 

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている方で、厚生年金加入中にかかった傷病 

により、国民年金法に定める１級・２級または厚生年金法に定める３級に該当する障 

がいの状態になった方 

 
 ●年金額 

  平均標準報酬月額を基に算出されます。（詳細は、砺波年金事務所へご確認ください。） 

 
 ●障害手当金（一時金） 

  障害厚生年金に該当する障がいの状態よりも軽い障がいが残った場合に、一時金が 

支給されます。 

 

 

（７）特別障害給付金制度                        

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障

がい者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。支給対象

になる方は窓口で請求手続を行っていただく必要があります。 

 
●対象者  

次の①か②の期間に初診日があり、障害基礎年金を受けることができない方で、 

障害程度が国民年金法で定める１・２級の状態にある方が対象です。 

①平成 3年 3月 31 日以前に国民年金任意加入対象者であった学生で、任意加入を 

していなかった方 

  ②昭和 61 年 3 月 31 日以前に国民年金任意加入対象者であった被用者年金制度 

加入者等の配偶者であって、任意加入をしていなかった方 

 

●年金額   

1 級 月額 56,850 円（令和７年度） 

  2 級 月額 45,480 円（令和７年度） 

   ※支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。 

   ※老齢年金の受給や所得によって支給が制限されることがあります。 

 

 

 

お問い合わせ 日本年金機構 砺波年金事務所  TEL：0763‐33‐1725 

お問い合わせ 南砺市健康課（国保・年金係） TEL：0763‐23‐2011 
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２０ページ。 

 

このページでは、障害厚生年金と、特別障害給付金制度について掲載しています。 

 

6. 障害厚生年金。 

障害厚生年金は、厚生年金制度に加入している期間中にケガや病気などにより、障害状態となった場合に年金や一時

金を受け取ることができます。年金額は、平均標準報酬月額を基に算出されます。 

 

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしているかたで、厚生年金加入中にかかった病気やケガにより、国民年金法に

定める１級または２級のかた、および厚生年金法に定める３級に該当する障がいの状態になったかたが対象です。 

 

障害厚生年金に該当する障がいの状態よりも軽い障害が残った場合に、一時金が支給されます。 

 

障害厚生年金に関するお問い合わせは、日本年金機構、砺波年金事務所が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３３－１７２５です。 

 

7. 特別障害給付金制度。 

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障害者のかたについて、福

祉的措置として、特別障害給付金を受け取ることができます。年金額は、年度ごとに物価の変動に応じて、改定され

ます。また老齢年金の受給状況や所得によって支給が制限されることがあります。 

 

対象者は、障がい程度が国民年金法で定める１級または２級の方のうち、 

次の２つの要件のいずれかに該当するかたです。 

１つ目。初診日が平成３年３月３１日以前で、初診日時点で国民年金の任意加入対象者とされていた学生であって、

任意加入をしていなかった場合。 

２つ目。初診日が昭和６１年３月３１日以前で、初診日時点で国民年金の任意加入対象者とされていた被用者年金制

度加入者などの配偶者であって、任意加入をしていなかった場合。 

 

特別障害給付金制度に関するお問い合わせは、南砺市健康課、国保、年金係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０１１です。 

 

  



（６）障害厚生年金                           

厚生年金制度に加入している期間中に被った傷病により、障がい状態となった場合に

年金や一時金が支給されます。（申請は原則 65 歳までとなります） 

  
 ●対象者 

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている方で、厚生年金加入中にかかった傷病 

により、国民年金法に定める１級・２級または厚生年金法に定める３級に該当する障 

がいの状態になった方 

 
 ●年金額 

  平均標準報酬月額を基に算出されます。（詳細は、砺波年金事務所へご確認ください。） 

 
 ●障害手当金（一時金） 

  障害厚生年金に該当する障がいの状態よりも軽い障がいが残った場合に、一時金が 

支給されます。 

 

 

（７）特別障害給付金制度                        

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障

がい者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。支給対象

になる方は窓口で請求手続を行っていただく必要があります。 

 
●対象者  

次の①か②の期間に初診日があり、障害基礎年金を受けることができない方で、 

障害程度が国民年金法で定める１・２級の状態にある方が対象です。 

①平成 3年 3月 31 日以前に国民年金任意加入対象者であった学生で、任意加入を 

していなかった方 

  ②昭和 61 年 3 月 31 日以前に国民年金任意加入対象者であった被用者年金制度 

加入者等の配偶者であって、任意加入をしていなかった方 

 

●年金額   

1 級 月額 56,850 円（令和７年度） 

  2 級 月額 45,480 円（令和７年度） 

   ※支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。 

   ※老齢年金の受給や所得によって支給が制限されることがあります。 

 

 

 

お問い合わせ 日本年金機構 砺波年金事務所  TEL：0763‐33‐1725 

お問い合わせ 南砺市健康課（国保・年金係） TEL：0763‐23‐2011 

（８）心身障害者扶養共済制度                      

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納める

ことにより、保護者に万一（死亡・重度障がい）のことがあったとき、障がいのある方

に終身一定額の年金を支給する制度です。 

 

●加入できる方 

   心身障害者の保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹等）のうち、次の要件を満たす方 

   (1)県内に住んでいること 

   (2)65 歳未満であること（年齢は毎年度 4月 1日現在） 

   (3)特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態であること 

 

●心身障害者とは 

(1) 知的障がい者（児） 

(2) 身体障がい者（児）のうち１級～３級に該当する方 

(3) 精神または身体に永続的な障がいを有する方 

 

●年金について 

年金額は、１口加入の方で月額２万円、２口加入で月額４万円です。 

障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人です。 

掛金月額は加入時の年齢により異なります。くわしくはお問い合わせください。 

 

  ●心身障害者扶養保険掛金助成 

南砺市では、上記の扶養共済制度に加入している方の掛金の１／４を助成します。 

心身障害者扶養共済制度の加入者には、３月に申請案内を送付します。 

 

 

 

 

（９）生活福祉資金貸付                         

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の方に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うこ

とにより、その経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制

度です。 

費用の使途に応じ、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」があります。それぞれ貸付

条件が異なりますので、当資金の利用にあたっては、社会福祉協議会へご相談ください。 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺社会福祉協議会  TEL：0763‐82‐0906 
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２１ページ。 

 

このページでは、心身障害者扶養共済制度と生活福祉資金貸付について掲載しています。 

 

8. 心身障害者扶養共済制度。 

心身障害者扶養共済制度は、障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めるこ

とにより、保護者が死亡または重度障害になったとき、障がいのあるかたに、終身一定額の年金を支給する制度です。 

掛金の月額は加入時の年齢により異なります。 

また、南砺市では扶養共済制度の掛金の４ぶんの１を助成します。 

年金額は、１口加入のかたで月額２万円、２口加入で月額４万円です。 

 

次の３つの要件をすべて満たす保護者が加入できます。障がいのあるかた、１人に対して、加入できる保護者は１人

です。 

 

１つ目。県内に住所があること。 

２つ目。加入する年の４月１日時点で満６５歳未満であること。 

３つ目。特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。 

 

年金を受け取れる障害者となれるかたは、身体障害者手帳１級から２級のかた、知的障がい者のかた、精神または身

体に永続的な障害を有するかたが対象です。 

 

手続きは、福祉課、または、ふくし総合窓口、で受付可能です。 

心身障害者福祉金に関するお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

9. 生活福祉資金貸付。 

生活福祉資金貸付は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯のかたに対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うこと

により、その経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。費用の使途に応

じ、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金があります。それぞれ貸付条件が異なります。 

 

生活福祉資金貸付についてのお問い合わせは、南砺市社会福祉協議会が窓口です。 

電話番号は、０７６３－８２－０９０６です。 

  



（１０）ＮＡＳＶＡ被害者援護制度                    

独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）と国土交通省は、自賠責保険料をもと

に、自動車事故にまつわるさまざまな取り組みを通して、自動車事故被害者及びその

ご家族を支えています。 

 

●療護施設の設置・運営 

自動車事故により脳を損傷し、重度の意識障害を負った方（遷延性意識障害者）を

対象に、社会復帰の可能性を追求しながら適切な治療と看護を行う専門病院である療

護施設を全国 12 か所に設置・運営しています。 

 

●介護料等の支給 

自動車による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」、または「胸腹部臓器」に重度の後

遺障害が残り、日常生活において「常時」または「随時」の介護が必要な方に介護料

を支給しています。また、職員が介護料受給者のご家庭を訪問して情報を提供し、ご

相談に応じる「訪問支援」を行っています。 

 

●交通遺児等生活資金貸付 

自動車事故により保護者が亡くなられたり、重い後遺障害を残すこととなった家庭

（生活困窮家庭）の中学校卒業までのお子様に無利子で、生活資金の貸付けを行って

います。 

 

  

お問い合わせ  

・939‐2708 富山市婦中町島本郷 1-5 富山県トラック会館 

独立行政法人自動車事故対策機構 富山支所   

TEL 076‐421‐1631 

 

・NASVA 交通事故被害者ホットライン  TEL：0570‐000738（ナビダイヤル） 
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２２ページ。 

 

このページでは、ナスバ被害者援護制度について掲載しています。 

 

10. ナスバ被害者援護制度。 

独立行政法人自動車事故対策機構、通称ナスバ、と国土交通省は、自賠責保険料をもとに、自動車事故にまつわるさ

まざまな取り組みを通して、自動車事故被害者及びそのご家族を支える活動をおこなっています。 

 

１つ目。療護施設の設置及び運営。 

自動車事故により脳を損傷し、重度の意識障害を負った方（遷延性意識障害者）を対象に、社会復帰の可能性を追求

しながら適切な治療と看護を行う専門病院である療護施設を全国 12 か所に設置・運営しています。 

 

２つ目。介護料などの支給。 

自動車による交通事故が原因で、脳、脊髄、または胸腹部臓器、に重い後遺障害が残り、日常生活において常時また

は、随時の介護が必要となった方に対する介護料を支給します。また、職員が介護料受給者のご家庭を訪問して情報

を提供し、ご相談に応じる、訪問支援も行っています。 

 

３つ目。交通遺児トウ生活資金貸付。 

自動車事故により保護者が亡くなる、または、重い後遺障害を残すこととなった生活困窮家庭の中学校卒業までのお

子様に無利子で、生活資金の貸し付けを行います。 

 

ナスバ被害者援護制度についてのお問い合わせは、独立行政法人、自動車事故対策機構、富山支所が窓口です。 

電話番号は、０７６－４２１－１６３１です。 

 

加えて、ナスバ交通事故被害者ホットラインもご利用いただけます。 

電話番号は、０５７００００７３８です。 

  



（１０）ＮＡＳＶＡ被害者援護制度                    

独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）と国土交通省は、自賠責保険料をもと

に、自動車事故にまつわるさまざまな取り組みを通して、自動車事故被害者及びその

ご家族を支えています。 

 

●療護施設の設置・運営 

自動車事故により脳を損傷し、重度の意識障害を負った方（遷延性意識障害者）を

対象に、社会復帰の可能性を追求しながら適切な治療と看護を行う専門病院である療

護施設を全国 12 か所に設置・運営しています。 

 

●介護料等の支給 

自動車による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」、または「胸腹部臓器」に重度の後

遺障害が残り、日常生活において「常時」または「随時」の介護が必要な方に介護料

を支給しています。また、職員が介護料受給者のご家庭を訪問して情報を提供し、ご

相談に応じる「訪問支援」を行っています。 

 

●交通遺児等生活資金貸付 

自動車事故により保護者が亡くなられたり、重い後遺障害を残すこととなった家庭

（生活困窮家庭）の中学校卒業までのお子様に無利子で、生活資金の貸付けを行って

います。 

 

  

お問い合わせ  

・939‐2708 富山市婦中町島本郷 1-5 富山県トラック会館 

独立行政法人自動車事故対策機構 富山支所   

TEL 076‐421‐1631 

 

・NASVA 交通事故被害者ホットライン  TEL：0570‐000738（ナビダイヤル） 

（１）所得税、個人住民税の軽減                     

●障がい者本人の特例 

障がいの等級により、下記の金額が所得控除（障害者控除）されます。 

また、前年の合計所得金額が 135 万円以下の方は、個人住民税が非課税となります。 

区   分 所得税 個人住民税 

一般障がい者 

身体障害者手帳 ３級～６級 

療育手帳 Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳 ２・３級 

２７万円 ２６万円 

特別障がい者 

身体障害者手帳 １・２級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

４０万円 ３０万円 

 

●障がい者を扶養している方の特例 

配偶者控除、扶養控除の対象となる親族等が障がい者である場合は、下記の金額が 

所得控除（障害者控除）されます。 

 区   分 所得税 個人住民税 

一般障がい者 

身体障害者手帳 ３級～６級 

療育手帳 Ｂ 

精神障害者保健福祉手帳 ２・３級 

２７万円 ２６万円 

特別障がい者 

身体障害者手帳 １・２級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

非同居 ４０万円 ３０万円 

同 居 ７５万円 ５３万円 

 

 

  
お問い合わせ  

所 得 税 … 砺波税務署  TEL：0763‐33‐1073 

個人住民税 … 南砺市税務課（市民税係） TEL：0763‐23‐2005 

４．割引制度・免除
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２３ページ。 

 

このページでは、所得税、個人住民税等の減免についてご紹介します。 

 

1. 所得税、個人住民税の軽減。 

障がい者本人の特例として、障がいの等級により、所得税および個人住民税が所得控除されます。 

また、前年の合計所得金額が１３５万円以下の場合は、個人住民税が非課税となります。 

身体障害者手帳３級から６級、療育手帳Ｂ、精神障害者福祉手帳２級または３級のいずれかに該当する、 

一般の障がい者のかたは、所得税は２７万円、個人住民税は２６万円が所得控除されます。 

身体障害者手帳１級または２級、療育手帳Ａ、精神障害者福祉手帳１級のいずれかに該当する、 

特別障がい者のかたは、所得税は４０万円、個人住民税は３０万円が所得控除されます。 

 

障がい者を扶養しているかたの特例として、配偶者控除、扶養控除の対象となる親族等が障がい者である場合は、所

得控除されます。 

身体障害者手帳３級から６級、療育手帳 Ｂ、精神障害者福祉手帳２級または３級のいずれかに該当する、 

一般の障がい者のかたは、所得税は２７万円。個人住民税は２６万円が所得控除されます。 

身体障害者手帳１級または２級、療育手帳 Ａ、精神障害者福祉手帳１級のいずれかに該当する 

特別障がい者の方は、障害者本人と同居していない場合は、所得税は４０万円。個人住民税は３０万円が所得控除さ

れます。障害者本人と同居している場合は、所得税は７５万円 個人住民税は５３万円が所得控除されます。 

 

所得税の軽減に関するお問い合わせは、砺波税務署が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３３－１０７３です。 

 

個人住民税の軽減に関するお問い合わせは、南砺市税務課市民税係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００５です。 

  



（２）相続税、贈与税、個人事業税の軽減                 

●相続税 

障がい者が、相続により財産を取得した場合、相続税が軽減されます。 

区  分 軽減される税額 

一般障がい者 （８５歳 － 相続開始時の年齢）× １０万円 

特別障がい者 （８５歳 － 相続開始時の年齢）× ２０万円 

 

●贈与税の非課税 

特別障がい者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に係る信託受益者のうち、 

６，０００万円まで（特別障がい者以外で一定の要件に当てはまるものにあっ 

ては、３，０００万円まで）の部分については、贈与税が非課税になります。 

 

●個人事業税の減免 

減

免 

一般 

障がい者 

事業所得の区分に応じ、

事業税額から右の額を

免除します 

314 万円以下のもの 12,000 円 

314 万円を超え、 

332 万円以下のもの 
10,000 円 

332 万円を超え、 

350 万円以下のもの 
9,000 円 

特別 

障がい者 

特別障がい者又は扶養している特別障がい者１人につき、80

万円に当該事業の税率を乗じた額を減免します。ただし、事

業所得が、1,000 万円を超える場合は減免となりません。 

非課税 

重度の視力障がい者（両眼の視力を喪失した人又は両眼の視

力 0.06 以下の者）があん摩、はり、きゅう、柔道整復その他

の医業に類する事業を行う場合 

 

 

 

 

 

（３）非課税貯蓄制度（マル優）                     

障害者手帳をお持ちの方が預貯金、公社債等を一定の手続きにより預入または購入さ

れた場合は、貯金等 350 万円、国債等の公債 350 万円を限度として、その利子等が非課

税となります。 

 

 

 

お問い合わせ  

相続税、贈与税 … 砺波税務署 TEL：0763‐33‐1073 

個人事業税 … 総合県税事務所 TEL：076‐444‐4506 

お問い合わせ 砺波税務署  TEL：0763‐33‐1073 
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２４ページ。 

 

このページでは、相続税、贈与税、個人事業税の軽減と、非課税貯蓄制度、通称マルユウについて掲載しています。 

 

2. 相続税の軽減。 

障がい者が、相続により財産を取得した場合、相続税が軽減されます。 

 

贈与税の非課税。 

特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に係る信託受益者のうち、６０００万円までの部分について贈与

税が非課税になります。また、特別障害者以外のものにあっては、３０００万円までの部分については、贈与税が非

課税になります。 

 

個人事業税の減免。 

身体障害者本人が事業を行う場合、事業の事業所得の区分に応じ、個人事業税を減免します。 

特別障害者又は特別障害者を扶養しているものが事業を行う場合、個人事業税を減免します。 

重度の視力障がい者が、あん摩、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行う場合、事業税は非課税と

します。 

 

相続税、贈与税、についてのお問い合わせは、砺波税務署が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３３－１０７３です。 

 

個人事業税の減免についてのお問い合わせは、総合県税事務所が窓口です。 

電話番号は、０７６－４４４－４５０６です。 

 

3. 非課税貯蓄制度、通称マルユウ。 

障害者手帳をお持ちのかたが預貯金、公社債等を一定の手続きにより預入または購入された場合は、貯金等３５０万

円、国債等の公債３５０万円を限度として、その利子等が非課税となります。 

 

非課税貯蓄制度、通称マルユウについてのお問い合わせは、砺波税務署が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３３－１０７３です。 

  



（２）相続税、贈与税、個人事業税の軽減                 

●相続税 

障がい者が、相続により財産を取得した場合、相続税が軽減されます。 

区  分 軽減される税額 

一般障がい者 （８５歳 － 相続開始時の年齢）× １０万円 

特別障がい者 （８５歳 － 相続開始時の年齢）× ２０万円 

 

●贈与税の非課税 

特別障がい者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に係る信託受益者のうち、 

６，０００万円まで（特別障がい者以外で一定の要件に当てはまるものにあっ 

ては、３，０００万円まで）の部分については、贈与税が非課税になります。 

 

●個人事業税の減免 

減

免 

一般 

障がい者 

事業所得の区分に応じ、

事業税額から右の額を

免除します 

314 万円以下のもの 12,000 円 

314 万円を超え、 

332 万円以下のもの 
10,000 円 

332 万円を超え、 

350 万円以下のもの 
9,000 円 

特別 

障がい者 

特別障がい者又は扶養している特別障がい者１人につき、80

万円に当該事業の税率を乗じた額を減免します。ただし、事

業所得が、1,000 万円を超える場合は減免となりません。 

非課税 

重度の視力障がい者（両眼の視力を喪失した人又は両眼の視

力 0.06 以下の者）があん摩、はり、きゅう、柔道整復その他

の医業に類する事業を行う場合 

 

 

 

 

 

（３）非課税貯蓄制度（マル優）                     

障害者手帳をお持ちの方が預貯金、公社債等を一定の手続きにより預入または購入さ

れた場合は、貯金等 350 万円、国債等の公債 350 万円を限度として、その利子等が非課

税となります。 

 

 

 

お問い合わせ  

相続税、贈与税 … 砺波税務署 TEL：0763‐33‐1073 

個人事業税 … 総合県税事務所 TEL：076‐444‐4506 

お問い合わせ 砺波税務署  TEL：0763‐33‐1073 

（４）関税の免除                            

身体障がい者用に製作された器具、物品の輸入及び慈善等のために寄贈された給与

品及び社会福祉施設等に寄贈された物品の輸入については、関税が免除されるものが

あります。 

 

 

 

 

（５）住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋）の減額措置     

次の要件を満たすものは、翌年度分のみ固定資産税が 3分の 1減額されます。 

 

●注意 

・提出期限は、バリアフリー改修工事完了後 3ヶ月以内です。 

・適用を受けられるのは１戸につき１回のみです。 

 ・省エネ改修工事とは、併用して適用を受けることができます。 

 

  

 

   

期間要件 令和 8年 3月 31 日までに行われた改修工事 

住宅の種類 

新築から 10 年以上経過した住宅であること 

（併用住宅（居住部分が２分の１以上あるもの）についても 

適用となります。賃貸住宅は対象となりません） 

面積要件 床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下で住居部分が２分の１以上 

負担額要件 補助額を除く自己負担額が 50 万円以上 

居住者要件 

次のいずれかの方が居住していること 

・障がい者 

・６５歳以上の方 

・要介護認定又は要支援認定を受けている方 

対象となる 

改修工事 

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すり

の取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化 

減額される 

範  囲 

①居住部分が 100 ㎡までの家屋は、全部の固定資産税額の 3分の 1 

②居住部分が 100 ㎡を超える家屋は、 

100 ㎡分に相当する固定資産税の 3分の 1 

減額される 

期  間 
バリアフリー改修工事の行われた年の翌年度のみ 

お問い合わせ 伏木税関支署  TEL：0766‐44‐6173 

お問い合わせ 南砺市税務課（資産税係） TEL：0763‐23‐2033 
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２５ページ。 

 

このページでは、関税の免除と、住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置について掲載しています。 

 

4. 関税の免除。 

身体障害者用に製作された器具、物品の輸入及び慈善等のために寄贈された給与品及び社会福祉施設等に寄贈された

物品の輸入については、関税が免除されるものがあります。 

 

関税の免除についてのお問い合わせは、伏木税関支署が窓口です。 

電話番号は、０７６６－４４－６１７３です。 

 

5. 住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置。 

令和８年３月３１日までの間に障がい者が居住する住宅をバリアフリー改修工事したもののうち、一定の要件を満た

すものは翌年度分のみ固定資産税が３分の１減額されます。 

 

提出期限は、バリアフリー改修工事完了後３カ月以内です。 

減額の適用を受けられるのは、１こにつき１回のみです。 

また省エネ改修工事とは、併用して適用を受けることができます。 

詳細は、担当課にご確認ください。 

 

住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置に関するお問い合わせは、南砺市税務課資産税係が窓口

です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３３です。 

  



（６）自動車に関する税金の減免                      

障がい者の方の日常生活に不可欠な次の自動車について、一定の要件を満たす場合、自

動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）が減免になります。 

※障がい者の方が所有する車であることが必要ですが、身体障がい者で 18 歳未満の方、精神障がい者 

または知的障がい者の方については、生計を一にする方（家族等）が所有する車でも対象になります。 

※障がい者の方１人につき、１台に限ります。 

※営業用自動車、リース車は減免の対象になりません。 

※新たに取得する車で減免申請する場合、登録前に県税事務所で事前審査が必要です。 

障がい内容 

自動車税（環境性能割・種別割） 

軽自動車税（環境性能割・種別割） 

本人が運転 同一生計者が運転 

身

体

障

が

い 

視  覚 １級～５級 

聴  覚 ２級または３級 

平衡機能 ３級または５級 

音声･言語機能 ３級 

上  肢 １級及び２級 

下  肢 １級～６級 １級～３級 

体  幹 
１級～３級 

または５級 
１級～３級 

運動 

機能 

上 肢 １級または２級 

移 動 １級～６級 １級～３級 

心臓機能障がい １級または３級 

じん臓機能障がい １級または３級 

肝臓機能障がい １級または３級 

呼吸器機能障がい １級または３級 

ぼうこう又は直腸の機能障がい １級または３級 

小腸の機能障がい １級または３級 

免疫機能障がい １級～３級 

知的障がい 療育手帳Ａの方またはＢのうち小学校未就学の方 

精神障がい 
手帳（通院医療費の公費負担番号の記載のあるものに

限る）の等級が１級の方 

  

お問い合わせ 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割） 

      … 総合県税事務所自動車税センター TEL：076‐424‐9211 

軽自動車税（種別割）… 税務課 市民税係 TEL：23‐2005 

○障がい者の方が使用する車 

○障がい者の方の通院・通学等のために、障がい者と生計を一にする方が使用する車 
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２６ページ。 

 

このページでは、自動車に関する税金の減免について掲載しています。 

 

6. 自動車に関する税金の減免。 

障がい者のかたの日常生活に不可欠な自動車について、一定の要件を満たす場合、自動車税の環境性能割と種別割、

および軽自動車税の環境性能割と種別割が減免になります。 

障がい者のかたが使用する車または、障がい者のかたの通院、通学等のために、障がい者と生計を同じにするかたが

使用する車が対象です。減免の対象は、障害者１人につき１台に限ります。 

 

障がいの内容などにより、減免の対象者が異なりますので、詳細はそれぞれのお問い合わせ先にご確認ください。 

 

自動車税の環境性能割、種別割および、軽自動車税の環境性能割についてのお問い合わせは、総合県税事務所自動車

税センターが窓口です。 

電話番号は、０７６－４２４－９２１１です。 

 

軽自動車税の種別割についてのお問い合わせは、南砺市税務課、市民税係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００５です。 

 

  



（６）自動車に関する税金の減免                      

障がい者の方の日常生活に不可欠な次の自動車について、一定の要件を満たす場合、自

動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割・種別割）が減免になります。 

※障がい者の方が所有する車であることが必要ですが、身体障がい者で 18 歳未満の方、精神障がい者 

または知的障がい者の方については、生計を一にする方（家族等）が所有する車でも対象になります。 

※障がい者の方１人につき、１台に限ります。 

※営業用自動車、リース車は減免の対象になりません。 

※新たに取得する車で減免申請する場合、登録前に県税事務所で事前審査が必要です。 

障がい内容 

自動車税（環境性能割・種別割） 

軽自動車税（環境性能割・種別割） 

本人が運転 同一生計者が運転 

身

体

障

が

い 

視  覚 １級～５級 

聴  覚 ２級または３級 

平衡機能 ３級または５級 

音声･言語機能 ３級 

上  肢 １級及び２級 

下  肢 １級～６級 １級～３級 

体  幹 
１級～３級 

または５級 
１級～３級 

運動 

機能 

上 肢 １級または２級 

移 動 １級～６級 １級～３級 

心臓機能障がい １級または３級 

じん臓機能障がい １級または３級 

肝臓機能障がい １級または３級 

呼吸器機能障がい １級または３級 

ぼうこう又は直腸の機能障がい １級または３級 

小腸の機能障がい １級または３級 

免疫機能障がい １級～３級 

知的障がい 療育手帳Ａの方またはＢのうち小学校未就学の方 

精神障がい 
手帳（通院医療費の公費負担番号の記載のあるものに

限る）の等級が１級の方 

  

お問い合わせ 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割） 

      … 総合県税事務所自動車税センター TEL：076‐424‐9211 

軽自動車税（種別割）… 税務課 市民税係 TEL：23‐2005 

○障がい者の方が使用する車 

○障がい者の方の通院・通学等のために、障がい者と生計を一にする方が使用する車 

（７）公共交通機関等の運賃割引                     

障害者手帳をお持ちの方は、各公共交通機関で運賃の割引が利用できます。 

割引の詳細は、利用される公共交通機関にお問い合わせください。 

 

事業者 割引の内容 割引率 

 
ＪＲ各社 第１種 

障害者 

（介護者とともに乗車する場合） 
本人及び介護者１名の普通乗車券・回数乗車券・普通急行券 

50％ 

（単独乗車の場合） 
片道 100 ㎞を超えるときの普通乗車券 

第２種 
障害者 

（12 歳未満の者が介護者とともに乗車する場合） 
定期乗車券  

（単独乗車の場合） 
片道 100 ㎞を超えるときの普通乗車券 

 
あいの風 
富山鉄道 

第１種 
障害者 

（介助者とともに乗車する場合） 
本人及び介護者１名の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券 

50％ 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券 

第２種 
障害者 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券 

（定期乗車券を使用する 12 歳未満の者が介護者とともに乗車する場合）  
介護者１名の通勤定期乗車券 

 
富山地方 
鉄道 

第１種 
障害者 

（介護者とともに乗車する場合） 
本人及び介護者１名の普通乗車券、定期乗車券 

50％ 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券 

第２種 
障害者 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券 

（定期乗車券を使用する 12 歳未満の者が介護者とともに乗車する場合）  
介護者１名の通勤定期乗車券 

 
万葉線 第１種 

障害者 

（介護者とともに乗車する場合） 
本人及び介護者１名の普通乗車券、定期乗車券、回数券 

50％ 
（単独乗車の場合） 

普通乗車券 

第２種 
障害者 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券 

 
バス各社 
 
※事業者により割引

内容が異なる場合
があります。 

（介護者とともに乗車する場合） 
本人及び介護者１名の普通乗車券･･･････････････････････ 
本人及び介護者１名の定期乗車券･･･････････････････････ 

 
50％ 
30％ 

（単独乗車の場合） 
普通乗車券･･･････････････････････････････････････････ 
定期乗車券･･･････････････････････････････････････････ 

 
50％ 
30％ 

※ 手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第１種」または「第２種」と記載されています。 

※ グリーン車、特急券、小児定期乗車券は割引されません。 

※ 私鉄の定期券割引については、各駅でお問い合わせください。 

※ 割引利用には、障害者手帳に顔写真が貼付されている必要があります。 
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２７ページ。 

 

このページでは、公共交通機関などの運賃割引について掲載しています。 

 

7. 公共交通機関などの運賃割引。 

障害者手帳をお持ちの方は、各公共交通機関で運賃の割引が利用できます。 

割引の内容は変更となっている場合があります。 

詳細は、利用する公共交通機関にお問い合わせください。 

  



（８）市営バス運賃の減免                        

障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方（およびその介護者）は、市営バスを割引

で利用できます。乗車運賃、１日券、回数券、定期券が対象となります。現金での運

賃支払や回数券等購入時に、手帳をご提示ください。 

 

 

 

 

（９）ジパング俱楽部（特別会員）                    

ＪＲをご利用の方は、ジパング倶楽部(特別会員)に加入することで、さらに割引を受

けることができます。ＪＲ線を「片道・往復・連続乗車券」のいずれかで 201km 以上ご

利用の場合、特急券・急行券・グリーン券・座席指定券が割引になります。 

 

●対象者 身体障害者手帳の交付を受けている満 60 歳以上の男性又は 

満 55 歳以上の女性で、南砺市身体障害者協会の会員に加入された方 

 

  ●内容 

 ご利用回数 割引率 備考 

新規会員 
初回～ ３回 乗車券半額・特急料金 20％ 第１種身体障害者

の介護者は、同様の
割引を受けること
ができます。 

４回～２０回 乗車券半額・特急料金 30％ 

継続会員 初回～２０回 乗車券半額・特急料金 30％ 

 

●入会方法・・・南砺市身体障害者協会に、以下のものを添えてお申し込みください。 

１．ジパング倶楽部年会費  1,350 円 

２．南砺市身体障害者協会費 1,000 円（非協会員の方のみ） 

３．身体障害者手帳のコピー（ジパング倶楽部新規加入の方及び非協会員の方） 

   

  ●注意：以下の料金は割引の対象外です。 

   ①新幹線「のぞみ」「みずほ」の特急券  ②全ての寝台券              

③グリーン個室のグリーン料金     ④２人・３人用個室寝台の特急・急行券 

⑤4月 27 日～5月 6日、8月 11 日～8月 20 日、12 月 28 日～1月 6日の全ての期間 

⑥トクトクきっぷなど既に割引になっている切符 

        

  

お問い合わせ 政策推進課 交通政策係  TEL：0763‐23‐2052 

お問い合わせ 

割引等の内容について→ 富山県身体障害者福祉協会 TEL：076‐432‐6331 

入会申込みについて→ 南砺市身体障害者協会 会長 TEL：090‐8268‐0335 
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２８ページ。 

 

このページでは、市営バス運賃の減免と、ジパングくらぶ。特別会員について掲載しています。 

 

8. 市営バス運賃の減免。 

障害者手帳をお持ちのかたとその介護者のかたは、市営バスの使用料が、乗車１回につき１００円になります。 

運賃を支払う際に、お持ちの障害者手帳を運転手にご提示ください。 

 

市営バス運賃の減免に関するお問い合わせは、南砺市政策推進課、交通政策係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０５２です。 

 

9. ジパングくらぶ。特別会員。 

ジェイアールをご利用のかたは、ジパングくらぶ、特別会員に加入することで、さらに割引を受けることができます。

ジェイアール線を、片道、往復、連続乗車券のいずれかで２０１キロメートル以上ご利用の場合、特急券、急行券、

グリーン券、座席指定券が割引になります。 

 

対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている満６０歳以上の男性のかた、 

または、満５５歳以上の女性で、南砺市身体障害者協会の会員に加入されたかたです。 

 

ジパングくらぶの割引などの詳しい内容についてのお問い合わせは、富山県身体障害者福祉協会が窓口です。 

電話番号は、０７６－４３２－６３３１です。 

 

ジパングくらぶの入会申し込みについてのお問い合わせは、南砺市、身体障害者協会が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２２－３６１１です。 

南砺市、身体障害者協会、会長の電話番号です。 

  



（８）市営バス運賃の減免                        

障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方（およびその介護者）は、市営バスを割引

で利用できます。乗車運賃、１日券、回数券、定期券が対象となります。現金での運

賃支払や回数券等購入時に、手帳をご提示ください。 

 

 

 

 

（９）ジパング俱楽部（特別会員）                    

ＪＲをご利用の方は、ジパング倶楽部(特別会員)に加入することで、さらに割引を受

けることができます。ＪＲ線を「片道・往復・連続乗車券」のいずれかで 201km 以上ご

利用の場合、特急券・急行券・グリーン券・座席指定券が割引になります。 

 

●対象者 身体障害者手帳の交付を受けている満 60 歳以上の男性又は 

満 55 歳以上の女性で、南砺市身体障害者協会の会員に加入された方 

 

  ●内容 

 ご利用回数 割引率 備考 

新規会員 
初回～ ３回 乗車券半額・特急料金 20％ 第１種身体障害者

の介護者は、同様の
割引を受けること
ができます。 

４回～２０回 乗車券半額・特急料金 30％ 

継続会員 初回～２０回 乗車券半額・特急料金 30％ 

 

●入会方法・・・南砺市身体障害者協会に、以下のものを添えてお申し込みください。 

１．ジパング倶楽部年会費  1,350 円 

２．南砺市身体障害者協会費 1,000 円（非協会員の方のみ） 

３．身体障害者手帳のコピー（ジパング倶楽部新規加入の方及び非協会員の方） 

   

  ●注意：以下の料金は割引の対象外です。 

   ①新幹線「のぞみ」「みずほ」の特急券  ②全ての寝台券              

③グリーン個室のグリーン料金     ④２人・３人用個室寝台の特急・急行券 

⑤4月 27 日～5月 6日、8月 11 日～8月 20 日、12 月 28 日～1月 6日の全ての期間 

⑥トクトクきっぷなど既に割引になっている切符 

        

  

お問い合わせ 政策推進課 交通政策係  TEL：0763‐23‐2052 

お問い合わせ 

割引等の内容について→ 富山県身体障害者福祉協会 TEL：076‐432‐6331 

入会申込みについて→ 南砺市身体障害者協会 会長 TEL：090‐8268‐0335 

 

（１０）国内航空運賃の割引                       

身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた 12 歳以上の方

が国内航空機を利用される場合、運賃の割引利用ができます。搭乗券を購入する時に手帳

を提示してください。（各航空会社によって割引率や対象者が異なります。） 

※療育手帳の場合は、手帳に割引証明印が押印されたものを提示してください。 

押印のない手帳は、福祉課にお持ちください。 

※精神障害者保健福祉手帳の場合、顔写真付きのもの及び搭乗日が有効期間内にあるものに 

限られるため、ご注意ください。 

（１１）タクシー運賃の割引                       

身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方は、タクシー

を割引利用することができます。乗車時に手帳をご提示ください。福祉タクシー助成券と

の併用はできません。詳細は、利用されるタクシー事業所にお問い合わせください。 

 

●割引率  距離制運賃、時間制運賃及び待料金の１０％ 

（１２）携帯電話料金の割引                       

障害者手帳をお持ちの方は、携帯電話基本使用料等の割引を受けることができます。

適用できる回線数は、障がい者の方１人につき全国で１名義１回線までです。詳細は、

各携帯電話会社にご確認ください。 

（１３）電話番号の無料案内                       

ＮＴＴでは、電話帳の利用が困難な障がい者の方を対象に、無料で電話番号を案内す

るふれあい案内を提供しています。ご利用を希望される方は、事前登録が必要です。 

  

●対象者 

 ・身体障害者手帳をお持ちで、以下のいずれかに該当する方。 

   ①視覚障がい（１級～６級） 

   ②肢体不自由（１級、２級） 

※上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 

    ③聴覚障がい（２級、３級、４級、６級）  

    ④音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい（３級、４級） 

  ・療育手帳（等級不問）をお持ちの方。 

  ・精神障害者保健福祉手帳（等級不問）をお持ちの方。 

  

お問い合わせ ふれあい案内事務局  TEL：0120‐104174（全国共通） 

                 FAX：0120‐104134（全国共通） 
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２９ページ。 

 

このページでは、国内航空運賃の割引、タクシー運賃の割引、携帯電話料金の割引、電話番号の無料案内について掲載し

ています。 

 

10. 国内航空運賃の割引。 

身体障害者手帳および、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた１２歳以上のかたが、国内航空機を利用

される場合、運賃の割引を利用できます。搭乗券を購入する時に手帳を提示してください。 

療育手帳でご利用される場合は、福祉課で割引証明印の押印が必要となります。 

また、各航空会社によって割引率や対象者が異なる場合があります。 

ご利用前に、利用予定の航空券販売所にお問い合わせください。 

 

11. タクシー運賃の割引。 

身体障害者手帳および、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたは、タクシーを利用する際に、距離

制運賃と時間制運賃及び待ち料金を１０パーセント割引で利用できます。 

乗車時に手帳を提示してください。詳細は、利用されるタクシー事業所にお問い合わせください。 

５０ページに掲載している、福祉タクシー助成券との併用はできません。 

 

12. 携帯電話料金の割引。 

障害者手帳をお持ちのかたは、携帯電話基本使用料などの割引を受けることができます。 

適用できる回線数は、障害者のかた１人につき全国で１名義１回線までです。 

詳細は、各携帯電話会社にご確認ください。 

 

13. 電話番号の無料案内、ふれあい案内について。 

エヌティーティーでは、電話帳の利用が困難な障がい者のかたを対象に、無料で電話番号を案内するふれあい案内を

提供しています。ご利用を希望されるかたは、事前登録が必要となります。 

対象者は、次のいずれかに該当するかたです。 

身体障害者手帳の視覚障がい、１級から６級をお持ちのかた。 

身体障害者手帳の、上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害、１級、２級をお持ちのかた。 

身体障害者手帳の聴覚障がい、２級、３級、４級、６級のいずれかをお持ちのかた。 

身体障害者手帳の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいの３級、４級をお持ちのかた。 

療育手帳をお持ちのかた。 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた。 

 

電話番号の無料案内、ふれあい案内についてのお問い合わせは、ふれあい案内事務局が窓口です。 

電話番号は、０１２０－１０４－１７４です。 

  



（１４）有料道路通行料金の割引                     

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対し

て自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引があります。利用

には、事前の申請が必要となります。 

※ETC 割引を利用する場合、障がい者ご本人名義の ETC カード（18歳未満の重度障がい者の場合は、 

保護者名義可）が必要です。ETC カードの取得に当たっては、各カード会社等にお問合せください。 

また、申請時は ETC 車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。 

※ETC を利用されない方は、自動車登録なしでの申請も可能です。 

※令和５年から条件を満たす場合に限り、「レンタカー」や、「借用自動車」、「介護・福祉タクシー」、 

「一般タクシー」、「福祉有償運送車両」でも割引を受けられるようになりました。 

  

適用範囲 

身体障がい者が自ら運転する場合（等級制限なし） 

身体障害者手帳または療育手帳の第１種障がい者を乗せて、介護者が運転する場合 

対象要件 

自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載があり、かつ、「所有者の氏名

又は名称」が以下の（1）～（3）の要件を満たす自動車。（軽トラック等除く） 

（1）本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 

（2）上記の方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している方 

（3）代金支払い債務の残っている割賦契約（ローン）又は長期の賃借契約（長期リース）に 

より自動車を利用している場合で、「所有者の氏名・名称」に法人名が記録されているもの 

※手続の際に、自動車の割賦契約書又はリース契約書等で、確認が必要となります。 

割 引 率 50％ 

手続方法 

「身体障害者手帳または療育手帳」、「自動車検査証」、「ETC 車載器セットアップ申込書また

は証明書」、「ETC カード」、「運転免許証」をお持ちになり、福祉課または、ふくし総合窓口

で手続きしてください。オンラインによる申請も可能です。詳細は、有料道路 ETC 割引登録

係（045‐477‐1233）までお問い合わせください。 

そ の 他 

次の場合には、市町村窓口で手続きが必要となります。 

・自動車及び ETC 車載器、ETC カード等の登録内容に変更があった場合 

・有効期限が近づいたとき（更新は有効期限の 2か月前から手続き可能です。） 

 

次の場合には、有料道路 ETC 割引登録係への手続きが必要となります。 

・ETC を利用しなくなった場合      ・障がい者ご本人が亡くなられた場合 

・その他諸事情により手帳を返納した場合 

お問い合わせ 有料道路 ETC 登録割引係 045－477－1233 

（受付時間：平日９時～１７時） 

（１５）ＮＨＫ放送受信料の減免                     

次の方は受信料が減免になります。（衛星放送受信料を含む） 

全 額 免 除 半 額 免 除 

・障害者手帳所持者を世帯構成員に 

有し、かつ世帯員すべてが市民税 

非課税の世帯 

①視覚障がいまたは聴覚障がいの方が世帯主で、 

かつ受信契約者 

②重度の障がい者（身体・知的・精神）※ 

 の方が世帯主で、かつ受信契約者 

手続方法 障害者手帳をお持ちになり、「福祉課」または、「ふくし総合窓口」でお手続きください。 

※重度の障がい者：身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級 

 

市町村の福祉事務所などで証明を受けた免除申請書をＮＨＫに提出した月から免除と

なります。放送受信料の免除を受けている方は、契約内容に変更が生じたときや、免除の

事由が消滅したときは、ＮＨＫ放送局に届出が必要です。 

 

 

 

 

（１６）郵便料金の減免                         

次の郵便物は、郵便料金が減免になります。詳細はお近くの郵便局でご確認ください。 

種類 減免内容 備考 

点字郵便物・特定録音

物等郵便物（3kg まで） 
無料 

●特定録音物等郵便物は、日本郵便

株式会社が指定する施設の発受する

ものに限る。 

●心身障がい者用ゆうメールは、重

度の身体障がい者又は重度の知的障

がい者と一定の図書館との間で発受

するものに限る。 

●聴覚障がい者用ゆうパックは、聴

覚障がい者と日本郵便株式会社が指

定する施設との間で発受するものに

限る。 

心身障がい者団体が発

行する第三種郵便物の

認可を受けた定期刊行

物（１kgまで） 

毎月 3回以上発行の新聞紙 

50g 以内 8円（さらに 50g ごとに 

＋3円、上限 1㎏） 

その他のもの 

50g 以内 15 円（さらに 50g ごとに 

＋5円、上限 1㎏） 

心身障がい者用 

ゆうメール（3kg まで） 

別に定める料金 聴覚障がい者用ゆう 

パック（30kg まで） 

点字ゆうパック 

  

お問い合わせ NHK 富山放送局   TEL：076‐444‐6640 

       NHK 営業サービス㈱ TEL：076‐444‐6603 

 

お問い合わせ 日本郵便株式会社 各支店 
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３０ページ。 

 

このページでは、有料道路通行料金の割引について掲載しています。 

 

14. 有料道路通行料金の割引。 

障害者のかたの自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路の通行料の５０パーセントの割引を受けられ

る制度です。 割引の利用には、事前の申請が必要となります。 

 

対象は、身体障害者本人が運転する場合、および第１種障害者を乗せて、介護者が運転する場合です。 

 

対象となる自動車は、車検証の自家用・事業用の別の欄に自家用と記載があり、かつ、所有者の氏名又は名称が次の

３つの要件のいずれかを満たす軽トラックなどを除くものです。 

１つ目。本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族など。 

２つ目。１つ目のかたが、自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護しているかた。 

３つ目。代金支払い債務の残っているローン契約又は長期リース契約により自動車を利用している場合で、 

所有者の氏名・名称に法人名が記録されているもの。３つ目の要件で有料道路割引を申請する際は、契約書などで契

約状況の確認が必要となります。 

 

手続きは、窓口、または、オンラインで行えます。 

窓口で申請する場合は、お持ちの身体障害者手帳または、療育手帳、自動車車検証、イーティーシーセットアップ証

明書、イーティーシーカード、運転免許証を持って、福祉課、または、ふくし総合窓口、でお手続きください。 

オンラインで申請する場合の詳細は、有料道路割引登録係までお問い合わせください。 

電話番号は、０４５－４７７－１２３３です。 

 

イーティーシーを利用される場合は、障害者本人名義のイーティーシーカードが必要です。 

ただし、１８歳未満のかたは、保護者名義のイーティーシーカードでも登録可能です。 

イーティーシーを利用されないかたは、自動車登録なしでの申請も可能です。 

 

有料道路通行料金の割引についてのお問い合わせは、有料道路イーティーシー割引登録係が窓口です。 

電話番号は、０４５－４７７－１２３３です。 

  



（１４）有料道路通行料金の割引                     

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対し

て自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引があります。利用

には、事前の申請が必要となります。 

※ETC 割引を利用する場合、障がい者ご本人名義の ETC カード（18歳未満の重度障がい者の場合は、 

保護者名義可）が必要です。ETC カードの取得に当たっては、各カード会社等にお問合せください。 

また、申請時は ETC 車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。 

※ETC を利用されない方は、自動車登録なしでの申請も可能です。 

※令和５年から条件を満たす場合に限り、「レンタカー」や、「借用自動車」、「介護・福祉タクシー」、 

「一般タクシー」、「福祉有償運送車両」でも割引を受けられるようになりました。 

  

適用範囲 

身体障がい者が自ら運転する場合（等級制限なし） 

身体障害者手帳または療育手帳の第１種障がい者を乗せて、介護者が運転する場合 

対象要件 

自動車検査証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載があり、かつ、「所有者の氏名

又は名称」が以下の（1）～（3）の要件を満たす自動車。（軽トラック等除く） 

（1）本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等 

（2）上記の方が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している方 

（3）代金支払い債務の残っている割賦契約（ローン）又は長期の賃借契約（長期リース）に 

より自動車を利用している場合で、「所有者の氏名・名称」に法人名が記録されているもの 

※手続の際に、自動車の割賦契約書又はリース契約書等で、確認が必要となります。 

割 引 率 50％ 

手続方法 

「身体障害者手帳または療育手帳」、「自動車検査証」、「ETC 車載器セットアップ申込書また

は証明書」、「ETC カード」、「運転免許証」をお持ちになり、福祉課または、ふくし総合窓口

で手続きしてください。オンラインによる申請も可能です。詳細は、有料道路 ETC 割引登録

係（045‐477‐1233）までお問い合わせください。 

そ の 他 

次の場合には、市町村窓口で手続きが必要となります。 

・自動車及び ETC 車載器、ETC カード等の登録内容に変更があった場合 

・有効期限が近づいたとき（更新は有効期限の 2か月前から手続き可能です。） 

 

次の場合には、有料道路 ETC 割引登録係への手続きが必要となります。 

・ETC を利用しなくなった場合      ・障がい者ご本人が亡くなられた場合 

・その他諸事情により手帳を返納した場合 

お問い合わせ 有料道路 ETC 登録割引係 045－477－1233 

（受付時間：平日９時～１７時） 

（１５）ＮＨＫ放送受信料の減免                     

次の方は受信料が減免になります。（衛星放送受信料を含む） 

全 額 免 除 半 額 免 除 

・障害者手帳所持者を世帯構成員に 

有し、かつ世帯員すべてが市民税 

非課税の世帯 

①視覚障がいまたは聴覚障がいの方が世帯主で、 

かつ受信契約者 

②重度の障がい者（身体・知的・精神）※ 

 の方が世帯主で、かつ受信契約者 

手続方法 障害者手帳をお持ちになり、「福祉課」または、「ふくし総合窓口」でお手続きください。 

※重度の障がい者：身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級 

 

市町村の福祉事務所などで証明を受けた免除申請書をＮＨＫに提出した月から免除と

なります。放送受信料の免除を受けている方は、契約内容に変更が生じたときや、免除の

事由が消滅したときは、ＮＨＫ放送局に届出が必要です。 

 

 

 

 

（１６）郵便料金の減免                         

次の郵便物は、郵便料金が減免になります。詳細はお近くの郵便局でご確認ください。 

種類 減免内容 備考 

点字郵便物・特定録音

物等郵便物（3kg まで） 
無料 

●特定録音物等郵便物は、日本郵便

株式会社が指定する施設の発受する

ものに限る。 

●心身障がい者用ゆうメールは、重

度の身体障がい者又は重度の知的障

がい者と一定の図書館との間で発受

するものに限る。 

●聴覚障がい者用ゆうパックは、聴

覚障がい者と日本郵便株式会社が指

定する施設との間で発受するものに

限る。 

心身障がい者団体が発

行する第三種郵便物の

認可を受けた定期刊行

物（１kgまで） 

毎月 3回以上発行の新聞紙 

50g 以内 8円（さらに 50g ごとに 

＋3円、上限 1㎏） 

その他のもの 

50g 以内 15 円（さらに 50g ごとに 

＋5 円、上限 1㎏） 

心身障がい者用 

ゆうメール（3kg まで） 

別に定める料金 聴覚障がい者用ゆう 

パック（30kg まで） 

点字ゆうパック 

  

お問い合わせ NHK 富山放送局   TEL：076‐444‐6640 

       NHK 営業サービス㈱ TEL：076‐444‐6603 

 

お問い合わせ 日本郵便株式会社 各支店 
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３１ページ。 

 

このページでは、エヌエイチケー放送受信料の減免と、郵便料金の減免について掲載しています。 

 

15. エヌエイチケー放送受信料の減免。 

次の条件に該当するかたはエヌエイチケー放送受信料の減免を受けることができます。 

障害者手帳所持者を世帯構成員に有し、かつ、世帯員すべてが、市民税非課税の世帯は、全額免除となります。 

視覚障害または、聴覚障害のかたが世帯主で、かつ受信契約者の世帯は、半額免除となります。 

身体障害者手帳１級または２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級のうちいずれかに該当するかたが 

世帯主で、かつ受信契約者の世帯は、半額免除となります。 

 

市町村の福祉事務所などで証明を受けた免除申請書をエヌエイチケーに提出した月から免除となります。 

障害者手帳を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

 

放送受信料の免除を受けているかたは、契約内容に変更が生じたときや、免除の事由が消滅したときは、エヌエイチ

ケー放送局に届出が必要です。 

 

エヌエイチケー放送受信料の減免についてのお問い合わせは、エヌエイチケー富山放送局が窓口です。 

電話番号は、０７６－４４４－６６４０です。 

 

16. 郵便料金の減免。 

次の郵便物は、郵便料金が減免になります。 

点字郵便物、特定録音物等郵便３キログラムまでは、無料です。 

特定録音物等郵便物は、日本郵便株式会社が指定する施設の発受するものに限ります。 

 

１キログラムまで心身障害者団体が発行する第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物については、次の通りです。 

毎月３回以上発行の新聞紙について、５０グラム以内８円です。さらに５０グラムごとに追加で３円です。 

その他のものについては、５０グラム以内１５円です。さらに５０グラムごとに追加で５円です。 

 

３キログラムまでの心身障害者用ゆうメール、３０キログラムまでの聴覚障害者用ゆうパック、点字ゆうパックは、

郵便局が別に定める料金になります。 

心身障がい者用ゆうメールは、重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者と一定の図書館との間で発受するものに

限ります。 

聴覚障がい者用ゆうパックは、聴覚障がい者と日本郵便株式会社が指定する施設との間で発受するものに限ります。 

 

郵便料金の減免についてのお問い合わせは、日本郵便株式会社の各支店が窓口です。 

  



（１７）青い鳥郵便葉書の無償配布                    

重度の身体障がい者及び重度の知的障がい者で、受付期間内にご希望いただいた方に

「青い鳥郵便葉書」を無償で配布します。（１人につき通常郵便葉書２０枚） 

 

●対象者   身体障害者手帳１・２級の方、療育手帳Ａの方 

●受付期間  毎年４月～５月頃 

 

 

 

（１８）図書の郵送貸出し                        

図書館への来館が困難な市内在住の方に、無料で図書や視聴覚資料の郵送貸出しをしま

す。ご利用には、事前の申請が必要です。※令和７年１０月から対象者拡大 

 

●対象者  身体障害者手帳 →１級・２級 、療育手帳 →Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 →１級 、要介護状態区分 →要介護３・４・５ 

 

 

 

（１９）市内施設の利用料金等の減免                   

※各施設で利用料金等が変更になっていることがあります。詳しくはご利用前に各施設へお問い合せください。 

  

施 設 名 対 象 者 内  容 お問い合わせ先 

福光美術館（常設展示） 

障害者手帳所持者 

および付添者 

観覧料  全額免除 0763‐52‐7576 
棟方志功記念館｢愛染苑｣ 観覧料 全額免除 0763‐52‐7576 

井波彫刻総合会館 

大人      400 円 

小中学生  200 円 

付添者(１名まで)無料 

0763‐82‐5158 

利賀活性化施設 利賀瞑想の郷  入館料 50％減免 0763‐68‐2324 

城端曳山会館 

障害者手帳 

所持者のみ 

（付添者の割引なし） 

観覧料 50％減免 0763‐62‐2165 

いなみ交流館ラフォーレ 

（プール） 

1回券 

11回券 

年間券 

（浴室） 

1回券 

11回券 

 

210 円 

2,090 円

14,660 円 

 

410 円 

4,190 円 

0763‐82‐8900 

相倉民俗館・相倉伝統産業館 入館料 100円引き 0763‐66‐2732 

お問い合わせ 南砺市立中央図書館 ＴＥＬ：0763‐52‐0317 

お問い合わせ 日本郵便株式会社 各支店 
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３２ページ。 

 

このページでは、青い鳥郵便葉書の無償配布、図書の郵送貸し出し、市内施設の利用料金等の減免について、掲載してい

ます。 

 

1. 青い鳥郵便葉書の無償配布。 

身体障害者手帳１級又は２級のかた、または療育手帳Ａのかたで、毎年４月から５月頃にご希望いただいたかたに、

青い鳥郵便葉書を１人につき通常郵便葉書２０枚無償で配布します。 

 

青い鳥郵便葉書の無償配布についてのお問い合わせは、日本郵便株式会社の各支店が窓口です。 

 

2. 図書の郵送貸し出し。 

図書館への来館が困難な市内在住の障がい者のかたに、無料で図書や視聴覚資料の郵送貸出しをします。ご利用には、

事前の申請が必要です。令和７年１０月から対象者が拡大。 

対象者は、身体障害者手帳１級、２級、療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳１級、要介護状態区分が要介護３、４、

５のかたです。 

 

図書の郵送貸し出しについてのお問い合わせは、中央図書館が窓口です。 

電話番号は、０７６３－５２－０３１７です。 

 

3. 市内施設の利用料金等の減免。 

各施設で利用料金等が変更になっている場合があります。ご利用前に各施設へお問合わせください。 

福光美術館、常設展示。障害者手帳所持者及び付添者の観覧料が全額免除となります。 

電話番号は、０７６３－５２－７５７６です。 

棟方志功記念館、愛染苑。障害者手帳所持者及び付添者の観覧料が全額免除となります。 

電話番号は、０７６３－５２－７５７６です。 

井波彫刻総合会館。障害者手帳所持者の観覧料が大人４００円、小中学生２００円となります。 

付添者の観覧料は、１名まで無料となります。 

電話番号は、０７６３－８２－５１５８です。 

利賀活性化施設、利賀瞑想のさと。障害者手帳所持者および付添者の入館料が５０パーセント減免となります。 

電話番号は、０７６３－６８－２３２４です。 

城端曳山会館。障害者手帳所持者の観覧料が５０パーセント減免となります。 

電話番号は、０７６３－６２－２１６５です。 

いなみ交流館ラフォーレ。障害者手帳所持者のプール・浴室の利用料が減免となります。 

電話番号は、０７６３－８２－８９００です。 

相倉民俗館、相倉伝統産業館。障害者手帳所持者の入館料が１００円引きとなります。 

電話番号は、０７６３－６６－２７３２です。 

  



（１７）青い鳥郵便葉書の無償配布                    

重度の身体障がい者及び重度の知的障がい者で、受付期間内にご希望いただいた方に

「青い鳥郵便葉書」を無償で配布します。（１人につき通常郵便葉書２０枚） 

 

●対象者   身体障害者手帳１・２級の方、療育手帳Ａの方 

●受付期間  毎年４月～５月頃 

 

 

 

（１８）図書の郵送貸出し                        

図書館への来館が困難な市内在住の方に、無料で図書や視聴覚資料の郵送貸出しをしま

す。ご利用には、事前の申請が必要です。※令和７年１０月から対象者拡大 

 

●対象者  身体障害者手帳 →１級・２級 、療育手帳 →Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 →１級 、要介護状態区分 →要介護３・４・５ 

 

 

 

（１９）市内施設の利用料金等の減免                   

※各施設で利用料金等が変更になっていることがあります。詳しくはご利用前に各施設へお問い合せください。 

  

施 設 名 対 象 者 内  容 お問い合わせ先 

福光美術館（常設展示） 

障害者手帳所持者 

および付添者 

観覧料  全額免除 0763‐52‐7576 
棟方志功記念館｢愛染苑｣ 観覧料 全額免除 0763‐52‐7576 

井波彫刻総合会館 

大人      400 円 

小中学生  200 円 

付添者(１名まで)無料 

0763‐82‐5158 

利賀活性化施設 利賀瞑想の郷  入館料 50％減免 0763‐68‐2324 

城端曳山会館 

障害者手帳 

所持者のみ 

（付添者の割引なし） 

観覧料 50％減免 0763‐62‐2165 

いなみ交流館ラフォーレ 

（プール） 

1回券 

11回券 

年間券 

（浴室） 

1回券 

11回券 

 

210 円 

2,090 円

14,660 円 

 

410 円 

4,190 円 

0763‐82‐8900 

相倉民俗館・相倉伝統産業館 入館料 100円引き 0763‐66‐2732 

お問い合わせ 南砺市立中央図書館 ＴＥＬ：0763‐52‐0317 

お問い合わせ 日本郵便株式会社 各支店 

（２０）県内施設の利用料金等の減免                   

※各施設で利用料金等が変更になっていることがあります。詳しくはご利用前に各施設へお問い合せください。 

 

 

施 設 名 対 象 者 内  容 お問い合わせ先 

富山県美術館 

障害者手帳所持者 

および付添者 

観 覧 料 全額免除 076‐431‐2711 

水墨美術館 観 覧 料 全額免除 076‐431‐3719 

立山博物館 観 覧 料 全額免除 076‐481‐1216 

立山カルデラ砂防博物館 観 覧 料 全額免除 076‐481‐1160 

中央植物園 入 園 料 全額免除 076‐466‐4187 

県民会館分館（内山邸） 見 学 料 全額免除 076‐432‐4567 

県民会館分館（金岡邸） 見 学 料 全額免除 076‐433‐1684 

高志の国文学館 観 覧 料 全額免除 076‐431‐5492 

国際健康プラザ（健康スタジアム） 利用料金 全額免除 076‐428‐0809 

富山県総合運動公園 

（陸上競技場（練習）、屋内グラウンド） 

障害者手帳 

所持者のみ 

（付添者の割引なし） 

利用料金 全額免除 076‐429‐8835 

富山県五福公園（陸上競技場） 利用料金 全額免除 076‐432‐5073 

富山県空港スポーツ緑地 

（陸上競技場（練習）） 
利用料金 全額免除 076‐429‐7129 

県民公園太閤山ランド 

（プール広場） 
利用料金 全額免除 0766‐56‐6116 

富山県総合体育センター 

（一部施設除く） 
利用料金 全額免除 076‐429‐5455 

富山県西部体育センター 

（健康体力相談室除く） 
利用料金 全額免除 0763‐33‐3412 

富山県高岡総合プール 利用料金 全額免除 0766‐28‐1166 

県営富山弓道場 利用料金 全額免除 076‐434‐3873 

県営富山武道場 利用料金 全額免除 076‐431‐0170 

県営高岡武道館 利用料金 全額免除 0766‐24‐1438 

富山県漕艇場 利用料金 全額免除 076‐485‐2104 

富山県上市カヌー競技場 利用料金 全額免除 076‐473‐3223 

富山県福光射撃場 利用料金 全額免除 0763‐55‐1938 

富山県ゴルフ練習場 

（シティゴルフとやま） 

貸出料（ボール）

半額免除 
076‐444‐5090 
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３３ページ。 

 

このページでは、県立施設の利用料金の減免について、掲載しています。 

 

20. 各施設で利用料金等が変更になっている場合があります。ご利用前に各施設へお問合わせください。 

 

次にご紹介する施設は、障害者手帳所持者の利用料金等が全額免除となります。 

富山県美術館。電話番号は、０７６－４３１－２７１１です。 

水墨美術館。電話番号は、０７６－４３１－３７１９です。 

立山博物館。電話番号は、０７６－４８１－１２１６です。 

立山カルデラ砂防博物館。電話番号は、０７６－４８１－１１６０です。 

中央植物園。電話番号は、０７６－４６６－４１８７です。 

県民会館分館、内山邸。電話番号は、０７６－４３２－４５６７です。 

県民会館分館、金岡邸。電話番号は、０７６－４３３－１６８４です。 

こしのくに文学館。電話番号は、０７６－４３１－５４９２です。 

国際健康プラザ、健康スタジアム。電話番号は、０７６－４２８－０８０９です。 

富山県総合運動公園、陸上競技場、屋内グラウンド。電話番号は、０７６－４２９－８８３５です。 

富山県五福公園、陸上競技場。電話番号は、０７６－４３２－５０７３です。 

富山県空港スポーツ緑地、陸上競技場。電話番号は、０７６－４２９－７１２９です。 

県民公園太閤山ランド、プール広場。電話番号は、０７６６－５６－６１１６です。 

富山県総合体育センター。一部施設を除き、障害者手帳所持者の利用料金が全額免除となります。 

電話番号は、０７６－４２９－５４５５です。 

富山県西部体育センター。一部施設を除き、障害者手帳所持者の利用料金が全額免除となります。 

電話番号は、０７６３－３３－３４１２です。 

富山県高岡総合プール。電話番号は、０７６６－２８－１１６６です。 

県営富山弓道場。電話番号は、０７６－４３４－３８７３です。 

県営富山武道場。電話番号は、０７６－４３１－０１７０です。 

県営高岡武道館。電話番号は、０７６６－２４－１４３８です。 

富山県漕艇場。電話番号は、０７６－４８５－２１０４です。 

富山県かみいちカヌー競技場。電話番号は、０７６－４７３－３２２３です。 

富山県福光射撃場。電話番号は、０７６３－５５－１９３８です。 

 

次に紹介する施設は、障害者手帳所持者の利用料金等が半額免除となります。 

富山県ゴルフ練習場、シティゴルフとやま。障害者手帳所持者のボール貸出料が、半額免除となります。 

電話番号は、０７６－４４４－５０９０です。 

  



 

（１）重度心身障害者等医療費助成                    

重度心身障がい者の方の健康維持や経済的な負担を軽減するため、保険診療として認めら

れる医療費の一部負担金が助成されます。世帯の前年合計所得金額（※１）が1,000万円未

満の方が対象となります。助成を受けるときは、事前の申請が必要となります。 

※1 地方税法第 292条第 1項第 13号 第 313条第 8項及び第 9項の規定による控除前の同条第 1項の 

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。 

※2 音声、言語機能または、そしゃく機能の障がい、下肢の障がい（両下肢のすべての指を欠くもの、 

一下肢を下腿の 1/2以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がい） 

※3  後期高齢者医療被保険者であること（65～74歳までの方は、障害認定により任意加入が可能です。） 

 
 ●申請に必要なもの 

  ①障害者手帳（身体・療育・精神）、障害年金証書（障害年金受給者のみ） 

  ②マイナンバーの分かるもの（世帯全員）、窓口来庁者の本人確認書類 

  ③ご加入の健康保険の分かるもの 

（マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認書など） 

  ④受給資格者本人名義の通帳もしくは口座番号の分かるもの 

 

対 象 者 助成の内容 

身体障害者手帳 1級・2級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 1 級 

65歳 

未満 
一部負担金を全額助成 

重度医療 

（障Ⅰ） 

65歳 

以上 

※３ 

一部負担金を全額助成 

一部負担金 

助成 

障害年金 1級 一部負担金を全額助成 

身体障害者手帳 3級 

身体障害者手帳 4級の一部 ※2 

障害年金 2級 

精神障害者保健福祉手帳 2 級 

一般所得者  一部負担金を全額助成 

現役並所得者 一部負担金３割のうち、 

総医療費の２割を助成       

身体障害者手帳 4級～6級 

療育手帳 Ｂ 

65～ 

69歳 

一般所得者 一部負担金３割のうち、 

「総医療費の１割」および 

「高額に相当する額」を助成 

（70歳以上と同程度の負担割合） 

現役並所得者 高額に相当する額を助成 

軽度医療 

（障Ⅱ） 

５．医療費の給付・助成
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３４ページ。 

 

このページでは、重度心身障害者とうの医療費助成について、掲載しています。 

 

1. 重度心身障害者とうの医療費助成。 

重度心身障害者の健康維持や、経済的な負担を軽減するため、保険診療として認められる医療費の一部負担金が助成

されます。助成を受けるには、事前の申請が必要となります。なお、世帯の前年合計所得金額が１，０００万円未満

のかたが対象となります。また助成制度は、年齢や障害の内容によって異なります。 

 

重度医療、障１。 

保険診療として認められる医療費の一部負担金が全額助成されます。 

６５歳未満で次のいずれかの障がいに該当するかたが対象です。 

身体障害者手帳１級・２級。療育手帳Ａ。精神障害者保健福祉手帳１級。 

 

軽度医療、障２。 

保険診療として認められる医療費の一部負担金３割のうち、総医療費の１割および、高額に相当する額を助成します。

ただし、現役並所得者は、高額に該当する額のみの助成となります。 

６５歳以上７０歳未満で、次のいずれかの障がいに該当するかたが対象です。 

身体障害者手帳４級から６級。療育手帳Ｂ。 

 

一部負担金還付、重度。 

保険診療として認められる医療費の一部負担金が全額助成されます。６５歳以上の後期高齢者医療保険被保険者で、

次のいずれかの障がいに該当する方が対象です。 

身体障害者手帳１級・２級。療育手帳Ａ。精神障害者保健福祉手帳１級。障害年金１級。 

 

一部負担金還付、ちゅうど。 

保険診療として認められる医療費の一部負担金が全額助成されます。 

ただし、現役並所得者は、一部負担金３割のうち、総医療費の２割のみの助成となります。 

６５歳以上の後期高齢者医療保険被保険者で、次のいずれかの障がいに該当するかたが対象です。 

身体障害者手帳３級。身体障害者手帳４級の一部。精神障害者保健福祉手帳２級。障害年金２級。 

 

医療費助成の申請は、次の書類を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

障害者手帳または障害年金証書。マイナンバーの分かるもの。本人確認書類。 

ご加入の健康保険の分かるもの。受給資格者本人名義の通帳もしくは口座番号の分かるもの。 

 

重度心身障害者等医療費助成の内容は次のページに続きます。 

  



 

（１）重度心身障害者等医療費助成                    

重度心身障がい者の方の健康維持や経済的な負担を軽減するため、保険診療として認めら

れる医療費の一部負担金が助成されます。世帯の前年合計所得金額（※１）が1,000万円未

満の方が対象となります。助成を受けるときは、事前の申請が必要となります。 

※1 地方税法第 292条第 1項第 13号 第 313条第 8項及び第 9項の規定による控除前の同条第 1項の 

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。 

※2 音声、言語機能または、そしゃく機能の障がい、下肢の障がい（両下肢のすべての指を欠くもの、 

一下肢を下腿の 1/2以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障がい） 

※3  後期高齢者医療被保険者であること（65～74歳までの方は、障害認定により任意加入が可能です。） 

 
 ●申請に必要なもの 

  ①障害者手帳（身体・療育・精神）、障害年金証書（障害年金受給者のみ） 

  ②マイナンバーの分かるもの（世帯全員）、窓口来庁者の本人確認書類 

  ③ご加入の健康保険の分かるもの 

（マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認書など） 

  ④受給資格者本人名義の通帳もしくは口座番号の分かるもの 

 

対 象 者 助成の内容 

身体障害者手帳 1級・2級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 1 級 

65歳 

未満 
一部負担金を全額助成 

重度医療 

（障Ⅰ） 

65歳 

以上 

※３ 

一部負担金を全額助成 

一部負担金 

助成 

障害年金 1級 一部負担金を全額助成 

身体障害者手帳 3級 

身体障害者手帳 4級の一部 ※2 

障害年金 2級 

精神障害者保健福祉手帳 2 級 

一般所得者  一部負担金を全額助成 

現役並所得者 一部負担金３割のうち、 

総医療費の２割を助成       

身体障害者手帳 4級～6級 

療育手帳 Ｂ 

65～ 

69歳 

一般所得者 一部負担金３割のうち、 

「総医療費の１割」および 

「高額に相当する額」を助成 

（70歳以上と同程度の負担割合） 

現役並所得者 高額に相当する額を助成 

軽度医療 

（障Ⅱ） 

５．医療費の給付・助成

 

●助成方法 

 県内医療機関を受診する場合 
県外医療機関を受診された、または受給資

格証の提示を行わなかった場合 

重度医療（障Ⅰ） 医療機関窓口へ受給資格証を提示 

医療機関窓口で支払い後、領収書を添

付し、市町村窓口で還付の手続き 

軽度医療（障Ⅱ） 

医療機関窓口へ受給資格証を提示 

※非課税世帯の方は限度額適用認定証を医

療機関窓口に提示（※１） 

高額に相当する額がある場合は、医療機関窓口で支払い後、 

領収書を添付し、市町村窓口で還付の手続き 

一

部

負

担

金

助

成 

施設入所等で 

南砺市外に 

住所のある方 

【令和７年７月まで】 

領収書原本を添付して、市町村窓口で還付の手続き 

【令和７年８月以降】 

医療機関窓口へ受給資格証を提示 

【令和７年８月以降】 

医療機関窓口で支払い後、領収書を添

付し、市町村窓口で還付の手続き 

上記以外の方 

【令和７年７月まで】 

医療機関窓口へ支払い後、診療月の５か月後に、 

福祉課より医療費助成額を指定の口座に還付 

【令和７年８月以降】 

医療機関窓口へ受給資格証を提示 

【令和７年８月以降】 

医療機関窓口へ支払い後、 

診療月の５か月後に、福祉課より 

医療費助成額を指定の口座に還付 

※1 軽度医療受給者でかつ非課税世帯の方は、限度額認定証の申請が可能です。医療機関窓口で 

提示することで、窓口での負担を一定の自己負担限度額までに抑えることができます。 

 
●高額に相当する額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現役並所得者 

一定以上の所得（住民税課税所得 145 万円以上）がある 

受給者及び 70 歳以上 74 歳以下の同一の保険加入者がいる方 

同一の保険加入者で 

Ⅲ：住民税課税所得 690 万円以上被保険者がいる世帯 

Ⅱ： 〃 380 万円以上 690 万円未満の  〃 

Ⅰ： 〃 145 万円以上 380 万円未満の  〃 

 

一般 同一の保険加入者が住民税課税所得 145 万円未満の方 

※総所得金額等から住民税の基礎控除額 43 万円を差し引いた額が 

210 万円以下含む 

 

低所得者Ⅱ 同一の保険加入者が住民税非課税の方 

（低所得者Ⅰ以外の方） 

低所得者Ⅰ 同一の保険加入者が住民税非課税で、各所得が 

必要経費・控除（年金の所得は控除額を 80 万円として計算） 

を差し引いたときに 0 円となる方 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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３５ページ。 

 

このページでは前ページに続き、重度心身障害者とうの医療費助成について掲載しています。 

 

助成対象となる医療費の還付方法について。 

 

重度医療、障１。 

県内医療機関を受診する場合は、医療機関窓口へ受給資格証を提示することで現物給付を受けられます。 

県外医療機関を受診する場合、または受給資格証の提示を行わなかった場合は、医療機関窓口で一部負担金を支払い後、

領収書を添付し、市町村窓口で還付の手続きをすることで、償還払いでの給付を受けられます。 

 

軽度医療、障２。 

県内医療機関を受診する場合は、医療機関窓口へ受給資格証を提示することで現物給付を受けられます。 

県外医療機関を受診する場合、または受給資格証の提示を行わなかった場合は、医療機関窓口で一部負担金を支払い後、

領収書を添付し、市町村窓口で還付の手続きをすることで、償還払いでの給付を受けられます。 

 

高額に相当する額が発生した場合は、高額に相当する額が発生した月の領収書を添付し、市町村窓口で還付の手続きをす

ることで、償還払いでの給付を受けられます。 

 

一部負担金助成。 

一部負担金助成は令和７年８月より給付方法が、自動償還給付から現物給付に変更になります。 

令和７年７月までは、次の通りです。 

医療機関で一部負担金の支払い後、診療月の５か月後に指定の口座に、医療費助成額が振り込まれる自動償還払いでの給

付を受けられます。 

令和７年８月以降は、次の通りです。 

県内医療機関を受診する場合は、医療機関窓口へ受給資格証を提示することで現物給付を受けられます。県外医療機関を

受診する場合は、引き続き自動償還払いでの給付となります。 

 

施設入所等で市外に住所がある方は、令和７年７月までは、領収書を添付し、市町村窓口で還付の手続きをすることで、

償還払いでの給付を受けられます。令和７年８月以降は、富山県内の医療機関を受診する場合のみ、医療機関窓口へ受給

資格証を提示することで現物給付を受けられます。県外医療機関については、引き続き市町村窓口で償還払いの手続きが

必要となります。 

 

重度心身障害者とうの医療費助成についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（２）自立支援医療                           

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。次のとおり「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」に分けられま

す。指定を受けた医療機関等での医療が対象となります。 

 

●申請に必要なもの 

 ①自立支援医療診断書 

 ②マイナンバーの分かるもの（受診者及び同一の保険に加入している方全員） 

 ③窓口に来られる方の本人確認書類 

 ④ご加入の健康保険の分かるもの 

（マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認書など） 

 ⑤≪該当者のみ≫ 特定疾病療養受領証 

 ⑥≪受給者のみ≫ 非課税年金受給額の金額が分かるもの 

（年金振込通知書または通帳の写し） 

  ⑦所得区分チェックシート 

  ⑧その他必要書類（調査同意書・委任状・自立支援医療受給者証の写し） 

 

 

 

（３）指定難病・特定疾患等の医療費助成                 

原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち指定難病・特定疾

患・先天性血液凝固因子欠乏症については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療

費も高額であるため、医療費の自己負担分の一部または全部について公費負担を受ける

ことができます。 

 

 

  

 更生医療 育成医療 精神通院医療 

対
象 

身体障害者手帳の交付を 

受けている18歳以上の方 
18歳未満の児童 

精神障害の通院医療を 

継続的に要する方 

主
な
対
象
医
療 

心臓 経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス移植術 

ペースメーカー移植術 等 

腎臓 人工透析療法、腎臓移植術 等 

免疫 抗ウイルス療法 等 

精神障害や、精神障害に起因して生じた

病態に対して、精神通院医療担当医によ

る入院しないで行われる医療（外来、外

来での投薬、デイケア、訪問看護等） 

費
用 

原則、かかった医療費の１割が自己負担となります。 

※制度ごとに、収入や所得等に応じた自己負担上限額が設定されます。 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 砺波厚生センター TEL：0763‐22‐3511 
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３６ページ。 

 

このページでは、自立支援医療と、指定難病、特定疾患等の医療費助成についてご紹介します。 

 

2. 自立支援医療。 

自立支援医療は、障がいを除去あるいは軽減して職業能力を増進し、日常生活を容易にするために必要な医療を給付

する制度です。年齢や障害内容により、更生医療、育成医療、精神通院医療の３つに分類されます。指定を受けた医

療機関等での医療が対象となります。原則、１割の自己負担で医療を受けることが可能です。また、所得などに応じ

て、負担上限額が設定されます。 

 

更生医療。 

更生医療は、対象となる医療について、身体障害者手帳の交付を受けている１８歳以上のかたが対象です。 

 

育成医療。 

育成医療は、対象となる医療について、１８歳未満の児童のかたが対象です。 

 

精神通院医療。 

精神通院医療は、精神障害の通院医療を継続的に要するかたの、指定した医療機関での医療を対象としています。 

 

自立支援医療の申請は、次の書類を準備し、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

自立支援医療診断書。マイナンバーの分かるもの、および窓口に来庁される方の本人確認書類。 

同一保険に加入している方、全員分のご加入の健康保険の分かるもの。 

特定疾病療養受領証該当のかたは、特定疾病療養受領証をお持ちください。 

非課税年金を受給しておられるかたは、受給額の分かるものをお持ちください。 

精神通院医療の再認定などで以前の受給者証をお持ちのかたは、自立支援医療受給者証の写しをお持ちください。 

自立支援医療についてのお問い合わせは、福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

3. 指定難病、特定疾患等の医療費助成。 

原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち指定難病・特定疾患・先天性血液凝固因子欠乏

症については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるため、医療費の自己負担分の一部または

全部について公費負担を受けることができます。 

指定難病、特定疾患等の医療費助成についてのお問い合わせは、砺波厚生センターが窓口です。 

電話番号は、０７６３－２２－３５１１です。 

  



（２）自立支援医療                           

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。次のとおり「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」に分けられま

す。指定を受けた医療機関等での医療が対象となります。 

 

●申請に必要なもの 

 ①自立支援医療診断書 

 ②マイナンバーの分かるもの（受診者及び同一の保険に加入している方全員） 

 ③窓口に来られる方の本人確認書類 

 ④ご加入の健康保険の分かるもの 

（マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認書など） 

 ⑤≪該当者のみ≫ 特定疾病療養受領証 

 ⑥≪受給者のみ≫ 非課税年金受給額の金額が分かるもの 

（年金振込通知書または通帳の写し） 

  ⑦所得区分チェックシート 

  ⑧その他必要書類（調査同意書・委任状・自立支援医療受給者証の写し） 

 

 

 

（３）指定難病・特定疾患等の医療費助成                 

原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち指定難病・特定疾

患・先天性血液凝固因子欠乏症については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療

費も高額であるため、医療費の自己負担分の一部または全部について公費負担を受ける

ことができます。 

 

 

  

 更生医療 育成医療 精神通院医療 

対
象 

身体障害者手帳の交付を 

受けている18歳以上の方 
18歳未満の児童 

精神障害の通院医療を 

継続的に要する方 

主
な
対
象
医
療 

心臓 経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス移植術 

ペースメーカー移植術 等 

腎臓 人工透析療法、腎臓移植術 等 

免疫 抗ウイルス療法 等 

精神障害や、精神障害に起因して生じた

病態に対して、精神通院医療担当医によ

る入院しないで行われる医療（外来、外

来での投薬、デイケア、訪問看護等） 

費
用 

原則、かかった医療費の１割が自己負担となります。 

※制度ごとに、収入や所得等に応じた自己負担上限額が設定されます。 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 砺波厚生センター TEL：0763‐22‐3511 

 障害者の総合支援について                       

障害福祉サービスは、障害者総合支援法による障がい者支援である、「介護給付」、「訓

練等給付」、「相談支援事業」、「相談支援事業」、「補装具支給」、「自立支援医療」、「地域

生活支援事業」と、児童福祉法による支援である、「障害児通所支援」があります。 

障害福祉サービスと介護保険制度でのサービスの両方において対象となる方は、介護

保険制度での利用が優先されます。 

※心身の状況等個別ケースにて、関係機関と調整しながら検討します。 

  

●障害福祉サービスの対象となる方 

①身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障害者 

②知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18歳以上である者 

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5条に規定する精神障害者 

（発達障害者支援法にいう発達障害者を含む。）のうち 18歳以上である者 

④難病の診断を受けている 18歳以上である者 

⑤児童福祉法第 4条第 2項に規定する障害児 

 

●介護保険制度の対象となる方 

①６５歳以上の方で、介護や日常生活の支援が必要と認定された方 

②４０～６４歳の医療保険加入者で、下記の特定疾病により介護や支援が必要と 

認定された方 

※ここでの特定疾病とは、加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である 

心身の障がいを生じさせると認められる疾病を指す。 

  

特定疾病 

●がん（医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったもの） 

●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症  

●骨折を伴う骨粗鬆症 ●初老期における認知症  

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 

●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●多系統萎縮症 

●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 

●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患 

●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

６．障害福祉サービス

− 37 −

37 
 

３７ページ。 

 

３７ページから４０ページまでは、障害福祉サービスについて掲載しています。 

 

障害者の総合支援について。 

障害福祉サービスは、障害者総合支援法による支援と、児童福祉法による支援の２つに分類されます。 

 

障害者総合支援法による支援には、次のものがあります。 

自宅や施設での介護などを行う、介護給付。 

自宅や施設での地域生活に向けた支援を行う、訓練等給付。 

地域相談支援給付。 

相談支援事業。 

補装具給付。 

地域生活支援給付。 

 

児童福祉法による支援には、障害児通所支援があります。 

 

障害福祉サービスの対象となるかたは、以下のいずれかに該当するかたです。 

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者のかた。 

知的障害者福祉法にいう知的障がい者のうち１８歳以上であるかた。 

精神保健および精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者、または、発達障害者支援法にいう発達障害者

のうち、１８歳以上であるかた。 

難病の診断を受けている１８歳以上であるかた。 

児童福祉法第４条第２項に規定する障害児。 

 

障害福祉サービスと介護保険制度でのサービスの両方において対象となるかたは、介護保険制度での利用が優先されます。 

心身の状況など、個別のケースにて、関係機関と調整しながら検討します。 

 

障害福祉サービスについてのお問い合わせは、南砺市福祉課 障害福祉係が窓口です。 

電話番号は０７６３－２３－２００９です。 

  



（参考）障害福祉サービスについて 

★のあるサービスは介護保険制度で類似のサービスがあります。 

  

障がい者・障がい児 

障害者総合支援法による障がい者支援 

 

自宅や施設での介護などを行います。 

★居宅介護（ホームヘルプ） 

★重度訪問介護 

●同行援護 

●行動援護 

★重度障害者等包括支援 

★短期入所（ショートステイ） 

★療養介護 

★生活介護 

★施設入所支援 

介護給付 
 

自宅や施設での地域生活に向けた 

支援を行います。 

●就労定着支援 

●自立生活援助 

★自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●就労選択支援 

★共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

訓練等給付 

 

●計画相談支援  

●地域移行支援 

●地域定着支援 

●障害児相談支援 

相談支援事業 

補 装 具 

 
●更生医療 

●育成医療 

●精神通院医療※ 

※実施主体は都道府県等 

自立支援医療 

 

地域の実情に応じて行います。 

●相談支援 

（関係機関との連絡調整、権利擁護） 

●意思疎通支援（手話通訳派遣等） 

★日常生活用具の給付 

●日中一時支援 

●移動支援 

●地域活動支援センター 

●その他の日常生活又は社会生活支援 

地域生活支援事業 児童福祉法による支援 

 

 

●児童発達支援 

●医療型児童発達支援 

●放課後等デイサービス 

●居宅訪問型児童発達支援 

●保育所等訪問支援 

障害児通所支援 

− 38 −

38 
 

３８ページ。 

 

このページでは、３７ページの障害者の総合支援について、図を掲載しています。 

音声コードは省略いたします。 

 

  



（参考）障害福祉サービスについて 

★のあるサービスは介護保険制度で類似のサービスがあります。 

  

障がい者・障がい児 

障害者総合支援法による障がい者支援 

 

自宅や施設での介護などを行います。 

★居宅介護（ホームヘルプ） 

★重度訪問介護 

●同行援護 

●行動援護 

★重度障害者等包括支援 

★短期入所（ショートステイ） 

★療養介護 

★生活介護 

★施設入所支援 

介護給付 
 

自宅や施設での地域生活に向けた 

支援を行います。 

●就労定着支援 

●自立生活援助 

★自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●就労選択支援 

★共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

訓練等給付 

 

●計画相談支援  

●地域移行支援 

●地域定着支援 

●障害児相談支援 

相談支援事業 

補 装 具 

 
●更生医療 

●育成医療 

●精神通院医療※ 

※実施主体は都道府県等 

自立支援医療 

 

地域の実情に応じて行います。 

●相談支援 

（関係機関との連絡調整、権利擁護） 

●意思疎通支援（手話通訳派遣等） 

★日常生活用具の給付 

●日中一時支援 

●移動支援 

●地域活動支援センター 

●その他の日常生活又は社会生活支援 

地域生活支援事業 児童福祉法による支援 

 

 

●児童発達支援 

●医療型児童発達支援 

●放課後等デイサービス 

●居宅訪問型児童発達支援 

●保育所等訪問支援 

障害児通所支援 

 

（１）介護給付                             

新たに介護給付を希望される方は、窓口で自立支援給付支給申し込みをしてください。 

（※医師の意見書、認定調査が必要です。） 

★のあるサービスは介護保険制度で類似のサービスがあります。 

 

★居宅介護 

（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事及び通院等介助を行います。 

★重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自

宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動

支援などを総合的に行います。 

同行援護 

重度の視覚障がい者の方が外出するときに、移動に必

要な情報提供や移動の支援、排せつ、食事の介護など

を行います。 

行動援護 

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、

危険を回避するために必要な支援、外出支援を行いま

す。 

★重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサ

ービスを包括的に行います。 

★短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する方が病気などの場合に、短期間、夜間

も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

★療養介護 

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓

練、療養上の管理、看護、介護及び日常の世話を行い

ます。 

★生活介護 

常に介護を必要とする方に、日中、入浴、排せつ、食

事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活

動の機会を提供します。 

★障害者支援施設での 

夜間ケア等 

（施設入所支援） 

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います。 
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３９ページ。 

 

このページでは、介護給付について、ご紹介します。 

 

1. 介護給付。 

介護給付は、障害があるかたが、日常生活で必要不可欠な支援や、自立生活を送るための支援を行う給付です。 

新たに介護給付を希望される方は、窓口で自立支援給付支給申し込みをしてください。 

サービスの利用には、医師の意見書、認定調査が必要となります。事前にご相談ください。 

障害支援区分の決定およびサービス支給決定後に、受給者証の交付をしますので、事業者等と契約を結んでサービス

を利用していただきます。介護給付には次のようなサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。 

 

居宅介護、ホームヘルプ。 

自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事および通院等介助を行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

重度訪問介護。 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援な

どを総合的に行います。介護保険制度に類似のサービスがあります。 

同行援護。 

重度の視覚障がい者のかたが外出するときに、移動に必要な情報提供や移動の支援、排せつ、食事の介護などを行い

ます。 

行動援護。 

自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援。 

介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

短期入所、ショートステイ。 

自宅で介護するかたが病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

療養介護。 

医療と常時介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常の世話を行います。

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

生活介護。 

常に介護を必要とするかたに、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機

会を提供します。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

障害者施設での夜間ケア等、施設入所支援。 

施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。    



（２）訓練等給付                            

窓口で自立支援給付支給申し込みをしてください。（※医師の意見書は必要ありません。） 

★のあるサービスは介護保険制度で類似のサービスがあります。 

 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人が、

就労後の環境変化に対応できるよう、一定期間、自宅や

企業を訪問し、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を

行います。 

自立生活援助 

入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行

を希望する人に、一定期間、必要な助言や医療機関等と

の連絡調整を行います。 

★自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能ま

たは生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労継続支援 

・Ａ型：雇用型 

・Ｂ型：非雇用型 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労選択支援 
本人の希望や、適正、能力に合った仕事探しの支援を行

います。 

 
（介護給付・訓練等給付の利用までの流れ） 
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◆医師意見書

◆サービス内容を決定

◆障害支援区分
　１〜６に認定

◆８０項目の訪問調査
◆サービス利用意向調査
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４０ページ。 

 

このページでは、訓練等給付についてご紹介します。 

 

2. 訓練等給付。 

障害のあるかたが地域で生活を行うために必要な訓練的支援を行う給付です。 

窓口で自立支援給付支給申し込みをしてください。医師の意見書は必要ありません。 

訓練等給付には、次のようなサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。 

 

就労定着支援。 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人が、就労後の環境変化に対応できるよう、一定期間、自宅や企業

を訪問し、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

自立生活援助。 

入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に、一定期間、必要な助言や医療機関等との連絡

調整を行います。 

自立訓練、機能訓練、生活訓練。 

自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

就労移行支援。 

一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援。 

一般企業等での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行いま

す。雇用型のＡ型と、非雇用型のＢ型の２種類に分けられます。 

共同生活支援、グループホーム。 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

介護保険制度に類似のサービスがあります。 

 

  



（２）訓練等給付                            

窓口で自立支援給付支給申し込みをしてください。（※医師の意見書は必要ありません。） 

★のあるサービスは介護保険制度で類似のサービスがあります。 

 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人が、

就労後の環境変化に対応できるよう、一定期間、自宅や

企業を訪問し、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を

行います。 

自立生活援助 

入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行

を希望する人に、一定期間、必要な助言や医療機関等と

の連絡調整を行います。 

★自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能ま

たは生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労継続支援 

・Ａ型：雇用型 

・Ｂ型：非雇用型 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供すると

ともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労選択支援 
本人の希望や、適正、能力に合った仕事探しの支援を行

います。 

 
（介護給付・訓練等給付の利用までの流れ） 
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◆医師意見書

◆サービス内容を決定

◆障害支援区分
　１〜６に認定

◆８０項目の訪問調査
◆サービス利用意向調査

（３）障害児通所支援                          

窓口で児童通所支給の申し込みをしてください。児童の心身の状況などについて調査を 

行います。（※療育手帳をお持ちでない方は診断書などが必要になります。） 

 

児童発達支援 

児童福祉施設等へ通所し、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を

行います。 

医療型児童発達支援 

上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対

し、日帰りで治療を行うと共に、日常生活における基本

的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓

練等を行います。 

放課後等デイサービス 

就学中の障がいのある児童に対し、放課後や夏休み等の

長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障がい児など障害児通所支援を受けるために

外出することが著しく困難な障がいのある児童の居宅

を訪問し、日常における基本的な動作指導、知識技能の

付与等の支援を行います。 

保育所等訪問支援 

障がいのある児童のいる保育所等の施設を訪問し、集団

生活に溶け込めるようになるための専門的な支援を行

います。 

 

（障害児通所支援利用の流れ） 

① 利用を希望する事業所及び相談支援事業所を決める

▼ 相談支援事業所と相談しサービスの計画（利用時間や利用日数等）を立てます。

② 住所地の市町村で申請・面談をする

▼ サービス利用には、各種障害者手帳または医師の診断書等が必要です。

③ 市町村で支給決定（決定通知書及び受給者証の発行）

▼ 支給決定後、郵送で送付されます。

④ サービスの利用開始（利用計画に基づいたサービスの利用）
利用開始までおおむね１～２か月程度の日数を要します。

− 41 −

41 
 

４１ページ。 

 

このページでは、障害児通所支援について掲載しています。 

 

3. 障害児通所支援 

利用を希望されるかたは、窓口で児童通所支給の申し込みが必要です。児童の心身の状況などについて調査をおこな

います。療育手帳をお持ちでない方は、診断書などが必要です。 

障害児通所支援には次のようなサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。 

 

児童発達支援。 

児童福祉施設等へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行い

ます。 

医療型児童発達支援。 

上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対し、日帰りで治療を行うと共に、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 

放課後等デイサービス。 

就学中の障がいのある児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、

社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援。 

重症心身障がい児など障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がいのある児童の居宅を訪問

し、日常における基本的な動作指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

保育所等訪問支援。 

障がいのある児童のいる保育所等の施設を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための専門的な支援を行います。 

 

  



（４）相談支援事業                           

介護給付同様、窓口で自立支援給付支給の申し込みをしてください。 

 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がい者の方または

精神科病院に入院している精神障がい者の方に対して、

住居の確保その他の地域における生活に移行するため

の活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がい者の方に対して、

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じ

た緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行

います。 

計画相談支援 

障害児相談支援 

サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成

したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング

等を行います。サービス等利用計画・障害児支援利用計

画については、すべての障害福祉サービス等を利用する

障がい者等（入所中の障がい児を除く。）について作成

することとされています。 

 

 

 

 

 

（５）通所費補助事業                          

心身に障がいのある方が、就労へ向けての訓練のために支援施設へ通所している場合、 

通所にかかる費用の一部を助成します。 

 

●対象者 

南砺市に住民登録があり、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所に通所する方 

  ※事業所において通勤手当等を受けている方は、対象外となります。 

 

●補助額  

１日あたり 280円を上限として、公共交通機関または自家用車の経費の２分の１  

 

 

 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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４２ページ。 

 

このページでは、相談支援事業と、通所費補助事業について掲載しています。 

 

 

4. 相談支援事業。 

利用を希望されるかたは、窓口で自立支援給付支給の申し込みをしてください。 

相談支援事業には、次のようなサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。 

 

地域移行支援。 

障害者支援施設等に入所している障がい者のかた、または精神科病院に入院している精神障がい者のかたに対して、

住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 

地域定着支援。 

居宅において単身等で生活する障がい者のかたに対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた

緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 

計画相談支援および障害児相談支援。 

サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成や、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行い

ます。サービス等利用計画・障害児支援利用計画については、入所中の障がい児を除く、すべての障害福祉サービス

等を利用する障がい者などについて作成することとされています。 

 

5. 通所費補助事業。 

心身に障害のあるかたが、就労へ向けての訓練のために支援施設へ通所している場合、通所に係る費用の一部を助成

します。 

 

対象者は、南砺市に住民登録があるかたのうち、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所に通所しているかたです。 

 

補助額は、いちにち当たり 280円を上限として、公共交通機関又は自家用車の経費の２ぶんの１を助成します。 

 

障害福祉サービスについてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（４）相談支援事業                           

介護給付同様、窓口で自立支援給付支給の申し込みをしてください。 

 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がい者の方または

精神科病院に入院している精神障がい者の方に対して、

住居の確保その他の地域における生活に移行するため

の活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 

地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がい者の方に対して、

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じ

た緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行

います。 

計画相談支援 

障害児相談支援 

サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成

したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング

等を行います。サービス等利用計画・障害児支援利用計

画については、すべての障害福祉サービス等を利用する

障がい者等（入所中の障がい児を除く。）について作成

することとされています。 

 

 

 

 

 

（５）通所費補助事業                          

心身に障がいのある方が、就労へ向けての訓練のために支援施設へ通所している場合、 

通所にかかる費用の一部を助成します。 

 

●対象者 

南砺市に住民登録があり、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所に通所する方 

  ※事業所において通勤手当等を受けている方は、対象外となります。 

 

●補助額  

１日あたり 280円を上限として、公共交通機関または自家用車の経費の２分の１  

 

 

 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

 

（６）補装具費の支給                             

障がいのある方が、失われた部分や損なわれた機能を補うための用具の購入・修理に

かかる費用を支給します。内容により支給できない場合がありますので、購入前にご相

談ください。 

 
●対象者・・・補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等 

 ※用具ごとに要件が異なります、事前にご確認ください。 

※治療や訓練のために用いる治療用装具は医療保険各法に基づいて給付されるほか、 

労働災害による障がいの場合や、介護保険受給者、戦傷病者についても関係各法 

が優先します。 

   ※世帯員の市民税所得割の課税状況によって、対象とならない場合があります。 

   
●対象用具 

障がい内容 主 な 補 装 具 名 

視 覚 視覚障害者用安全つえ、めがね、義眼 等 

聴 覚 補聴器 （２級・３級は重度難聴用、４級・６級は高度難聴用） 

肢体不自由 

義手、義足、装具、車椅子（下肢または体幹１級・２級の方） 

電動車椅子（上記車椅子の他に上肢１級・２級の方） 

歩行器、歩行補助つえ、各種保持具 

姿勢保持装置（体幹及び四肢の障がいにより姿勢保持不能な方）等 

重度障害者用意思伝達装置 

18 歳未満のみ：姿勢保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 

内 部 
電動車椅子（呼吸器機能障がい、心臓機能障がい等） 

重度障害者用意思伝達装置（筋萎縮性側索硬化症等） 

   ※用具にはそれぞれ耐用年数が設定されています。 

再交付を受ける場合には、原則として耐用年数を経過していることが必要です。 
 

●自己負担 

原則として、かかった費用の１割が自己負担となります。また、所得により、 

障害福祉サービスと同様の月額負担上限額が定められています。 

 

●申請に必要なもの 

   ①指定医師の診断書（用具の種目によって必要な場合があります。） 

   ②マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

   ③補装具の見積書（判定や意見書が不要な方、部品交換などの修理を希望する方） 

   ④《難病患者のみ》特定疾患医療受給者証または、診断書等 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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４３ページ。 

 

このページでは、補装具費の給付について掲載しています。 

 

6. 補装具費の支給。 

補装具費支給制度は、障がいのあるかたの、失われた部分や損なわれた機能を補うための用具の購入費と修理費を支

給するものです。 

 

難病患者等で補装具がしんに必要と認められるかたも対象となります。ただし、内容により支給できない場合があり

ますので、補装具を購入する前に必ずご相談ください。 

 

治療や訓練のために用いる治療用装具は、医療保険各法に基づいて給付されるほか、労働災害による障がいの場合や、

介護保険受給者、戦傷病者についても関係各法が優先します。その他、優先して利用できる制度があるかたは、そち

らをご利用ください。 

 

補装具支給の対象となる用具は、次の通りです。 

視覚障害者用安全つえ。眼鏡。義眼等。補聴器。義手。義足。装具。車椅子。電動車椅子。歩行器。歩行補助杖。各

種保持具。座位保持装置等。重度障害者用意思伝達装置。が対象となります。 

 

１８歳未満の方に限り、座位保持椅子。規律保持具。排便補助具。頭部保持具。も対象となります。 

給付を希望する用具および障がいの内容により、対象とならない場合があります。詳細は、ご相談下さい。 

 

給付を受ける場合、次の点にご注意ください。 

補装具費の支給を受ける場合は、必ず購入前に申請が必要です。また、種目によっては、申請の際に、医師の意見書

が必要となる場合があります。 

 

富山県の審査を受けるため、申請から決定までに３週間から１ヵ月程度時間を要する場合があります。 

補装具には、それぞれ耐用年数が決められています。 

再交付を受ける場合には、原則として、耐用年数を経過していることが必要となります。 

原則として、かかった費用の１割が自己負担となります。所得により、障害福祉サービスと同様の月額負担上限が設

けられています。 

 

補装具費の支給についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１）日常生活用具の支給                        

障がいのあるかたに、日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。内容により

支給できない場合がありますので、購入前にご相談ください。 

  

  ●対象者・・・日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等 

   ※品目ごとに給付基準が異なります、事前にご確認ください。 

※治療や訓練のために用いる治療用装具は医療保険各法に基づいて給付されるほか、 

労働災害による障がいの場合や、介護保険受給者、戦傷病者についても関係各法 

が優先します。 

※世帯員の市民税所得割の課税状況によって、対象とならない場合があります。 

 

  ●自己負担 

原則として、かかった費用の１割が自己負担となります。ただし、付属品や 

取付工事費等は本人負担になります。また、所得により、障害福祉サービスと 

同様の月額負担上限額が定められています。 

 

  ●申請に必要なもの 

①マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

②日常生活用具の見積書 

③《難病患者のみ》特定疾患医療受給者証または、診断書等 

④指定医師の意見書（用具の種目によって必要な場合があります。）  

 

  
お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

７．日常生活支援
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４４ページ。 

 

このページでは、日常生活用具の支給について掲載しています。 

 

1. 日常生活用具の支給。 

日常生活用具の支給は、日常生活を営むのに支障のある在宅の障がい者や、難病患者等のかたに、日常生活上の便宜

を図るために用具を給付する制度です。品目ごとに給付基準が定められています。用具を購入する前にご相談くださ

い。また、介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度をご利用ください。 

 

費用負担は、定率１割の自己負担と所得に応じた月額負担上限額が設定されます。 

また、付属品や取付工事費等は本人負担になります。 

 

給付対象となる用具は、次の４５ページに掲載しています。 

 

日常生活用具の支給についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１）日常生活用具の支給                        

障がいのあるかたに、日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。内容により

支給できない場合がありますので、購入前にご相談ください。 

  

  ●対象者・・・日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等 

   ※品目ごとに給付基準が異なります、事前にご確認ください。 

※治療や訓練のために用いる治療用装具は医療保険各法に基づいて給付されるほか、 

労働災害による障がいの場合や、介護保険受給者、戦傷病者についても関係各法 

が優先します。 

※世帯員の市民税所得割の課税状況によって、対象とならない場合があります。 

 

  ●自己負担 

原則として、かかった費用の１割が自己負担となります。ただし、付属品や 

取付工事費等は本人負担になります。また、所得により、障害福祉サービスと 

同様の月額負担上限額が定められています。 

 

  ●申請に必要なもの 

①マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

②日常生活用具の見積書 

③《難病患者のみ》特定疾患医療受給者証または、診断書等 

④指定医師の意見書（用具の種目によって必要な場合があります。）  

 

  
お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

７．日常生活支援
（参考）日常生活用具給付種目 

障がい内容 主な日常生活用具名 

身 

体 

障 

が 

い 

視覚障がい 

火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、

盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計、情報・通信支援用具、 

視覚障害者用地デジ対応ラジオ、点字ディスプレイ、点字器、 

点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、 

視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、

視覚障害者用ワードプロセッサー（共同利用）、点字図書 

聴覚障がい 
火災報知器、自動消火器、聴覚障害者用屋内信号装置、 

聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報通信装置 

平衡機能障がい 
T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災報知器、 

自動消火器 

肢
体
不
自
由 

上肢 
特殊便器、火災報知器、自動消火器、携帯用会話補助装置、 

情報・通信支援用具 

下肢 

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、 

訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、T字状・棒状の杖、 

移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災報知器、自動消火器、 

携帯用会話補助装置、居住生活動作補助用具 

体幹 

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、 

訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、T字状・棒状の杖、 

移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災報知器、自動消火器、 

携帯用会話補助装置、居住生活動作補助用具 

内部障がい 

火災報知器、自動消火器、透析液加温器、ネブライザー（吸入器）、 

電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、 

ストマ装具、紙おむつ等、収尿器、酸素ボンベ運搬車 

音声・言語 

そしゃく機能 
携帯用会話補助装置、人工喉頭 

知的障がい 頭部保護帽、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器 

精神障がい 頭部保護帽 

難病患者等 

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、 

訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、特殊便器、 

火災報知器、自動消火器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、 

動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、 

居住生活動作補助用具 

※用具ごとに、等級等の制限があります。詳細は、福祉課障害福祉係にご確認ください。 
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４５ページ。 

 

このページでは、日常生活用具の支給品目を掲載しています。 

対象の用具は、次の通りです。 

 

介護、訓練用支援用具の対象用具は、次の８品目です。 

特殊寝台。特殊マット。特殊尿器。入浴担架。体位変換器。移動用リフト。訓練いす。訓練用ベッド。 

 

自立生活支援用具の品目は、次の１１品目です。 

入浴補助用具。便器。Ｔ字状または、棒状のつえ。移動、移乗支援用具。頭部保護帽。特殊便器。火災報知器。 

自動消火器。電磁調理器。歩行時間延長信号機用小型送信機。聴覚障害者用屋内信号装置。 

 

在宅療養費等支援用具の品目は、次の７品目です。 

透析液加温器。ネブライザー、吸入器。電気式たん吸引器。酸素ボンベ運搬車。動脈血中酸素飽和度測定器、パルスオキ

シメーター。音声式 盲人用体重計。盲人用体重計。 

 

情報・意思疎通支援用具の品目は、次の１５品目です。 

携帯用会話補助装置。情報 通信支援用具。視覚障害者用地デジ対応ラジオ。点字ディスプレイ。点字器。点字タイプラ

イター。視覚障害者用ポータブルレコーダー。視覚障害者用活字文書読み上げ装置。視覚障害者用拡大読書器。盲人用時

計。聴覚障害者用通信装置。聴覚障害者用情報受信装置。人工咽頭。視覚障害者用ワードプロセッサー、共同利用。点字

図書。 

 

排泄管理支援用具の品目は、次の３品目です。 

ストマ装具。紙おむつ等。しゅう尿器。 

 

住宅改修費の品目は、次のとおりです。 

居宅生活動作補助用具。 

 

日常生活用具の支給品目についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（２）小児慢性特定疾病児童日常生活用具の支給              

在宅の小児慢性特定疾病児に対して、日常生活の便宜を図るために用具を給付しま

す。内容により支給できない場合がありますので、購入前にご相談ください。 

 

●対象者・・・日常生活用具を必要とする在宅の小児慢性特定疾病児 

 ※品目ごとに給付基準が異なります、事前にご確認ください。 

※治療や訓練のために用いる治療用装具は医療保険各法に基づいて給付されるほか、 

労働災害による障がいの場合や、介護保険受給者、戦傷病者、障害者手帳認定者に 

ついても関係各法が優先します。 

種目 対象者 

便器 常時介護を要する者 

特殊マット 寝たきりの状態にある者 

特殊便器 上肢機能に障害のある者 

特殊寝台 寝たきりの状態にある者 

歩行支援用具 下肢が不自由な者 

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 

特殊尿器 自力で排尿することができない者 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 

車いす 下肢が不自由な者 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 

クールベスト 体温調節が著しく難しい者 

紫外線カットクリーム 
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、 

がん又は神経障害を起こすことがある者 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能に障害のある者 

パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 

ストマ装具（消化器系） 人工肛門を増設した者 

ストマ装具（尿路系） 人工膀胱を増設した者 

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 
  

●自己負担 

原則として、所得に応じて設定されている自己負担額が自己負担となります。 

ただし、付属品や取付工事費等は本人負担になります。 

また、所得により、障害福祉サービスと同様の月額負担上限額が定められています。 

 
●申請に必要なもの 

①マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

②小児慢性特定疾病医療受給者証 

③日常生活用具の見積書 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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４６ページ。 

 

このページでは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具の支給について掲載しています。 

 

2. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の支給。 

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児に対して、日常生活の便宜を図るために用具を給付

する制度です。 

また、障害者自立支援法の制度を利用できる方は、そちらをご利用ください。所得に応じた自己負担額および月額負

担上限額が設定されます。また、付属品や取付工事費等は本人負担です。 

 

用具の品目は、次のとおりです。 

便器。特殊マット。特殊便器。特殊寝台。歩行支援用具。入浴補助用具。特殊尿器。体位変換器。車いす。 

頭部保護帽。電気式たん吸引器。クールベスト。紫外線カットクリーム。ネブライザー、吸入器。パルスオキシメー

ター。ストマ装具。人工鼻。が対象となります。 

 

品目ごとに給付基準が定められています。用具を購入する前にご相談ください。 

 

申請は、次の書類を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

 

マイナンバーが分かるものと、本人確認書類。 

小児慢性特定疾病医療受給者証。 

日常生活用具の見積書。 

 

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の支給についてのお問い合わせは、南砺市 福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（２）小児慢性特定疾病児童日常生活用具の支給              

在宅の小児慢性特定疾病児に対して、日常生活の便宜を図るために用具を給付しま

す。内容により支給できない場合がありますので、購入前にご相談ください。 

 

●対象者・・・日常生活用具を必要とする在宅の小児慢性特定疾病児 

 ※品目ごとに給付基準が異なります、事前にご確認ください。 

※治療や訓練のために用いる治療用装具は医療保険各法に基づいて給付されるほか、 

労働災害による障がいの場合や、介護保険受給者、戦傷病者、障害者手帳認定者に 

ついても関係各法が優先します。 

種目 対象者 

便器 常時介護を要する者 

特殊マット 寝たきりの状態にある者 

特殊便器 上肢機能に障害のある者 

特殊寝台 寝たきりの状態にある者 

歩行支援用具 下肢が不自由な者 

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 

特殊尿器 自力で排尿することができない者 

体位変換器 寝たきりの状態にある者 

車いす 下肢が不自由な者 

頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 

クールベスト 体温調節が著しく難しい者 

紫外線カットクリーム 
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、 

がん又は神経障害を起こすことがある者 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能に障害のある者 

パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 

ストマ装具（消化器系） 人工肛門を増設した者 

ストマ装具（尿路系） 人工膀胱を増設した者 

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 
  

●自己負担 

原則として、所得に応じて設定されている自己負担額が自己負担となります。 

ただし、付属品や取付工事費等は本人負担になります。 

また、所得により、障害福祉サービスと同様の月額負担上限額が定められています。 

 
●申請に必要なもの 

①マイナンバーが分かるものと本人確認書類 

②小児慢性特定疾病医療受給者証 

③日常生活用具の見積書 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

（３）在宅重度障害者住宅改善費補助                   

在宅の重度障害者の家庭における生活環境の向上および負担の軽減を図るため、現在

お住まいの住宅について、障害の内容に配慮した改修を行う際に必要な費用の一部を助

成します。県の審査があるため、必ず工事前に一度ご相談ください。 

 

 ●対象者 

 在宅の障がい者で、以下の①～③の要件のいずれかを満たす方 

   ①「視覚障がい」2級以上、または「肢体不自由」2級以上の方 

   ②「内部障がい」があり、かつ補装具支給で車椅子の交付を受けている方 

③ 療育手帳「Ａ」の方 

 

 ●対象経費 

  居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下などで必要と認められる部分の工事費 

 

●補助額 

所得税 非課税世帯 

対象経費の実支出額と 90 万円とを比較して低い額から、介護保険

での住宅改修費または障害者等日常生活用具等の給付等を控除した

額 [補助限度額 90 万円] 

所得税 課税世帯 

※前年分所得税 

287,500円未満の世帯 

対象経費の実支出額と 90 万円とを比較して低い額から、介護保険

での住宅改修費または障害者等日常生活用具等の給付等を控除した

額のうち 3分の 2 の額 [補助限度額 60万円] 

※1 介護保険法に基づく住宅改修費または障害者等日常生活用具給付事業（44ページ参照） 

における住宅改修費の給付がある場合は、その額を対象経費から差し引いた額となります。 

※2 補助は、1回のみとなります。（同一世帯に 2人以上の該当者が居住していても同様です。） 

※3 補助制度利用をお考えの方は、必ず工事着工前にご相談ください。 

（着工後の申請は、補助の対象となりません。） 

※4 新築、増築工事は、補助の対象となりません。 

 

●申請に必要なもの 

  ①事業計画書 

  ②工事見積書 

  ③平面図（施工前・施工後予定） 

  ④改修箇所の写真（施工前） 

  ⑤ マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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４７ページ。 

 

このページでは、在宅重度障害者住宅改善費補助について掲載しています。 

 

3. 在宅重度心身障害者住宅改善費補助。 

在宅の重度障害者のかたが、お住まいの住宅について、その障がいに適応、または介護者の介護負担を軽減するために、

必要な工事の費用を補助します。助成は、ひとりにつき１回までとなります。同一世帯に２人以上の該当者が居住してい

ても１回のみとなります。 

新築、増築、および着工後の申請は、助成の対象となりません。必ず工事着工前にご相談ください。 

 

対象者は、在宅の重度障害者で、次のいずれかの要件を満たすかたです。 

身体障害者手帳で、視覚障がい 2級以上、または、肢体不自由 2級以上のかた。 

身体障害者手帳で、内部障がいがあり、かつ、補装具支給で車椅子の交付を受けているかた。 

療育手帳Ａのかた。 

 

助成の対象は、居室、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下などで必要と認められる部分の工事費です。 

補助額は、世帯の所得税の課税状況により異なります。 

所得税非課税世帯のかたは、補助上限額を９０万円として、対象経費の実支出額と９０万円とを比較して低い額から、介

護保険での住宅改修費または、障害者等日常生活用具等の給付等を控除した額を補助します。 

所得税課税世帯のかたのうち、前年分所得税２８７５００円未満の世帯は、補助上限額を６０万円として、対象経費の実

支出額と９０万円とを比較して低い額から、介護保険での住宅改修費または障害者等日常生活用具等の給付等を控除した

がくのうち３分の２の額を助成します。 

 

補助制度のご利用をお考えのかたは、県の審査を受ける必要がございますので、 

次の書類をご用意いただき、一度ご相談ください。 

工事見積書。せこう前、せこう後予定の平面図。せこう前の写真。ご用意が難しい場合は、職員が直接、撮影に伺います。 

 

在宅重度心身障害者住宅改善費補助についてのお問い合わせは、南砺市 福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（４）自動車改造費の助成                        

身体障がい者の方の社会復帰・参加の促進を図るため、自動車の改造や取得に要する経

費の一部を助成します。ただし、改造後の修理を除きます。自動車を改造する前にご相談

ください。 

 

●対象者 

①身体障害者手帳の交付を受けている方 

②改造助成を行う月の属する年度の前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額） 

が、特別障害者手当の所得制限限度額を越えない方 

 

●改造の対象 

身体障がい者の方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装 

置等を改造するための費用 

 

●助成限度額  上限 10万円 

※再助成を受ける場合には、原則として耐用年数を過ぎていなければなりません。 

（軽自動車４年・普通車６年） 

 

 ●申請に必要なもの 

  ①身体障害者手帳 

  ②運転免許証（障がい者本人） 

  ③自動車検査証 

  ④改造箇所等の写真（改造前） 

  ⑤見積書 

  ⑥マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（５）自動車運転免許取得費の助成                    

自動車運転免許の取得を希望される身体障がい者の方で適性検査に合格した方は、自

動車操作訓練にかかる費用の一部について助成します。自動車学校に入校する前にご相

談ください。 

 

●対象となる費用 

①入学金 ②学科教習料 ③技能教習料 ④技能補習料 

（補習については、15 時限を限度とする。ただし、1時限は 50分とする。） 

 

（次のページに続きます） 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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４８ページ。 

 

このページでは、自動車改造費の助成と、自動車運転免許取得費の助成についてご紹介します。 

 

4. 自動車改造費の助成。 

自動車改造費の助成では、自動車の改造や取得に要する経費について一部助成が受けられます。 

 

身体障がい者のかたが、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等を改造するものに

ついて助成の対象となります。改造後の申請は、対象となりません。自動車を改造する前にご相談ください。 

改造を行う月の属する年度の前年の所得税課税金額が、特別障害者手当で定められる所得制限限度額を超える方は

対象外です。 

助成の限度額は最大１０万円です。 

再度、助成を受ける場合には、原則として、軽自動車４年、普通車６年の耐用年数を過ぎていなければなりません。 

 

申請は、次の書類を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

身体障害者手帳。障害者手帳を所持している本人の運転免許証。自動車車検証。 

改造前の自動車の写真。改造箇所と、自動車のナンバーが写っているものが必要です。改造箇所の見積書。 

世帯員全員分のマイナンバーカードもしくは通知カードと、窓口に来られるかたの本人確認書類。 

 

自動車改造費の助成についてのお問い合わせは、南砺市 福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

5. 自動車運転免許取得費の助成。 

自動車運転免許取得費助成では、自動車運転免許の取得を希望される身体障がい者で、適性検査に合格したかたの、

自動車操作訓練にかかる費用の一部について助成します。自動車学校に入校する前にご相談ください。 

対象となる費用は、入学金、学科教習 料、技能教習 料、技能補習 料です。助成額は、対象となる費用の合計額

に世帯の所得税額により定められる本人負担割合を乗じて得た額を差し引いた額となります。助成額は、１０万円を

限度として、その額に 1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。 

申請は、次の書類を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

身体障害者手帳。自動車教習学校のパンフレット。見積書。マイナンバーの分かるものと本人確認書類。 

 

自動車運転免許取得費の助成についてのお問い合わせは、南砺市 福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（４）自動車改造費の助成                        

身体障がい者の方の社会復帰・参加の促進を図るため、自動車の改造や取得に要する経

費の一部を助成します。ただし、改造後の修理を除きます。自動車を改造する前にご相談

ください。 

 

●対象者 

①身体障害者手帳の交付を受けている方 

②改造助成を行う月の属する年度の前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額） 

が、特別障害者手当の所得制限限度額を越えない方 

 

●改造の対象 

身体障がい者の方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装 

置等を改造するための費用 

 

●助成限度額  上限 10万円 

※再助成を受ける場合には、原則として耐用年数を過ぎていなければなりません。 

（軽自動車４年・普通車６年） 

 

 ●申請に必要なもの 

  ①身体障害者手帳 

  ②運転免許証（障がい者本人） 

  ③自動車検査証 

  ④改造箇所等の写真（改造前） 

  ⑤見積書 

  ⑥マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（５）自動車運転免許取得費の助成                    

自動車運転免許の取得を希望される身体障がい者の方で適性検査に合格した方は、自

動車操作訓練にかかる費用の一部について助成します。自動車学校に入校する前にご相

談ください。 

 

●対象となる費用 

①入学金 ②学科教習料 ③技能教習料 ④技能補習料 

（補習については、15 時限を限度とする。ただし、1時限は 50分とする。） 

 

（次のページに続きます） 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

 

 

●助成額 

対象となる費用の合計額に表１の本人負担割合を乗じて得た額を差し引いた額。 

（ただし、その額に 1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。） 

 

表 1 

 

 

 

 

 

 

 

●助成限度額  上限 10万円 

 

●申請に必要なもの 

 ①身体障害者手帳 

 ②自動車教習学校のパンフレット等 

 ③自動車教習学校の見積書 

 ④マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

 

（６）意思疎通支援事業                         

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある方が、

社会生活を送る中で公共施設や病院などの利用および社会参加事業への参加の際に、必

要に応じて手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行います。 

 

●利用の際は、事前に申請が必要です。（指定の申請書があります。） 

富山県聴覚障害者協会（FAX：076‐441‐7305）にＦＡＸでお申し込みください。 

●利用に係る費用は、無料です。 

 

 

  

希望者の世帯の階層区分 本人負担割合 

Ａ 
生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）による 

被保護世帯及び所得税非課税世帯 
本人負担なし 

Ｂ 

所得税課税世帯の 

所得額の合計 

24,000 円以下 訓練費の 4分の 1 

Ｃ 24,001 円～ 45,000円 訓練費の 2分の 1 

Ｄ 45,001 円～120,000円 訓練費の 4分の 3 

Ｅ 120,001円以上 助成対象外 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 富山県聴覚障害者協会   FAX：076‐441‐7305 
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４９ページ。 

 

このページでは、意思疎通支援事業についてご紹介しています。 

紙面は、自動車運転免許取得費の助成が印字されていますが、 

音声コードの都合により前のページの音声コードでまとめて紹介しています。 

 

 

6. 意思疎通支援事業。 

意思疎通支援事業では、社会生活を送る中で公共施設や病院などの利用および社会参加事業への参加の際に、必要に

応じて手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行います。利用に係る費用は、無料です。 

 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障があるかたが、対象です。 

 

利用の際は、事前に申請が必要となります。指定の様式で富山県聴覚障害者協会にファックスでお申し込みください。

ファックス番号は、０７６－４４１－７３０５です。 

 

意思疎通支援事業についてのお問い合わせは、南砺市 福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。  



（７）福祉タクシー助成券の交付                     

公共交通機関を利用することが困難な重度心身障がい者の方の生活行動範囲を広げ、

積極的に社会活動に参加していただくためにタクシー助成券を交付します。（申請が必要

です。） 
 

●対象者 

在宅の重度心身障害者の方で、以下のいずれかに該当する方 

身体障害者手帳 

「視覚障がい」１級・２級 

「平衡機能障がい」３級 

６５歳未満の「肢体不自由」１級・２級 

※上肢・下肢・体幹を合わせて満たす方も対象となります。 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

療育手帳 Ａ 

 
●利用券  年額 6,000 円（100円券 60枚） 

※タクシー券は一度に何枚でも使用できます。 

 

●事業者  市と協定を結んだタクシー業者に限り使用できます。 

・㈲城端タクシー    南砺市城端   TEL：0763‐62‐0039 

・三和交通㈱      南砺市北野   TEL：0763‐62‐3741 

・㈲五箇山タクシー   南砺市下梨   TEL：0763‐66‐2046 

・チューリップ交通㈱  南砺市井波   TEL：0763‐82‐0169 

・南砺交通㈱      南砺市福野   TEL：0763‐22‐2144 

・福光タクシー㈱    南砺市荒木   TEL：0763‐52‐0002 

・となみ観光交通㈱   砺波市一番町  TEL：0763‐32‐2356 

 

 

 

（８）外出支援事業                           

福祉タクシーを利用した医療機関への通院を支援します。 

 

●対象者 65歳以上の在宅の身体障害者手帳（肢体不自由）１級・２級をお持ちの方 

●助成額 1ヵ月あたり 2回（1回 1往復）の利用を上限として走行距離に応じた額を 

助成します。助成額の差額は実費負担となります。ただし、山間過疎地域 

振興条例の対象集落の方は 10km 以上について増額対象となります。 

 

 

 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市地域包括ケア課（長寿介護係）  TEL：0763‐23‐2034 

− 50 −

50 
 

５０ページ。 

 

このページでは、福祉タクシー助成券の交付と、外出支援事業について掲載しています。 

 

7. 福祉タクシー助成券の交付。 

公共交通機関を利用することが困難な重度心身障がい者のかたの生活行動範囲を広げ、積極的に社会活動に参加して

いただくために、年間６０００円分のタクシー助成券を交付します。タクシー券は 1枚１００円の券を６０枚お渡し

しています。タクシー券の交付を受ける場合は、申請が必要です。 

 

対象者は、在宅の障がい者で、次のいずれかに該当するかたです。 

身体障害者手帳で、視覚障がい１級または、２級のかた。 

身体障害者手帳で、平衡機能障害３級のかた。 

６５歳未満の肢体不自由１級または、２級のかた。上肢、下肢、体幹を合わせて満たすかたも対象となります。 

精神障害者保健福祉手帳１級のかた。 

療育手帳Ａのかた。 

 

タクシー券は、市と協定を結んだ、次の７か所のタクシー事業者に限り使用できます。 

ゆうげんがいしゃ城端タクシー。電話番号は、０７６３－６２－００３９です。 

三和交通株式会社。電話番号は、０７６３－６２－３７４１です。 

かぶしきがいしゃ五箇山タクシー。電話番号は、０７６３－６６－２０４６です。 

チューリップ交通株式会社。電話番号は、０７６３－８２－０１６９です。 

南砺交通株式会社。電話番号は、０７６３－２２－２１４４です。 

福光タクシー株式会社。電話番号は、０７６３－５２－０００２です。 

となみ観光交通株式会社。電話番号は、０７６３－３２－２３５６です。 

 

福祉タクシー助成券の交付についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

8. 外出支援事業。 

福祉タクシーを利用した医療機関への通院を支援します。 

対象者は６５歳以上の在宅の障がい者の方で、身体障害者手帳で、肢体不自由１級または、２級のかたです。１往復

を１回として、１ヵ月あたり２回の利用について走行距離に応じた金額を助成します。 

助成額の差額は実費負担となります。ただし、山間過疎地域の対象者は１０キロメートル以上の増額対象となります。 

 

外出支援事業についてのお問い合わせは、南砺市地域包括ケア課 長寿介護係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３４です。 

  



（７）福祉タクシー助成券の交付                     

公共交通機関を利用することが困難な重度心身障がい者の方の生活行動範囲を広げ、

積極的に社会活動に参加していただくためにタクシー助成券を交付します。（申請が必要

です。） 
 

●対象者 

在宅の重度心身障害者の方で、以下のいずれかに該当する方 

身体障害者手帳 

「視覚障がい」１級・２級 

「平衡機能障がい」３級 

６５歳未満の「肢体不自由」１級・２級 

※上肢・下肢・体幹を合わせて満たす方も対象となります。 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

療育手帳 Ａ 

 
●利用券  年額 6,000 円（100円券 60枚） 

※タクシー券は一度に何枚でも使用できます。 

 

●事業者  市と協定を結んだタクシー業者に限り使用できます。 

・㈲城端タクシー    南砺市城端   TEL：0763‐62‐0039 

・三和交通㈱      南砺市北野   TEL：0763‐62‐3741 

・㈲五箇山タクシー   南砺市下梨   TEL：0763‐66‐2046 

・チューリップ交通㈱  南砺市井波   TEL：0763‐82‐0169 

・南砺交通㈱      南砺市福野   TEL：0763‐22‐2144 

・福光タクシー㈱    南砺市荒木   TEL：0763‐52‐0002 

・となみ観光交通㈱   砺波市一番町  TEL：0763‐32‐2356 

 

 

 

（８）外出支援事業                           

福祉タクシーを利用した医療機関への通院を支援します。 

 

●対象者 65歳以上の在宅の身体障害者手帳（肢体不自由）１級・２級をお持ちの方 

●助成額 1ヵ月あたり 2回（1回 1往復）の利用を上限として走行距離に応じた額を 

助成します。助成額の差額は実費負担となります。ただし、山間過疎地域 

振興条例の対象集落の方は 10km 以上について増額対象となります。 

 

 

 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市地域包括ケア課（長寿介護係）  TEL：0763‐23‐2034 

（９）移動支援事業                           

屋外での移動が困難な障がい者の方に対して、ガイドヘルパーを派遣して外出を支援

することで、自立した生活や社会参加をしやすくします。（個別支援型、グループ支援型、

通所・通学支援型、車両移送型） 

 

●対象者 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、 

営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出などを除く)に 

移動の支援が必要な方 

●利用料 経費の 10 分の 1（市民税非課税世帯に属する方は無料） 

●申請に必要なもの 

・マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（１０）日中一時支援事業                        

在宅障がい者（児）等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援

および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を目的として行って

います。 

 

●対象者 日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な方 

      ※利用に当たり、障害支援区分が必要となります。 

●利用料 経費の 10 分の 1（市民税非課税世帯に属する方は無料） 

●申請に必要なもの 

・マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（１１）訪問入浴サービス事業                      

在宅の身体障がい者の方で入浴が困難な場合に、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介

護を行います。 

 

●対象者 身体障害者手帳をお持ちの方で、居宅介護や生活介護での入浴が困難な方 

    ※申請時に、指定の医師診断書が必要です。 

●利用料 経費の 10 分の１（市民税非課税世帯に属する方は無料） 

 

 

 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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５１ページ。 

 

このページでは、移動支援事業と日中一時支援事業、および訪問入浴サービス事業について掲載しています。 

 

9. 移動支援事業。 

屋外での移動が困難な障がいをお持ちの方に対して、自立した生活や社会参加を促進するために、ガイドヘルパーを

派遣し外出を支援する事業です。利用料は、原則かかった費用の１割が自己負担となります。 

 

対象者は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要なかたです。 

ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出などは除きます。 

 

移動支援事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

10. 日中一時支援事業。 

在宅の障がい者とうの日中における活動の場を確保し、障がい者とうの家族の就労支援および障がい者とうを日常的

に介護している家族の一時的な負担軽減を目的としておこなっています。利用料は、原則かかった費用の１割が自己

負担となります。 

 

対象者は、日中において介護する家族とうがいないため、一時的に見守りなどの支援を必要とするかたです。 

 

日中一時支援事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

11. 訪問入浴サービス事業。 

在宅の身体障害者で入浴が困難な場合に、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護をおこないます。 

申請時に、指定の医師の診断書が必要となります。 

利用料は、原則かかった費用の１割が自己負担となります。 

 

訪問入浴サービス事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１２）家族介護用品支給事業                      

在宅の重度障がい者の方の家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減をするため

に、家族介護用品（おむつ券）の支給を行います。 
 

●対象者 ①身体障害者手帳（肢体不自由）1 級・2級の方で 3歳以上の方 

②療育手帳Ａの方で 3歳以上の方 

 ●支給額 1ヶ月当たり 2,500円（3ヶ月ごとに年 4回）のおむつ券を支給します。 

     ※３か月を超える入院期間は対象にはなりません。 

 

 

 

（１３）寝具類等洗濯乾燥消毒事業                    

在宅の重度身体障がい者の方で日常生活を営むのに支障があり、寝具類の衛生管理等

が困難な場合に掛布団、敷布団及び毛布の洗濯、乾燥及び消毒費用を支援します。  

 ●対象者 身体障害者手帳（肢体不自由）１級・２級の方 

 ●支給額 年間 6,000円（6ヶ月ごとに年 2回）の利用券を支給します 

       ※利用料金との差額は利用者負担となります。 

 

 

 

（１４）訪問理美容事業                         

在宅の重度身体障がい者の方で理美容院へ行くことが困難な場合に、居宅を訪問し、散

髪、整髪その他付随する可能な理美容サービスを行います。 

 
●対象者 ①身体障害者手帳（下肢・体幹機能障がい）1級・2級の方 

②療育手帳Ａの方 

●支給額 1ヵ月当たり 2,500円（6か月ごとに年 2回）の利用券を助成します。 

     ※利用料金との差額は利用者負担となります。 

 

 

 

（１５）地域活動支援センター事業                    

生活訓練や交流の場を通じて、自立した生活や社会参加の促進を図ります。 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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５２ページ。 

 

このページでは、家族介護用品支給事業、寝具類等洗濯乾燥消毒事業、訪問理美容事業、地域活動支援センター事業、に

ついて掲載しています。 

 

12. 家族介護用品支給事業。 

在宅の重度障がい者のかたの家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減をするために、おむつ券を交付します。

おむつ券は、１ヵ月２５００円分の券を支給します。 

対象者は、３歳以上で、次のいずれかに該当するかたです。 

身体障害者手帳の肢体不自由で１級または２級のかた。 

療育手帳Ａのかた。 

家族介護用品支給事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

13. 寝具類等洗濯乾燥消毒事業。 

在宅の重度身体障がい者のかたで、日常生活を営むのに支障があり、寝具類の衛生管理などが困難な場合に掛ふとん、

敷布団及び毛布の洗濯、乾燥及び消毒費用を支援します。対象者は、身体障害者手帳の肢体不自由で１級または２級

のかたです。助成券は、前期と後期の２回に分けて１期につき３０００円支給します。利用料金と、助成額の差額は

自己負担となります。 

寝具類等洗濯乾燥消毒事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

14. 訪問理美容事業。 

在宅の重度身体障がい者のかたで理美容院へ行くことが困難な場合に、居宅を訪問し、散髪、整髪その他付随する可

能な理美容サービスをおこないます。 

対象者は、３歳以上で、次のいずれかに該当するかたです。 

身体障害者手帳の肢体不自由で１級または２級のかた。 

療育手帳Ａのかた。 

助成券は、前期と後期の２回に分けて１期につき２５００円支給します。利用料金と、助成額の差額は自己負担とな

ります。 

訪問理美容事業のお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

15. 地域活動支援センター事業。 

生活訓練や交流の場を通じて、自立した生活や社会参加の促進を図ります。 

地域活動支援センター事業についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１２）家族介護用品支給事業                      

在宅の重度障がい者の方の家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減をするため

に、家族介護用品（おむつ券）の支給を行います。 
 

●対象者 ①身体障害者手帳（肢体不自由）1 級・2級の方で 3歳以上の方 

②療育手帳Ａの方で 3歳以上の方 

 ●支給額 1ヶ月当たり 2,500円（3ヶ月ごとに年 4回）のおむつ券を支給します。 

     ※３か月を超える入院期間は対象にはなりません。 

 

 

 

（１３）寝具類等洗濯乾燥消毒事業                    

在宅の重度身体障がい者の方で日常生活を営むのに支障があり、寝具類の衛生管理等

が困難な場合に掛布団、敷布団及び毛布の洗濯、乾燥及び消毒費用を支援します。  

 ●対象者 身体障害者手帳（肢体不自由）１級・２級の方 

 ●支給額 年間 6,000円（6ヶ月ごとに年 2回）の利用券を支給します 

       ※利用料金との差額は利用者負担となります。 

 

 

 

（１４）訪問理美容事業                         

在宅の重度身体障がい者の方で理美容院へ行くことが困難な場合に、居宅を訪問し、散

髪、整髪その他付随する可能な理美容サービスを行います。 

 
●対象者 ①身体障害者手帳（下肢・体幹機能障がい）1級・2級の方 

②療育手帳Ａの方 

●支給額 1ヵ月当たり 2,500円（6か月ごとに年 2回）の利用券を助成します。 

     ※利用料金との差額は利用者負担となります。 

 

 

 

（１５）地域活動支援センター事業                    

生活訓練や交流の場を通じて、自立した生活や社会参加の促進を図ります。 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

（１６）緊急通報体制整備事業                      

重度身体障がい者の方が日常生活における不安を解消するため、24 時間通報の可能な

機器を貸与し、緊急時の連絡を行います。 

 
●対象者 身体障害者手帳 1級・2級の障がい者のみの世帯の方 

 ●利用料 月額４１０円 

 

 

 

（１７）除雪支援事業                          

ひとり暮らしで、自力で除雪（屋根雪及び降ろしたときの周辺の雪）が困難な重度身体

障がい者の方に対し、冬期間における生活の安定を図るため、除雪に要する経費を助成し

ます。 
  

●対象者 ひとり暮らしの身体障害者手帳１級・２級の障がい者世帯の方 

ただし、世帯全員が申請年度（４～６月申請は前年度）に市県民税所得割 

非課税の世帯に限る 

●助成額 1回あたり 10,000円を上限とし、1冬期間あたり 2回まで 

    （ただし山間過疎地域振興条例対象集落の方は 4回まで） 

 

 

 

（１８）軽度生活支援事業                        

在宅で生活する重度身体障がい者の方に対して、家の周りの手入れや軽易な日常生活

上の援助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 ●対象者 身体障害者手帳１級・２級の障がい者のみ世帯の方 

ただし、世帯全員が申請年度（４～６月申請は前年度）に市県民税所得割 

非課税の世帯に限る 

 ●助成額 経費の 1/2（機械代・材料費は対象外） 

     限度額：年間 10,000円（山間過疎地域振興条例対象集落の方は 20,000円） 

  

対象作業 

・庭木の伐採（剪定除く）       ・庭（家周り）の除草 

・家周りの防備（台風対策）      ・家屋内の整頓、清掃 

・家周りの除雪（屋根雪おろしを除く） ・障子の張替 

・家屋の雪囲い（樹木は除く）               

お問い合わせ 南砺市地域包括ケア課（長寿介護係） TEL：0763‐23‐2034 

お問い合わせ 南砺市地域包括ケア課（長寿介護係） TEL：0763‐23‐2034 

お問い合わせ 南砺市地域包括ケア課（長寿介護係） TEL：0763‐23‐2034 
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５３ページ。 

 

このページでは、緊急通報体制整備事業と、除雪支援事業、軽度生活支援事業について掲載しています。 

 

16. 緊急通報体制整備事業。 

重度身体障がい者のかたが、日常生活における不安を解消するため、２４時間通報の可能な機器を貸与し、緊急時の

連絡を行います。対象者は、身体障害者手帳１級および２級の障がい者のみの世帯のかたです。利用料は月額４１０

円です。 

 

緊急通報体制整備事業についてのお問い合わせは、南砺市地域包括ケア課長寿介護係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３４です。 

 

17. 除雪支援事業。 

ひとり暮らしで、自力での屋根雪及び降ろしたときの周辺の雪の除雪が困難な、重度身体障がい者のかたに対し、冬

期間における生活の安定を図るため、除雪に要する経費を助成します。 

対象者は、ひとり暮らしの身体障害者手帳１級または２級の障がい者世帯のかたです。ただし、世帯全員が申請年度

に市県民税所得割非課税の世帯に限ります。 

助成額は、１回あたり１００００円を上限とし、１冬期間あたり２回までが対象です。ただし、山間過疎地域振興条

例対象集落の対象者のかたは４回まで対象となります。 

 

除雪支援事業についてのお問い合わせは、南砺市地域包括ケア課長寿介護係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３４です。 

 

18. 軽度生活支援事業。 

在宅で生活する重度身体障がい者のかたに対して、家の周りの手入れや軽易な日常生活上の援助を行います。 

対象作業となる作業は、せんていを除く庭木の伐採。庭や家周りの除草。台風対策の家周りの防備。家屋内の整頓、

清掃。屋根雪おろしを除くいえ周りの除雪。障子の張替。樹木を除く家屋の雪囲い。 

対象者は、身体障害者手帳１級または２級の障がい者のみ世帯のかたです。ただし、世帯全員が申請年度に市県民税

所得割非課税の世帯に限ります。 

助成額は機械代と材料費を除いた経費の２分の１が対象です。年間１００００円を助成限度額とします。 

ただし、山間過疎地域振興条例対象集落の対象者のかたは２００００円を助成限度額とします。 

 

軽度生活支援事業についてのお問い合わせは、南砺市地域包括ケア課長寿介護係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３４です。 

  



（１）選挙と投票                            

①郵便等による不在者投票 

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、 

次のような障がいのある方（○印の該当者）または介護保険の被保険者証の要介護状 

態区分が「要介護５」の方に認められています。 

投票する際は「郵便等投票証明書」が必要となりますので事前に申請してください。 

なお、郵便等投票証明書の交付の手続には時間を要します。郵便等投票証明書の申請は、 

選挙期間中に限らずいつでも受け付けていますので、お早めの申請をお願いします。 
 

身
体
障
害
者
手
帳 

障がい内容 
障がい程度 

備  考 
１級 ２級 ３級 

両下肢、体幹、移動機能の 

障がい 
 ○  ○  手帳の記載内容では

該当するかどうかわ

からないときは、選

挙管理委員会にお問

い合わせください。 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼう

こう、直腸、小腸の障がい 
 ○  －  ○ 

免疫、肝臓の障がい  ○  ○  ○ 

※上記の障がい程度等級に該当しない場合でも、障がいの複合などにより、郵便等によ 

る不在者投票ができる程度の等級と同等であると富山県知事から認定された場合は、 

郵便等による不在者投票ができます。 
 

戦
傷
病
者
手
帳 

障がい内容 
障がい程度 

備  考 特別 
項症 

第１ 
項症 

第２ 
項症 

第３ 
項症 

両下肢、体幹の障がい  ○  ○  ○  手帳の記載内容では

該当するかどうかわ

からないときは、選挙

管理委員会にお問い

合わせください。 

心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう、直腸、小腸、

肝臓の障がい 

 ○  ○  ○  ○ 

※上記の障がい程度等級に該当しない場合でも、障がいの複合などにより、郵便等によ 

る不在者投票ができる程度の等級と同等であると富山県知事から認定された場合は、 

郵便等による不在者投票ができます。 

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分「要介護５」 

 

【郵便等投票証明書の有効期間】 

要介護者 
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている

要介護５の認定の有効期間の末日まで 

要介護者以外 交付の日から７年間 

※有効期間を過ぎた場合は、再交付の申請が必要になります。 

 

 

８．その他福祉制度
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５４ページ。 

 

５４ページ及び５５ページでは、選挙と投票について掲載しています。 

このページでは、郵便などによる不在者投票について掲載しています。 

 

1. 選挙と投票。 

障害により、投票にいけないまたはいきづらいかたをサポートする次のような投票の方法があります。 

 

郵便などによる不在者投票。 

身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちの選挙にんで、一定の障がいのあるかた、または介護保険の被保険者

証の要介護状態区分が要介護５のかたは郵便などによる不在者投票が認められています。 

投票する際は郵便等投票証明書が必要となりますので事前に申請してください。なお、郵便等投票証明書の交付の手

続には時間を要します。郵便等投票証明書の申請は、選挙期間中に限らずいつでも受け付けていますので、お早めの

申請をお願いします。 

  



（１）選挙と投票                            

①郵便等による不在者投票 

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、 

次のような障がいのある方（○印の該当者）または介護保険の被保険者証の要介護状 

態区分が「要介護５」の方に認められています。 

投票する際は「郵便等投票証明書」が必要となりますので事前に申請してください。 

なお、郵便等投票証明書の交付の手続には時間を要します。郵便等投票証明書の申請は、 

選挙期間中に限らずいつでも受け付けていますので、お早めの申請をお願いします。 
 

身
体
障
害
者
手
帳 

障がい内容 
障がい程度 

備  考 
１級 ２級 ３級 

両下肢、体幹、移動機能の 

障がい 
 ○  ○  手帳の記載内容では

該当するかどうかわ

からないときは、選

挙管理委員会にお問

い合わせください。 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼう

こう、直腸、小腸の障がい 
 ○  －  ○ 

免疫、肝臓の障がい  ○  ○  ○ 

※上記の障がい程度等級に該当しない場合でも、障がいの複合などにより、郵便等によ 

る不在者投票ができる程度の等級と同等であると富山県知事から認定された場合は、 

郵便等による不在者投票ができます。 
 

戦
傷
病
者
手
帳 

障がい内容 
障がい程度 

備  考 特別 
項症 

第１ 
項症 

第２ 
項症 

第３ 
項症 

両下肢、体幹の障がい  ○  ○  ○  手帳の記載内容では

該当するかどうかわ

からないときは、選挙

管理委員会にお問い

合わせください。 

心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう、直腸、小腸、

肝臓の障がい 

 ○  ○  ○  ○ 

※上記の障がい程度等級に該当しない場合でも、障がいの複合などにより、郵便等によ 

る不在者投票ができる程度の等級と同等であると富山県知事から認定された場合は、 

郵便等による不在者投票ができます。 

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分「要介護５」 

 

【郵便等投票証明書の有効期間】 

要介護者 
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている

要介護５の認定の有効期間の末日まで 

要介護者以外 交付の日から７年間 

※有効期間を過ぎた場合は、再交付の申請が必要になります。 

 

 

８．その他福祉制度
②郵便等による不在者投票における代理記載制度 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人（前ページ①参照）で、かつ、自ら 

投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方（○印 

の該当者）は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者（選挙権を有する者に限ります。） 

に投票に関する記載をさせることができます。 

 

身
体
障
害
者
手
帳 

障がいの内容 
障がいの程度 

備  考 
１級 

上肢、視覚の障がい ○ 

手帳の記載内容では該当するかどうかわ

からないときは、選挙管理委員会にお問い

合わせください。 

 

戦
傷
病
者
手
帳 

障がい内容 

障がい程度 

備  考 特別 
項症 

第１ 
項症 

第２ 
項症 

上肢、視覚の障がい ○ ○ ○ 

手帳の記載内容では該当する

かどうかわからないときは、選

挙管理委員会にお問い合わせ

ください。 

※上肢、視覚の障がいが１級または特別項症、第１項症、第２項症であっても、郵便等によ

る不在者投票をすることができる選挙人（前ページ①参照）でなければ、代理記載制度に

よっても郵便等での投票を行うことはできません。 

 

※郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち、上記の障がい程度等級に該当しない場

合でも、障害の複合などにより、代理記載制度による郵便等での投票ができる程度の等級

と同等であると富山県知事から認定された場合は、代理記載制度による郵便等での投票

ができます。 

 

③点字投票 

投票所で点字での投票をしようとする場合は、投票管理者にその旨を申し立ててください。 

投票用紙に点字投票である旨の表示をした投票用紙が交付されます。 

 

④代理投票 

身体の障がい等により、投票所で自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができな 

い場合には、その選挙人に代わって投票所の職員が投票用紙に記載することができます。

代理投票を希望する場合は、投票管理者にその旨を申し出てください。 

  

お問い合わせ 南砺市総務課 選挙管理委員会事務局  TEL：0763‐23‐2003 
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５５ページ。 

 

５４ページ及び５５ページでは、選挙と投票について掲載しています。 

このページでは、郵便等による不在者投票における代理記載制度と、点字投票、代理投票について掲載しています。 

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度。 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定めら

れた障がいのあるかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有するかたに投票に関する記載をさせるこ

とができます。 

 

点字投票。 

投票所で点字での投票をしようとする場合は、投票管理者にその旨を申し立ててください。 

投票用紙に点字投票である旨の表示をした投票用紙が交付されます。 

 

代理投票。 

身体の障がい等により、投票所で自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載することができない場合には、その選挙人

に代わって投票所の職員が投票用紙に記載することができます。代理投票を希望する場合は、投票管理者にその旨を

申し出てください。 

 

選挙と投票についてのお問い合わせは、南砺市選挙管理委員会事務局が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００３です。 

  



（２）軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助               

身体障害者手帳交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得や社会

性の向上を図るために、補聴器の購入費を補助します。購入前の申請が必要です。 

 

●対象者・・・以下の要件の全てに該当する方 

（１）１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある方 

（２）両耳の聴力レベルが、原則として３０ｄＢ以上７０ｄＢ未満で 

身体障害者手帳交付の対象とならない方（補装具費の支給の対象とならない方） 

  ※ただし市民税所得割 46万円以上の方がいる場合、補助金交付対象外となります。 

 
●対象経費 

（１）新たに補聴器を購入する経費 

  （２）耐用年数（補聴システムを除いて、原則 5年）経過後に補聴器を更新する経費 

 
●補助額・・・補聴器購入費の３分の２、ただし 1,000円未満切捨。 

（補聴器の種類ごとに基準価格があります。） 

 
 ●申請に必要なもの 

  ①指定医師の診断書 

  ②見積書 

  ③マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（３）人工内耳用電池購入費補助                     

人工内耳を装用する障がい児に対して、障がい児の聴覚、言語の発達支援及び経済的な

負担の軽減を図るために、人工内耳用電池の購入費用を補助します。 

 

●対象者・・・以下の要件の全てに該当する方 

（１）１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある方 

（２）身体障害者手帳（聴覚障がい）の交付を受けている方で、 

人工内耳を装用している方 
 

●対象経費・・・人工内耳用の空気電池、乾電池又は充電池の購入費用 

 

●補助額・・・１年度につき１回限り、電池の購入に要した額（限度額：10,000円） 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 
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５６ページ。 

 

このページでは、軽度中等度難聴児補聴器購入費等補助と、人工内耳用電池購入費補助について掲載しています。 

 

2. 軽度中等度難聴児補聴器購入費等補助。 

身体障害者手帳交付の対象とならない軽度および中等度難聴児に対して、言語の習得や社会性の向上を図るために、

補聴器の購入費を補助します。購入前に申請が必要です。 

対象者は、次の要件の全てに該当するかたです。 

１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にあるかた。 

両耳の聴力レベルが、原則として３０デシベル以上７０デシベル未満で身体障害者手帳交付の対象とならないかた。 

ただし、市民税所得割４６万円以上の方がいる場合、補助金交付対象外となります。 

 

新たに補聴器を購入する経費と、補聴器を更新する経費が対象です。補聴器を更新する場合は、原則、５年の耐用年

数を経過していることが必要となります。 

補助額は補聴器の種類ごとに設定されている基準価格と補聴器購入費を比較して低い方の３分の２です。 

ただし１０００円未満のがくは切捨てとなります。 

 

申請は、次の書類を持参のうえ、福祉課、または、ふくし総合窓口でお手続きください。 

指定医師の診断書。見積書。マイナンバーの分かるものと本人確認書類。 

 

軽度中等度難聴児補聴器購入費等補助についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

3. 人工内耳用電池購入費補助。 

人工内耳を装用する障がい児に対して、障がい児の聴覚、言語の発達支援及び経済的な負担の軽減を図るために、人

工内耳用電池の購入費用を補助します。 

対象者は、次の要件の全てに該当する方です。 

１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にあるかた。 

聴覚障がいで身体障害者手帳の交付を受けているかたのうち、人工内耳を装用しているかた。 

 

補助は、人工内耳用の空気電池、乾電池又は充電池の購入費用が対象です。 

補助額は、電池の購入に要した額について、１００００円を上限として、助成します。 

ただし、助成は、１年度につき１回に限ります。 

 

人工内耳用電池購入費補助についてのお問い合わせは、南砺市福祉課障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（２）軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助               

身体障害者手帳交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得や社会

性の向上を図るために、補聴器の購入費を補助します。購入前の申請が必要です。 

 

●対象者・・・以下の要件の全てに該当する方 

（１）１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある方 

（２）両耳の聴力レベルが、原則として３０ｄＢ以上７０ｄＢ未満で 

身体障害者手帳交付の対象とならない方（補装具費の支給の対象とならない方） 

  ※ただし市民税所得割 46万円以上の方がいる場合、補助金交付対象外となります。 

 
●対象経費 

（１）新たに補聴器を購入する経費 

  （２）耐用年数（補聴システムを除いて、原則 5年）経過後に補聴器を更新する経費 

 
●補助額・・・補聴器購入費の３分の２、ただし 1,000円未満切捨。 

（補聴器の種類ごとに基準価格があります。） 

 
 ●申請に必要なもの 

  ①指定医師の診断書 

  ②見積書 

  ③マイナンバーの分かるものと本人確認書類 

 

 

 

（３）人工内耳用電池購入費補助                     

人工内耳を装用する障がい児に対して、障がい児の聴覚、言語の発達支援及び経済的な

負担の軽減を図るために、人工内耳用電池の購入費用を補助します。 

 

●対象者・・・以下の要件の全てに該当する方 

（１）１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある方 

（２）身体障害者手帳（聴覚障がい）の交付を受けている方で、 

人工内耳を装用している方 
 

●対象経費・・・人工内耳用の空気電池、乾電池又は充電池の購入費用 

 

●補助額・・・１年度につき１回限り、電池の購入に要した額（限度額：10,000円） 

 

  

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

お問い合わせ 南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

（４）車椅子の貸し出し                         

一時的に必要な方に短期間の貸出しを行っています。身体障害者手帳を持たない方に

もお貸ししています。在庫の有無を事前に電話でご確認ください。 

 

 

 

（５）身体障害者補助犬の育成                      

視覚障がい、肢体不自由又は聴覚障がいにより、日常生活に著しい障がいのある身体障

がい者の自立と就労等社会活動への参加を促進するため、盲導犬・介助犬・聴導犬を育成

し、貸与します。 

 

 

 

 

 

（６）点字図書館                            

点字・録音資料の製作・閲覧・貸出し等を行っています。 

 

 

 

（７）障がい者のための就職援助                     

就労を目指す障がい者を対象に、相談や職業訓練を行っています。訓練期間中の生活の

安定を図ることを目的とした基本手当、技能習得手当等が支給される場合があります。 

障がい者を雇用する事業主に対して、障害者試行雇用（トライアル雇用）、職場適応援

助者（ジョブコーチ）による支援、職場適応訓練、各種助成金等の支援制度があります。  

 

 

 

（８）駐車禁止の除外指定                        

障がい者の方自らが運転する場合または家族などの運転に同乗する場合に、駐車禁止

の対象から除外される場合があります。詳細は、警察署にご確認ください。 
 

●対象者  身体障害者手帳をお持ちの方で、歩行が困難な方 

  

お問い合わせ 南砺市社会福祉協議会  TEL：0763‐82‐0906 

お問い合わせ  

介助犬・聴導犬…富山県 障害福祉課  TEL：076‐444‐3213 

盲導犬…富山県視覚障害者協会 TEL：076‐425‐6761 

 

お問い合わせ 富山県視覚障害者協会  TEL：076‐425‐6761 

お問い合わせ 砺波公共職業安定所（ハローワーク砺波） TEL：0763‐32‐2914 

お問い合わせ 南砺警察署  TEL：0763‐52‐0110 
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５７ページ。 

このページでは、車椅子の貸し出し、身体障害者補助犬の育成、点字図書館、障がい者のための就職援助、駐車禁止の除

外指定について掲載しています。 

 

4. 車いすの貸し出し。 

一時的に車椅子が必要なかたに、短期間の貸し出しをおこないます。身体障害者手帳をお持ちでないかたでも貸し出

しできます。台数に限りがあります。事前に、ご確認ください。 

 

車いすの貸し出しについてのお問い合わせは、南砺市社会福祉協議会が窓口です。 

電話番号は、０７６３－８２－０９０６です。 

 

5. 身体障害者補助犬の育成。 

視覚障がい、肢体不自由又は聴覚障がいにより、日常生活に著しい障がいのある身体障がい者の自立と就労等社会活

動への参加を促進するため、盲導犬・介助犬・聴導犬を育成し、貸与します。 

 

介助犬および聴導犬についてのお問い合わせは、富山県障害福祉課が窓口です。 

電話番号は、０７６－４４４－３２１３です。 

盲導犬についてのお問い合わせは、富山県視覚障害者協会が窓口です。 

電話番号は、０７６－４２５－６７６１です。 

 

6. 点字図書館。 

点字・録音資料の製作・閲覧・貸出し等を行っています。 

 

点字図書館についてのお問い合わせは、富山県視覚障害者協会が窓口です。 

電話番号は、０７６－４２５－６７６１です。 

 

7. 障害者のための就職援助。 

就労を目指す障害者を対象に、相談や、職業訓練をおこなっています。訓練期間中の生活の安定を図ることを目的と

した基本手当や、技能習得手当などが支給される場合があります。また、障害者を雇用する事業主に対しても各種助

成金などの支援制度があります。 

 

障害者のための就職援助についてのお問い合わせ先は、ハローワーク砺波が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３２－２９１４です。 

8. 駐車禁止の除外指定 

障害者のかたが自ら運転する場合や、家族などの運転に同情する場合に、駐車禁止の対象から除外される場合があり

ます。 

駐車禁止の除外指定についてのお問い合わせ先は、南砺警察署が窓口です。 

電話番号は、０７６３－５２－０１１０です。 



（９）電話リレーサービス                        

電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難のある人（きこえない人）と、きこえる人（聴

覚障がい者等以外の人）との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」

を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。きこえ

ない人が利用する場合には、事前登録が必要です。 

  

●利用料金（通話料） 

  利用には、月額料あり、月額料なしのいずれかの料金体系をお選びください。 

 月額料 通話料（固定電話着） 通話料（携帯電話着） 

月額料なし 

プラン 
無料 

16.5 円/分 

税抜き 15 円 

44円/分 

税抜き 40 円 

月額料あり 

プラン 

178.2 円/月 

税抜き 162 円 

5.5 円/分 

税抜き 5 円 

33円/分 

税抜き 30 円 

※緊急通報、フリーダイヤルは無料です。ナビダイヤル（0570）はプランに関わらず 30円/分です。 

※通話料は発信にかかるものです。「通訳」および「音声を文字にする」料金の負担はありません。 

 

（１０）文字表示電話サービス（ヨメテル）                

令和 7年 1月より、これまでの電話リレーサービスに加え、利用者が自身の声で相手先

に伝え、相手先の声を文字で読むことを可能にする「文字表示電話サービス（ヨメテル）」

が開始となりました。このサービスは、難聴や中途失聴などにより、自分の声で話すこと

とはできるが、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人の電話によるコミュニケ

ーションを実現するものです。きこえにくい人がヨメテルを利用するには事前登録が必

要です。 

 

●利用料金（通話料） 

  電話リレーサービスの利用料金をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ  

①総務省（電気通信消費者相談センター） TEL：03‐5253‐5900 

②電話リレーサービス・カスタマーセンター 

メール/手話・文字チャット：https://www.nftrs.or.jp/contact/ 

TEL：03‐6275‐0912  FAX：03‐6275‐0913 

③ヨメテル・カスタマーセンター 

 メール/文字チャット/ビデオ通話：https://www.yometel.jp/contact 

  TEL：0120‐328‐123 
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５８ページ。 

 

このページでは、電話リレーサービス、文字表示電話サービスについて掲載しています。 

 

9. 電話リレーサービス。 

電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難のある人と、聴覚障がい者等以外の人との会話を通訳オペレータが手話ま

たは文字と音声を通訳することにより、電話で即時、双方向につながることができるサービスです。きこえない人が

利用する場合には、事前登録が必要です。 

利用には、月額料なしプランまたは、月額料ありプランのいずれかをお選びください。 

 

電話リレーサービスについてのお問い合わせ先は、総務省、電気通信消費者相談センターが窓口です。 

電話番号は、０３-５２５３－５９００です。 

 

また、電話リレーサービスカスタマーセンターもご利用いただけます。 

電話番号は、０３－６２７５－０９１２です。 

 

10. 文字表示電話サービス、通称ヨメテル。 

令和 7年 1月より、これまでの電話リレーサービスに加え、利用者が自身の声で相手先に伝え、相手先の声を文字で

読むことを可能にする、文字表示電話サービス、通称、ヨメテル、が開始となりました。このサービスは、難聴や中

途失聴などにより、自分の声で話すことはできるが、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人の電話によるコ

ミュニケーションを実現するものです。きこえにくい人がヨメテルを利用するには事前登録が必要です。 

利用には、月額料なしプランまたは、月額料ありプランのいずれかをお選びください。 

 

文字表示電話サービスについてのお問い合わせ先は、総務省、電気通信消費者相談センターが窓口です。 

電話番号は、０３-５２５３－５９００です。 

 

また、ヨメテルカスタマーセンターもご利用いただけます。 

電話番号は、０１２０－３２８－１２３です。 

  



（９）電話リレーサービス                        

電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難のある人（きこえない人）と、きこえる人（聴

覚障がい者等以外の人）との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」

を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。きこえ

ない人が利用する場合には、事前登録が必要です。 

  

●利用料金（通話料） 

  利用には、月額料あり、月額料なしのいずれかの料金体系をお選びください。 

 月額料 通話料（固定電話着） 通話料（携帯電話着） 

月額料なし 

プラン 
無料 

16.5 円/分 

税抜き 15 円 

44円/分 

税抜き 40 円 

月額料あり 

プラン 

178.2 円/月 

税抜き 162 円 

5.5 円/分 

税抜き 5 円 

33円/分 

税抜き 30 円 

※緊急通報、フリーダイヤルは無料です。ナビダイヤル（0570）はプランに関わらず 30円/分です。 

※通話料は発信にかかるものです。「通訳」および「音声を文字にする」料金の負担はありません。 

 

（１０）文字表示電話サービス（ヨメテル）                

令和 7年 1月より、これまでの電話リレーサービスに加え、利用者が自身の声で相手先

に伝え、相手先の声を文字で読むことを可能にする「文字表示電話サービス（ヨメテル）」

が開始となりました。このサービスは、難聴や中途失聴などにより、自分の声で話すこと

とはできるが、電話で相手先の声が聞こえにくいことがある人の電話によるコミュニケ

ーションを実現するものです。きこえにくい人がヨメテルを利用するには事前登録が必

要です。 

 

●利用料金（通話料） 

  電話リレーサービスの利用料金をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ  

①総務省（電気通信消費者相談センター） TEL：03‐5253‐5900 

②電話リレーサービス・カスタマーセンター 

メール/手話・文字チャット：https://www.nftrs.or.jp/contact/ 

TEL：03‐6275‐0912  FAX：03‐6275‐0913 

③ヨメテル・カスタマーセンター 

 メール/文字チャット/ビデオ通話：https://www.yometel.jp/contact 

  TEL：0120‐328‐123 

（１１）ネット１１９                          

NET１１９緊急通報システムを用いること

で、聴覚や発話等に障がいのある方が携帯

電話・スマートフォンを使い、素早く通報するこ

とが可能です。 

 

 

 

 

ご利用には、事前登録が必要です。申請書は、お近くの消防署、市役所、または砺波地域消

防組合消防本部のホームページからダウンロード可能です。申請書兼同意書及び登録する携

帯電話・スマートフォンをご持参し、砺波地域消防組合消防本部窓口まで申請ください。 

 

 

 

（１２）南砺市避難行動要支援者登録                   

災害が発生した時など、一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯、障がいのある方など、

避難に手助け（援護）を必要とする方に対して、管内消防署、管内警察署、地域づくり

協議会（自主防災組織）、自治会・町内会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、その

他避難支援等の実施に携わる関係者など、地域が連携して支援をしていく仕組みです。 

地域における支援を希望され、支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係

者に提供することに同意される方の名簿への登録を行います。なお、この情報は目的以

外のことには一切使用しません。 

毎年４月１日の基準日で新たに対象となった方等に登録申請書を福祉課から郵送して

います。既に登録申請をされている方には、登録現況票にて登録内容の確認をお願いし

ています。  

○対象者（施設・病院に入所入院されている方は対象になりません。） 

（１）ひとり暮らしの高齢者（７５歳以上） 

（２）高齢者のみの世帯（７５歳以上） 

（３）介護保険要介護３以上の方 

（４）障がいのある方  

 

 

（５）難病患者の方(特定疾患医療受給者証の交付を受けている方) 

（６）上記以外でその他支援が必要な方  

●対象者 

砺波市、小矢部市、南砺市内に在住、又は 

在勤・在学で音声による通報が困難な方 

①身体障害者手帳：１・２級の方（障害部位問わず） 

下肢・体幹機能障がい３級の方 

②精神障害者保健福祉手帳：１級の方 

③療育手帳：Ａの方 

お問い合わせ 砺波地域消防組合消防本部 TEL：0763‐32‐4957 

 

お問い合わせ 南砺市福祉課（社会福祉係） TEL：0763‐23‐2009 
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５９ページ。 

 

このページでは、ネット１１９、南砺市避難行動要支援者登録について掲載しています。 

 

11. ネット１１９． 

南砺市、砺波市、小矢部市に在住、または、お仕事や学校で通われている聴覚や発話などに障がいのあるかたが、携

帯電話、スマートフォンを使い、素早く通報することが可能です。 

ご利用の際は事前登録が必要となります。 

 

ネット１１９についてのお問い合わせは、砺波地域消防組合消防本部が窓口です。 

電話番号は、０７６３－３２－４９５７です。 

 

12. 南砺市避難行動要支援者登録。 

災害が発生した時など、一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯、障がいのあるかたなど、避難に手助けを必要とする

かたに対して、管内消防署、管内警察署、地域づくり協議会、自治会・町内会、民生委員・児童委員、社会福祉協議

会、その他避難支援等の実施に携わる関係者など、地域が連携して支援をしていく仕組みです。 

地域における支援を希望され、支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係者に提供することに同意される

かたの名簿への登録を行います。なお、この情報は目的以外のことには一切使用しません。 

毎年４月１日の基準日で新たに対象となったかたなどに登録申請書を福祉課から郵送しています。既に登録申請をさ

れているかたには、登録現況票にて登録内容の確認をお願いしています。 

 

対象者は次のとおりです。施設・病院に入所・入院されているかたは対象になりません。 

ひとり暮らしの７５歳以上の高齢者。７５歳以上の高齢者のみの世帯。介護保険要介護３以上のかた。身体障害者手

帳１級又は２級のかた。下肢機能、体幹機能の障がいで３級以上のかた。精神障害者保健福祉手帳で１級以上のかた。

療育手帳Ａのかた。特定疾患医療受給者証の交付を受けている難病患者のかた。その他支援が必要なかた。 

 

南砺市避難行動要支援者登録についてのお問い合わせは、南砺市福祉課、社会福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１３）福祉避難所                           

福祉避難所とは、災害時の避難者のうち、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱

者等、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難所です。 

 居宅や避難所において生活することが困難な場合は、指定された福祉避難所（高齢者

施設、障がい者施設）への緊急避難を行います。 

現在、南砺市では、福祉避難所として１２箇所の施設と協定を締結しています。 
 

地域 施設名 所在地・電話番号 等 

城端 特別養護老人ホーム きらら 
南砺市理休 247番地 1 

TEL 0763－62－2323 

城端 介護老人保健施設 城端うらら 
南砺市理休 270番地 

TEL 0763－62－8111 

井波 特別養護老人ホーム いなみ 
南砺市井波 1310番地 1 

TEL 0763－82－7040 

井波 マーシ園 八乙女 
南砺市谷 142番地 

TEL 0763－82－0490 

井波 マーシ園 ホーム風の谷 
南砺市谷 180番地 3 

TEL 0763－82－1173 

井波 養護老人ホーム 楽寿荘 
南砺市井波 2200番地 

TEL 0763－82－2003 

井口 障害者支援施設 花椿 
南砺市蛇喰 1302番地 

TEL 0763－64－8880 

福野 特別養護老人ホーム 福寿園 
南砺市松原 678番地 1 

TEL 0763－22－3556 

福野 マーシ園 ホームふくの実 
南砺市福野 1736番地 1 

TEL 0763－55－6702 

福野 ホーム柴田屋 
南砺市柴田屋 105番地 5 

TEL 0763－22－1089 

福光 特別養護老人ホーム やすらぎ 
南砺市天池 1570番地 

TEL 0763－52－6166 

福光 介護老人保健施設 葵の園・なんと 
南砺市天池字二番野島 1555番地 3 

TEL 0763－52‐0050 

 

 
お問い合わせ 南砺市福祉課（社会福祉係） TEL：0763‐23‐2009 
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６０ページ。 

 

このページでは、福祉避難所について掲載しています。 

 

1. 福祉避難所。 

福祉避難所とは、災害時の避難者のうち、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、避難所生活において何ら

かの特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難所です。居宅や避難所において生活することが困難な場合は、指定

された福祉避難所への緊急避難を行います。現在、南砺市では、福祉避難所として１１箇所の施設と協定を締結して

います。 

協定を結んでいる施設は次のとおりです。 

 

城端地域。 

特別養護老人ホーム きらら。 

介護老人保健施設 じょうはな うらら。 

井波地域。 

特別養護老人ホーム いなみ。 

マーシ園 やおとめ。 

マーシ園 ホームかぜの谷。 

養護老人ホーム 楽寿荘。 

いのくち地域。 

障害者支援施設 花椿。 

福野地域。 

特別養護老人ホーム 福寿園。 

マーシ園 ホームふくのみ。 

ホーム柴田屋。 

福光地域。 

特別養護老人ホーム やすらぎ。 

介護老人保健施設 葵の園・なんと。 

 

福祉避難所についてのお問い合わせは、南砺市福祉課、社会福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

 



（１３）福祉避難所                           

福祉避難所とは、災害時の避難者のうち、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱

者等、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方を受け入れる避難所です。 

 居宅や避難所において生活することが困難な場合は、指定された福祉避難所（高齢者

施設、障がい者施設）への緊急避難を行います。 

現在、南砺市では、福祉避難所として１２箇所の施設と協定を締結しています。 
 

地域 施設名 所在地・電話番号 等 

城端 特別養護老人ホーム きらら 
南砺市理休 247番地 1 

TEL 0763－62－2323 

城端 介護老人保健施設 城端うらら 
南砺市理休 270番地 

TEL 0763－62－8111 

井波 特別養護老人ホーム いなみ 
南砺市井波 1310番地 1 

TEL 0763－82－7040 

井波 マーシ園 八乙女 
南砺市谷 142番地 

TEL 0763－82－0490 

井波 マーシ園 ホーム風の谷 
南砺市谷 180番地 3 

TEL 0763－82－1173 

井波 養護老人ホーム 楽寿荘 
南砺市井波 2200番地 

TEL 0763－82－2003 

井口 障害者支援施設 花椿 
南砺市蛇喰 1302番地 

TEL 0763－64－8880 

福野 特別養護老人ホーム 福寿園 
南砺市松原 678番地 1 

TEL 0763－22－3556 

福野 マーシ園 ホームふくの実 
南砺市福野 1736番地 1 

TEL 0763－55－6702 

福野 ホーム柴田屋 
南砺市柴田屋 105番地 5 

TEL 0763－22－1089 

福光 特別養護老人ホーム やすらぎ 
南砺市天池 1570番地 

TEL 0763－52－6166 

福光 介護老人保健施設 葵の園・なんと 
南砺市天池字二番野島 1555番地 3 

TEL 0763－52‐0050 

 

 
お問い合わせ 南砺市福祉課（社会福祉係） TEL：0763‐23‐2009 

（１４）富山県ゆずりあいパーキング利用証制度（障害者等専用駐車場）   

歩行の困難な方が障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業

施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。制度対象者であることを示す利用証

を発行します。 

区分 対象要件 確認書類 

身
体
障
が
い
者 

視覚障がい 

身体障害者手帳 

１級～４級の方 

身体障害者手帳 

聴覚障がい １級～３級の方 

平衡機能障がい １級～５級の方 

肢

体

不

自

由 

上肢 １級・２級の方 

下肢 １級～６級の方 

体幹 １級～５級の方 

脳原性運動

機能障がい 

上肢機能 １級・２級の方 

移動機能 １級～６級の方 

心臓機能障がい １級～４級の方 

じん臓機能障がい １級～４級の方 

呼吸器機能障がい １級～４級の方 

ぼうこう又は 

直腸機能障がい 
１級～４級の方 

小腸機能障がい １級～４級の方 

肝臓機能障がい １級～４級の方 

HIV による免疫機能障がい １級～４級の方 

知的機能障がい 療育手帳程度Ａの方 療育手帳 

精神障がい 精神障害者保健福祉手帳１級・２級の方 
精神障害者 

保健福祉手帳 

難病患者 

特定医療費（指定難病）受給者 

特定疾患医療受給者 

小児慢性特定疾病医療受給者 

受給者証 

高齢者等 
介護保険の要介護状態区分が 

要介護１～５の方 

介護保険 

被保険者証 

妊産婦 

母子健康手帳を取得してから産後 1 年までの方 

多胎の場合、母子健康手帳を取得してから産後 

３年までの方 

母子健康手帳 

その他 
けが又は病気等により歩行が困難で 

あることが診断書等により確認できる方 
医師の診断書 

 
 ●申請窓口 

  ①地域包括ケアセンター      南砺市北川 166番地１ 

  ②ふくし総合窓口         南砺市荒木 1550番地 

  ③福光保健センター（妊産婦のみ） 南砺市梅野 2007番地（公立南砺中央病院 3階） 

 

 

 

お問い合わせ 富山県厚生部厚生企画課  TEL：076‐444‐3197 
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６１ページ。 

 

このページでは、富山県ゆずりあいパーキング利用証制度について掲載しています。 

 

14. 富山県ゆずりあいパーキング利用証制度。 

歩行の困難なかたが障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・

表示していただきます。制度対象者であることを示す利用証を発行します。 

 

障がいの等級などの条件によっては、対象とならない場合があります。 

詳しくは、南砺市福祉課までお問い合わせください。電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

 

また、申請をご希望のかたは、次のいずれかの窓口でご申請ください。 

１つ目。南砺市地域包括ケアセンター。 

２つ目。ふくし総合窓口。 

３つ目。福光保健センター。福光保健センターは、妊産婦のかたの受付のみ可能です。 

 

富山県ゆずりあいパーキング利用証制度についてのお問い合わせは、富山県厚生部厚生企画課が窓口です。 

電話番号は、０７６－４４４－３１９７です。 

  



（１５）成年後見制度                          

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な

方を法律面や生活面（財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続き等）で保護

したり、支援したりする制度です。 

 

●申立てできる方 

本人、配偶者、四親等以内の親族等 

※申立てを行う親族等がいないなどの理由により、申立てができない場合は、 

必要に応じて市長が申立てを行うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

（１６）成年後見制度利用支援事業                    

成年後見制度の利用に当たって、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に

代わり市長が申立てを行います。市長申立てに必要な経費や、審判申立に要する費用及

び、成年後見人等への報酬について、負担できないと認められる高齢者、知的障がい者、

精神障がい者について、経費の一部を市が助成しています。 

  

◎成年後見に関する相談や問い合わせ先 
 

 ・呉西地区成年後見センター 

  住所：高岡市清水町１‐７‐３０  

高岡市社会福祉協議会館２階 

  TEL：0766‐92‐0810 

  FAX：0766‐26‐2379 

  受付時間：月～金曜日 8：30～17：15 

（祝日、年末年始はお休みです。） 

   ※市民後見人の研修も行っています。 

 

 

 

 ・特定非営利活動法人 となみ野後見福祉会 

   住所：小矢部市綾子５５９６番地 

   TEL：0766‐68‐3828 

   FAX：0766‐73‐7772 

   ※市民後見人の研修も行っています。 

お問い合わせ  

・障がいによるもの・・・南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

・高齢によるもの・・・・南砺市地域包括ケア課（地域包括支援センター） 

TEL：0763‐23‐2034 
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６２ページ。 

 

このページでは、成年後見制度、成年後見制度利用支援事業について掲載しています。 

 

15. 成年後見制度。 

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分なかたを、法律面や、 

財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続きなどといった生活面で保護したり、支援したりする制度です。

制度の利用には、申し立てが必要です。 

申立てできるかたは、本人、配偶者、四親等以内の親族などです。ただし、申立てを行う親族がいないなどの理由に

より、申立てができない場合は、必要に応じて市長が申立てを行うこともできます。 

 

成年後見制度に関する相談先は、次のとおりです。 

ごせい地区成年後見センター。 

電話番号は、０７６６－９２－０８１０です。 

 

特定非営利活動法人となみの後見福祉会。 

電話番号は、０７６６－６８－３８２８です。 

 

成年後見制度についてのお問い合わせ先は、次のとおりです。 

障がいに関するものは、南砺市福祉課、障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

高齢によるものは、南砺市地域包括ケア課、地域包括支援センターが窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２０３４です。 

 

16. 成年後見制度利用支援事業。 

成年後見制度の利用に当たって、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に代わり市長が申立てを行いま

す。市長申立てに必要な経費や、審判申立に要する費用及び、成年後見人等への報酬について、負担できないと認め

られる高齢者、知的障がい者、精神障がい者について、経費の一部を市が助成しています。 

 

成年後見制度利用支援事業についてのお問い合わせは、南砺市福祉課、障害福祉係が窓口です。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 

  



（１５）成年後見制度                          

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な

方を法律面や生活面（財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続き等）で保護

したり、支援したりする制度です。 

 

●申立てできる方 

本人、配偶者、四親等以内の親族等 

※申立てを行う親族等がいないなどの理由により、申立てができない場合は、 

必要に応じて市長が申立てを行うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

（１６）成年後見制度利用支援事業                    

成年後見制度の利用に当たって、身寄りがなく申立てをする親族がいない場合、親族に

代わり市長が申立てを行います。市長申立てに必要な経費や、審判申立に要する費用及

び、成年後見人等への報酬について、負担できないと認められる高齢者、知的障がい者、

精神障がい者について、経費の一部を市が助成しています。 

  

◎成年後見に関する相談や問い合わせ先 
 

 ・呉西地区成年後見センター 

  住所：高岡市清水町１‐７‐３０  

高岡市社会福祉協議会館２階 

  TEL：0766‐92‐0810 

  FAX：0766‐26‐2379 

  受付時間：月～金曜日 8：30～17：15 

（祝日、年末年始はお休みです。） 

   ※市民後見人の研修も行っています。 

 

 

 

 ・特定非営利活動法人 となみ野後見福祉会 

   住所：小矢部市綾子５５９６番地 

   TEL：0766‐68‐3828 

   FAX：0766‐73‐7772 

   ※市民後見人の研修も行っています。 

お問い合わせ  

・障がいによるもの・・・南砺市福祉課（障害福祉係）  TEL：0763‐23‐2009 

・高齢によるもの・・・・南砺市地域包括ケア課（地域包括支援センター） 

TEL：0763‐23‐2034 

（１）障がいに関するマークについて                   

身体障害者標識

 

肢体不自由を理由に免

許に条件が付されてい

る方が運転する車に表

示するマーク。 

聴覚障害者標識 

 

聴覚障がいを理由に免

許に条件が付されてい

る方が運転する車に表

示するマーク。 

障がい者のための 

国際シンボルマーク 

 

障がい者が利用できる

建物、施設であることを

表す世界共通シンボル

マーク。 

視覚障がい者のための 

国際シンボルマーク 

 

信号機や点字郵便物・書籍な

どで身近に見かけられる視

覚障がい者のための世界共

通シンボルマーク。 

耳マーク 

 

聞こえが不自由なこと

を表す、国内で使用され

ているマークです。 

ほじょ犬マーク 

 

補助犬などの身体障が

い者補助犬同伴を啓発

するマーク。 

オストメイトマーク 

 

人工肛門・人工膀胱を造

設している方（オストメ

イト）のための設備があ

ることを表すマーク。 

ハートプラスマーク 

 

「身体内部（心臓、呼吸

機能、じん臓、ぼうこう・

直腸、小腸、肝臓、免疫

機能）に障がいがある

方」を表しています。 

障害者雇用支援マーク 

 

障がい者の在宅就労支

援などを認めた企業、

団体に対して付与され

る認定マーク。 

白杖 SOSシグナル 

普及啓発シンボルマーク 

 

視覚障がい者が困った

時に周囲の人にサポー

トを求めるシグナルを

表すシンボルマーク。 

手話マーク、筆談マーク 

 

手話を必要としている人

を対象としたマーク。 

 

筆談を必要としている人

を対象としたマーク。 

ヘルプマーク 

 

外見から分からなくても

援助や配慮を必要として

いる方が、周囲の方に配

慮を必要としていること

を知らせるマーク。 

 

参考資料
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６３ページ。 

 

このページでは、障がいに関するマークについて掲載しています。 

 

障がい者に関するマークには、主に次のようなものがあります。 

身体障害者標識。 

聴覚障害者標識。 

障害者のための国際シンボルマーク。 

盲人のための国際シンボルマーク。 

耳マーク。 

ほじょけんマーク。 

オストメイトマーク。 

ハートプラスマーク。 

障害者雇用支援マーク。 

ハクジョウ SOSシグナル普及啓発シンボルマーク。 

手話マーク。 

筆談マーク。 

ヘルプマーク。 

 

概要については、福祉課障害福祉係にお問い合わせください。 

電話番号は、０７６３－２３－２００９です。 



令和７年４月１日現在

砺波圏域障害者基幹相談支援センター作成

○基幹相談支援事業者　(地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的な相談業務を関係機関との連携を図りながら行います）

事業所名 事業所所在地 運営主体

砺波圏域障害者基幹相談支援センター
〒939-1386 砺波市幸町1-7
          　　　 (富山県砺波総合庁舎内)

TEL  0763-33-6252 FAX 0763-33-6275 社会福祉法人　渓明会

○指定一般相談支援事業者　(総合的な相談、入所施設等からの地域移行の支援、居宅で生活している障害者の対応等の相談支援を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

障がい者サポートセンターきらり
〒939-1386 砺波市幸町1-7
    　　　       (富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552 FAX 0763-55-6625 社会福祉法人　渓明会

地域活動支援センターとなみ野 〒939-1379 砺波市出町中央13-1 TEL 0763-23-6540 FAX 0763-23-6541 社会福祉法人　たびだちの会

地域活動支援センターひまわり 〒932-0836 小矢部市埴生1476 TEL 0766-67-7340 FAX 0766-67-7341 社会福祉法人　黎明の郷

わくわく小矢部相談支援事業所 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

相談支援センターあい 〒939-1531 南砺市院林82-1 TEL 0763-22-3535 FAX 0763-22-3350 社会福祉法人　マーシ園

事業所名 事業所所在地 運営主体 者 児

障がい者サポートセンターきらり
〒939-1386 砺波市幸町1-7
       　　　    (富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552 FAX 0763-55-6625 社会福祉法人　渓明会 ○ ○

地域活動支援センターとなみ野 〒939-1379 砺波市出町中央13-1 TEL 0763-23-6540 FAX 0763-23-6541 社会福祉法人　たびだちの会 ○ ○

聚楽サンガ：休止中 〒939-1348 砺波市東中171 TEL 0763-32-1882 FAX 0763-32-1892 宗教法人  善福寺 ○ ○

地域生活支援センターすまいる 〒932-0833 小矢部市綾子5596 TEL 0766-68-3820 FAX 0766-68-3821 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 ○

地域活動支援センターひまわり 〒932-0836 小矢部市埴生1476 TEL 0766-67-7340 FAX 0766-67-7341 社会福祉法人　黎明の郷 ○ ○

わくわく小矢部相談支援事業所 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

○ ○

相談支援センターあい 〒939-1531 南砺市院林82-1 TEL 0763-22-3535 FAX 0763-22-3350 社会福祉法人　マーシ園 ○ ○

わらび学園 〒939-1561 南砺市福野87-8 TEL 0763-22-6055 FAX 0763-22-6011 社会福祉法人　わらび学園 ○

○居宅介護・重度訪問介護　　(自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います) :重度訪問介護

事業所名 事業所所在地 運営主体

ニチイケアセンター砺波 〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12 TEL 0763-34-7261 FAX 0763-34-7263 株式会社  ニチイ学館

ニチイケアセンター石丸 〒939-1301 砺波市石丸401 TEL 0763-34-1020 FAX 0763-34-1021 株式会社  ニチイ学館

ニチイケアセンター庄川 〒932-0315 砺波市庄川町示野121 TEL 0763-82-8588 FAX 0763-82-2042 株式会社  ニチイ学館

砺波市ヘルパーステーション 〒939-1398 砺波市栄町7-3 TEL 0763-33-1111 FAX 0763-33-7622 砺波市(高齢介護課)

ものがたりホームヘルパーステーション 〒939-1315 砺波市太田1382 TEL 0763-55-6200 FAX 0763-34-0103 医療法人社団　ナラティブホーム

ＪＡいなば福祉支援センター 〒932-0102 小矢部市水島680 TEL 0766-61-3737 FAX 0766-61-2276 いなば農業協同組合

小矢部市社協ホームヘルプセンター 〒932-0821 小矢部市鷲島15 TEL 0766-67-8613 FAX 0766-67-4896
社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

南砺市井波ホームヘルプステーション 〒932-0211 南砺市井波938 TEL 0763-82-0524 FAX 0763-82-7776 南砺市(地域包括ケア課)

マーシ園ヘルパーステーション 〒939-1507 南砺市二日町1331-45 TEL 0763-55-6702 FAX 0763-55-6362 社会福祉法人　マーシ園

旅川ホームヘルプサービス事業所 〒939-1531 南砺市院林92-1 TEL 0763-22-6548 FAX 0763-22-7569 社会福祉法人　福寿会

ニチイケアセンター南砺 〒939-1624 南砺市八幡13-1 TEL 0763-52-8086 FAX 0763-52-1716 株式会社  ニチイ学館

ニチイケアセンター福野
〒939-1576 南砺市やかた105
          　　　 FCCﾋﾞﾙ1F

TEL 0763-22-8003 FAX 0763-22-3305 株式会社  ニチイ学館

ふく満ホームヘルプサービス事業所 〒939-1662 南砺市福光1045 TEL 0763-53-0055 FAX 0763-53-1131 社会福祉法人　福寿会

ＪＡ福光ふれあいセンター 〒939-1662 南砺市福光1192 TEL 0763-52-2621 FAX 0763-52-8760 福光農業協同組合

となみケアサービス 〒939-1844 南砺市野口191-1 TEL 0763-62-3777 FAX 0763-62-3774 (株)キャリアマッチングシステム富山

【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション 〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313 TEL 0763-68-2316 FAX 0763-68-2866
社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

× × 南

【基】契約市

事業所連絡先

事業所連絡先

○指定特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者
(総合的な相談、障害福祉サービス等の利用に関するサービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成などの相談支援を行います)

事業所連絡先

事業所連絡先

障害福祉サービス事業者一覧（砺波市・小矢部市・南砺市）

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

− 64 −



○同行援護　(重度の視覚障害者の人が外出するときに、移動に必要な情報の提供や移動の支援、排せつ、食事の介護等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

ニチイケアセンター砺波 〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12 TEL 0763-34-7261 FAX 0763-34-7263 株式会社  ニチイ学館

マーシ園ヘルパーステーション 〒939-1507 南砺市二日町1331-45 TEL 0763-55-6702 FAX 0763-55-6362 社会福祉法人　マーシ園

ふく満ホームヘルプサービス事業所 〒939-1662 南砺市福光1045 TEL 0763-53-0055 FAX 0763-53-1131 社会福祉法人　福寿会

○行動援護　(自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション 〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313 TEL 0763-68-2316 FAX 0763-68-2866
社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

× × 南

○障害児等療育支援事業　(障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図ります)

事業所名 事業所所在地 運営主体

障がい者サポートセンターきらり
〒939-1386 砺波市幸町1-7
         　　　  (富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552 FAX 0763-55-6625 社会福祉法人　渓明会

○児童発達支援　(障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

オンライン砺波A(旧オンライン２．０)
〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
           　　　太郎丸ｽｸｴｱC号室

TEL 0763-55-6490 FAX 0763-55-6472 株式会社  マルチビジョン

つくしの家となみ 〒932-0314 砺波市庄川町青島645 TEL 0763-23-4265 FAX 0763-23-4267 株式会社　つくし工房

【基】デイサービスしょうずんだ 〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 TEL 0763-82-7667 FAX 0763-82-7668 ＮＰＯ法人　まま × 小 南

【基】砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461 TEL 0763-37-2280 FAX 0763-37-2281 労働者協同組合労協センター事業団 砺 × ×

AIJYU松沢 〒932-0821 小矢部市鷲島173-1 TEL 0766-68-0182 FAX 0766-68-2173 株式会社 　ドリーム愛寿

【基】デイサービスわくわく小矢部 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

× 小 南

わらび学園 〒939-1561 南砺市福野87-8 TEL 0763-22-6055 FAX 0763-22-6011 社会福祉法人　わらび学園

ステップ・バイ・ステップ福光店 〒939-1732 南砺市荒木1333-1 TEL 0763-58-5789 FAX 0763-58-5779 株式会社　サード・プレイス

○放課後等デイサービス　(就学している障害児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

放課後等デイサービス事業所
きっずるーむクローバー

〒939-1312 砺波市東開発247-4 TEL 0763-58-5540 FAX 0763-58-5540 社会福祉法人　渓明会

ここいろ
〒939-1355 砺波市杉木4丁目75
           　　　74ﾋﾞﾙ2号室

TEL 0763-58-5365 FAX 0763-58-5366 合同会社  燈

つくしの家となみ 〒932-0314 砺波市庄川町青島645 TEL 0763-23-4265 FAX 0763-23-4267 株式会社　つくし工房

オンライン砺波A(旧オンライン２．０)
〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
           　　　太郎丸ｽｸｴｱC号室

TEL 0763-55-6490 FAX 0763-55-6472 株式会社  マルチビジョン

オンライン砺波B
〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
           　　　太郎丸ｽｸｴｱD号室

TEL 0763-55-6470 FAX 0763-55-6472 株式会社  マルチビジョン

オンライン砺波C(旧オンライン砺波)
〒939-1364 砺波市豊町一丁目8-10
 　　　　　　　ファミール壱番館1-1

TEL 0763-23-5011 FAX 0763-23-5012 株式会社  マルチビジョン

【共】ゆたか町の家 〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6 TEL 0763-33-1470 FAX 0763-33-1470 エスエイチ株式会社

【共】一期縁(旧 東石丸の家) 〒939-1302 砺波市東石丸30-31 TEL 0763-55-6431 FAX 0763-55-6432 ソーシャルサポートYM株式会社

【基】やなぜ苑デイサービスセンター 〒939-1313 砺波市柳瀬3 TEL 0763-32-3050 FAX 0763-32-6543 社会福祉法人　砺波福祉会 砺 × ×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター 〒939-1438 砺波市安川297 TEL 0763-37-2161 FAX 0763-37-1526 社会福祉法人　砺波福祉会 砺 × ×

【基】砺波市南部デイサービスセンター 〒939-1333 砺波市苗加824-1 TEL 0763-32-7295 FAX 0763-32-7296
社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺 × 南

【基】砺波市北部デイサービスセンター 〒939-1345 砺波市林1202 TEL 0763-33-3082 FAX 0763-33-3182
社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺 × ×

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽 〒939-1348 砺波市東中171 TEL 0763-32-1882 FAX 0763-32-1892 宗教法人  善福寺 砺 小 ×

【基】砺波地域福祉事業所
      大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461 TEL 0763-37-2280 FAX 0763-37-2281 労働者協同組合労協センター事業団 砺 × ×

【基】デイサービスしょうずんだ 〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 TEL 0763-82-7667 FAX 0763-82-7668 ＮＰＯ法人　まま 砺 小 南

【基】デイサービスいろり 〒939-1327 砺波市五郎丸333 TEL 0763-32-2369 FAX 0763-32-2369 株式会社  いろり 砺 × 南

放課後等デイサービス事業所
きっずるーむこごみ

〒932-0053 小矢部市石動町18-11 TEL 0766-50-8137 FAX 0766-50-8131 社会福祉法人　渓明会

AIJYU松沢 〒932-0821 小矢部市鷲島173-1 TEL 0766-68-0182 FAX 0766-68-2173 株式会社　ドリーム愛寿

【基】デイサービスわくわく小矢部 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

砺 小 南

ステップ・バイ・ステップ 〒939-1724 南砺市梅野東野島2077-1 TEL 0763-55-6708 FAX 0763-55-6606 株式会社　サード・プレイス

ステップ・バイ・ステップ福光店 〒939-1732 南砺市荒木1333-1 TEL 0763-58-5789 FAX 0763-58-5779 株式会社　サード・プレイス

ステップ・バイ・ステップ東太美店 〒939-1756 南砺市土生新256 TEL 0763-58-5560 FAX 0763-58-5561 株式会社　サード・プレイス

ここいろなんと 〒939-1568 南砺市福野87-10 TEL 0763-77-3922 FAX 0763-58-5365 合同会社  燈

【基】マーシ園木の香 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-6000 FAX 0763-82-6029 社会福祉法人　マーシ園 砺 × 南

事業所連絡先

事業所連絡先 【基】契約市

事業所連絡先

事業所連絡先 【基】契約市

事業所連絡先 【基】契約市
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○保育所等訪問支援　(保育所等を利用している障害のある児童が、保育所等における集団生活へ適応するために専門的な支援を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

わらび学園 〒939-1561 南砺市福野87-8 TEL 0763-22-6055 FAX 0763-22-6011 社会福祉法人　わらび学園

○福祉型障害児入所施設　(障害のある児童を入所させて保護し、日常生活の指導や自立に必要な知能、技能習得の支援を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

富山県立砺波学園 〒939-1436 砺波市福山1164 TEL 0763-37-0157 FAX 0763-37-1522 富 山 県

○短期入所　(自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

富山県立砺波学園 〒939-1436 砺波市福山1164 TEL 0763-37-0157 FAX 0763-37-1522 富 山 県

【共】ゆたか町の家 〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6 TEL 0763-33-1470 FAX 0763-33-1470 エスエイチ株式会社

CH-5グループホームCHance 〒939-1337 砺波市神島101-2 TEL 0763-33-6880 FAX 0763-33-6881 株式会社　CH-５

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8 TEL 0766-68-0363 FAX 0766-68-1643 社会福祉法人　渓明会

日中サービス支援型ホームこごみ 〒932-0053 小矢部市石動町18-11 TEL 0766-50-8136 FAX 0766-50-8131 社会福祉法人　渓明会

ショートステイラルゴ 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-30-5523 FAX 0766-30-8018 医療法人社団  松風会

マーシ園木の香 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-6000 FAX 0763-82-6029 社会福祉法人　マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302 TEL 0763-64-8880 FAX 0763-64-8881 社会福祉法人　渓明会

CH-5ホームCHance福野 〒939-1521 南砺市苗島4866-1 TEL 0763-55-6762 FAX 0763-55-6763 株式会社　CH-５

○療養介護　(医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

独立行政法人国立病院機構北陸病院 〒939-1893 南砺市信末5963 TEL 0763-62-1340 FAX 0763-62-3460
独立行政法人
国立病院機構　北陸病院

○生活介護　(常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します)

事業所名 事業所所在地 運営主体

障害福祉サービス事業　砺波事業所
サポートぷらす

〒939-1308 砺波市三郎丸184-1 TEL 0763-32-1717 FAX 0763-32-1717 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

つくしの家となみ 〒932-0314 砺波市庄川町青島645 TEL 0763-23-4265 FAX 0763-23-4267 株式会社　つくし工房

【共】ゆたか町の家 〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6 TEL 0763-33-1470 FAX 0763-33-1470 エスエイチ株式会社

【基】やなぜ苑デイサービスセンター 〒939-1313 砺波市柳瀬3 TEL 0763-32-3050 FAX 0763-32-6543 社会福祉法人　砺波福祉会 砺 × ×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター 〒939-1438 砺波市安川297 TEL 0763-37-2161 FAX 0763-37-1526 社会福祉法人　砺波福祉会 砺 × ×

【基】ケアポート庄川デイサービスセンター 〒932-0305 砺波市庄川町金屋字岩黒38-1 TEL 0763-82-6871 FAX 0763-82-6862 社会福祉法人　庄川福祉会 砺 × ×

【基】砺波市南部デイサービスセンター 〒939-1333 砺波市苗加824-1 TEL 0763-32-7295 FAX 0763-32-7296
社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺 × 南

【基】砺波市北部デイサービスセンター 〒939-1345 砺波市林1202 TEL 0763-33-3082 FAX 0763-33-3182
社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺 × ×

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽 〒939-1348 砺波市東中171 TEL 0763-32-1882 FAX 0763-32-1892 宗教法人  善福寺 砺 小 ×

【基】砺波地域福祉事業所
      大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461 TEL 0763-37-2280 FAX 0763-37-2281 労働者協同組合労協センター事業団 砺 × ×

【基】デイサービスしょうずんだ 〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 TEL 0763-82-7667 FAX 0763-82-7668 ＮＰＯ法人　まま 砺 小 南

【基】デイサービスいろり 〒939-1327 砺波市五郎丸333 TEL 0763-32-2369 FAX 0763-32-2369 株式会社  いろり 砺 × 南

【基】デイサービス
      のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1 TEL 0763-58-5826 FAX 0763-58-5827 健生株式会社 砺 × ×

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8 TEL 0766-68-0363 FAX 0766-68-1643 社会福祉法人　渓明会

多機能型事業所　渓明園めるへん 〒932-0053 小矢部市石動町18-9 TEL 0766-67-6521 FAX 0766-67-6523 社会福祉法人　渓明会

【共】共生型デイサービスぴーすあけぼの 〒932-0833 小矢部市綾子5596 TEL 0766-30-5858 FAX 0766-30-5106 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

【基】デイサービスわくわく小矢部 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

砺 小 南

【基】リハビリ・デイサービスおやべ 〒932-0814 小矢部市赤倉207 TEL 0766-67-2001 FAX 0766-30-2520 ライフ・クリエイト株式会社 砺 小 ×

【基】富山型デイサービス城山 〒932-0047 小矢部市城山町9-32 TEL 0766-53-5876 FAX 0766-53-5877 株式会社  アトマ × 小 ×

マーシ園木の香 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-6000 FAX 0763-82-6029 社会福祉法人　マーシ園

マーシ園八乙女 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-0490 FAX 0763-82-3251 社会福祉法人　マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302 TEL 0763-64-8880 FAX 0763-64-8881 社会福祉法人　渓明会

多機能型事業所　花椿かがやき 〒939-1533 南砺市八塚580-1 TEL 0763-22-2252 FAX 0763-22-2205 社会福祉法人　渓明会

事業所連絡先

事業所連絡先

事業所連絡先

事業所連絡先

事業所連絡先

【基】契約市
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事業所名 事業所所在地 運営主体

【基】デイサービスセンターいなみ 〒932-0211 南砺市井波1310-1 TEL 0763-82-7030 FAX 0763-82-7043 社会福祉法人　福寿会 × × 南

【基】やすらぎ荘デイサービスセンター 〒939-1744 南砺市天池1570 TEL 0763-52-7206 FAX 0763-52-7207 社会福祉法人　福寿会 × × 南

【基】デイサービス母笑夢 〒939-1622 南砺市遊部川原53 TEL 0763-52-7555 FAX 0763-52-7550 NPO法人  母笑夢 × × 南

【基】南砺市利賀デイサービスセンター 〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313 TEL 0763-68-2316 FAX 0763-68-2866
社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

× × 南

【基】南砺市上平デイサービスセンター 〒939-1968 南砺市上平細島1112 TEL 0763-67-3003 FAX 0763-67-3002
社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

× × 南

【基】ケアタウン福野 〒939-1552 南砺市柴田屋396-11 TEL 0763-58-5632 FAX 0763-58-5362 株式会社  ハートフル × × 南

【基】ふく満デイサービスセンター 〒939-1662 南砺市福光1045 TEL 0763-53-0055 FAX 0763-53-1131 社会福祉法人　福寿会 × × 南

○施設入所支援　(施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8 TEL 0766-68-0363 FAX 0766-68-1643 社会福祉法人　渓明会

マーシ園木の香 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-6000 FAX 0763-82-6029 社会福祉法人　マーシ園

マーシ園八乙女 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-0490 FAX 0763-82-3251 社会福祉法人　マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302 TEL 0763-64-8880 FAX 0763-64-8881 社会福祉法人　渓明会

○宿泊型自立訓練施設　(居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談等必要な支援を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

あすみるーAsmile-：休止中 〒939-1315 砺波市太田567-2 TEL 0763-34-5677 FAX 0763-33-1340 医療法人社団　緑心会

○共同生活援助(グループホーム）　(夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います)

事業所名・施設名 所在地 運営主体
介護
包括
型

外部
利用
型

日中
支援
型

共同生活援助事業所 　ホーム十年明 砺波市十年明 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 〇

ホーム庄川、ホーム庄川第２ 砺波市庄川町示野 社会福祉法人　渓明会 〇

たびだちの会グループホーム　ゆうゆう荘 砺波市中央町 社会福祉法人　たびだちの会 〇

かたかご苑グループホーム　ホーム東保 砺波市東保 社会福祉法人　たかおか万葉福祉会 〇

CH-５グループホームCHance 砺波市神島 株式会社　CH-５ 〇

共同生活援助事業所　　ホームあけぼの 小矢部市綾子 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 〇

共同生活援助事業所
共生型グループホーム　らぶあけぼの

小矢部市綾子 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 〇

グループホームぴーすあけぼの 小矢部市綾子 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 〇

ホームやつわ 小矢部市八和町 社会福祉法人　渓明会 〇

ホームあやこ 小矢部市綾子 社会福祉法人　渓明会 〇

ホームいするぎ 小矢部市石動町 社会福祉法人　渓明会 〇

日中サービス支援型ホームこごみ 小矢部市石動町 社会福祉法人　渓明会 〇

グリーン・フォンターナー 小矢部市新富町 医療法人社団　松風会 〇

まつかぜ 小矢部市新富町 医療法人社団　松風会 〇

アダージョ 小矢部市新富町 医療法人社団　松風会 〇

啓愛会　なでしこハウス 小矢部市臼谷 医療法人社団　啓愛会 〇

啓愛会　藤村荘 小矢部市島 医療法人社団　啓愛会 〇

啓愛会　チューリップ 小矢部市島 医療法人社団　啓愛会 〇

啓愛会　花菖蒲の家 小矢部市福上 医療法人社団　啓愛会 〇

ホーム風の谷 南砺市谷 社会福祉法人　マーシ園 〇

ホームふくの実 南砺市福野 社会福祉法人　マーシ園 〇

ホーム柴田屋 南砺市柴田屋 社会福祉法人　渓明会 〇

ホーム柴田屋みなみ 南砺市柴田屋 社会福祉法人　渓明会 〇

共同生活援助事業所　ホームたてのがはら 南砺市立野原東 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 〇

CH-５ホームCHance福野 南砺市苗島 株式会社　CH-５ 〇

〒932-8511 小矢部市島321
TEL 0766-67-2002  FAX 0766-67-2288

〒932-8511 小矢部市島321
TEL 0766-67-2002  FAX 0766-67-2288

〒932-8511 小矢部市島321
TEL 0766-67-2002  FAX 0766-67-2288

〒932-0242 南砺市谷142
TEL 0763-82-0490  FAX 0763-82-3251

〒932-0242 南砺市谷142
TEL 0763-82-0490  FAX 0763-82-3251

〒939-1533 南砺市八塚580-1
TEL 0763-22-2252  FAX 0763-22-2252

〒939-1533 南砺市八塚580-1
TEL 0763-22-2252  FAX 0763-22-2252

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822  FAX 0766-68-3822

〒939-1337 砺波市神島101-2
TEL 0763-33-6880　  FAX 0763-33-6881

〒932-8511 小矢部市島321
TEL 0766-67-2002  FAX 0766-67-2288

〒939-1337 砺波市神島101-2
TEL 0763-33-6880　  FAX 0763-33-6881

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822  FAX 0766-73-2031

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822 FAX 0766-73-2031

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822 FAX 0766-73-2031

〒932-0053 小矢部市石動町18-9
TEL 0766-67-6521  FAX 0766-67-6523

〒932-0053 小矢部市石動町18-9
TEL 0766-67-6521  FAX 0766-67-6523

〒932-0053 小矢部市石動町18-9
TEL 0766-67-6521  FAX 0766-67-6523

〒932-0053 小矢部市石動町18-11
TEL 0766-50-8136  FAX 0766-50-8131

〒932-8525 小矢部市畠中町4-18
TEL 0766-67-0025  FAX 0766-67-6414

〒932-8525 小矢部市畠中町4-18
TEL 0766-67-0025  FAX 0766-67-6414

〒932-8525 小矢部市畠中町4-18
TEL 0766-67-0025  FAX 0766-67-6414

運営主体連絡先

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822  FAX 0766-68-3822

〒939-1533 南砺市八塚580-1
TEL 0763-22-2252  FAX 0763-22-2252

〒939-1375 砺波市中央町10-5
TEL 0763-33-5044  FAX 0763-33-5444

事業所連絡先

事業所連絡先

〒939-1254 高岡市滝新15
TEL 0766-36-1636  FAX 0766-36-1637

事業所連絡先

【基】契約市
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○就労移行支援　(一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います)

事業所名・施設名 事業所所在地 運営主体

障害福祉サービス事業所
ワークハウスとなみ野

〒939-1375 砺波市中央町10-5 TEL 0763-33-5044 FAX 0763-33-5444 社会福祉法人　たびだちの会

○就労継続支援（Ａ型）　(一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います※雇用型)

事業所名・施設名 事業所所在地 運営主体

ジュピター 〒939-1383 砺波市高道4-5 TEL 0763-55-6168 FAX 0763-55-6169 株式会社  ORION

新の葉 〒939-1383 砺波市高道92 TEL 0763-58-5655 FAX 0763-58-5675 株式会社  ＥＡＣＨ  ＯＮＥ

ワンダーランド砺波 〒939-1386 砺波市幸町5-25 TEL 0763-55-6210 FAX 0763-55-6215
株式会社
ダイエードリームライツ

オアシス砺波 〒939-1302 砺波市東石丸372-13 TEL 0763-58-5211 FAX 0763-58-5216 株式会社  ＯＡＳＩＳ

CH-５ワークCHallenge砺波
〒939-1368 砺波市本町13-27
　　　　　　　 アラックスビル砺波2階

TEL 0763-58-5828 FAX 0763-58-5829 株式会社  CH-5

ｓｅｌｆ-A・151A福光
〒939-1702 南砺市吉江中661
           　　　アラックスビル福光Ⅲ

TEL 0763-77-3773 FAX 0763-77-1177 株式会社  １５１A

事業所名・施設名 事業所所在地 運営主体

障害福祉サービス事業　砺波事業所
福祉作業所庄川

〒932-0314 砺波市庄川町青島401 TEL 0763-82-5506 FAX 0763-82-5506 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業　砺波事業所
福祉作業所油田

〒939-1352 砺波市宮丸466-4 TEL 0763-33-6895 FAX 0763-33-6895 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業所
ワークハウスとなみ野

〒939-1375 砺波市中央町10-5 TEL 0763-33-5044 FAX 0763-33-5444 社会福祉法人　たびだちの会

リハスワーク砺波
〒939-1344 砺波市中神1-174  105-2区画
                 (イオンモールとなみ店1階)

TEL 0763-23-4911 FAX 0763-23-4912 株式会社　リハス

オアシス砺波 〒939-1302 砺波市東石丸372-13 TEL 0763-58-5211 FAX 0763-58-5216 株式会社  ＯＡＳＩＳ

障害福祉サービス事業　小矢部事業所
福祉作業所あけぼの第一

〒932-0821 小矢部市鷲島66 TEL 0766-68-2960 FAX 0766-68-2960 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業　小矢部事業所
福祉作業所あけぼの第二

〒932-0053 小矢部市石動町9-30 TEL 0766-67-5145 FAX 0766-30-8116 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

多機能型事業所　渓明園めるへん 〒932-0053 小矢部市石動町18-9 TEL 0766-67-6521 FAX 0766-67-6523 社会福祉法人　渓明会

障害福祉サービス事業所　トライ工房 〒932-0836 小矢部市埴生1476 TEL 0766-67-5225 FAX 0766-67-5226 社会福祉法人　黎明の郷

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所メイプル福野

〒939-1507 南砺市二日町1331-34 TEL 0763-22-6870 FAX 0763-22-6870 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所フレンドハウス福光

〒939-1741 南砺市高宮1 TEL 0763-52-6043 FAX 0763-52-6043 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所エルハート城端

〒939-1811 南砺市理休246-1 TEL 0763-62-3346 FAX 0763-62-3347 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

マーシ園八乙女 〒932-0242 南砺市谷142 TEL 0763-82-0490 FAX 0763-82-3251 社会福祉法人　マーシ園

なんと共同作業所 〒939-1507 南砺市二日町1331-45 TEL 0763-55-6360 FAX 0763-55-6362 社会福祉法人　マーシ園

多機能型事業所　花椿かがやき 〒939-1533 南砺市八塚580-1 TEL 0763-22-2252 FAX 0763-22-2205 社会福祉法人　渓明会

みんなの台所・城端 〒939-1842 南砺市野田1147 TEL 0763-58-5618 FAX 0763-58-5619 一般社団法人　さざんくろす

○障害者就業・生活支援センター　(求職相談、職場定着相談、生活相談、職場の環境改善などの相談を受けます)

事業所名 事業所所在地 運営主体

砺波障害者就業・生活支援センター
(障がい者サポートセンターきらり内)

〒939-1386 砺波市幸町1-7
        　　　   (富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552 FAX 0763-55-6625 社会福祉法人　渓明会

○自立訓練（生活訓練）　(自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います)

事業所名・施設名 事業所所在地 運営主体

あすみるーAsmileー：休止中 〒939-1315 砺波市太田567-2 TEL 0763-34-5677 FAX 0763-33-1340 医療法人社団　緑心会

【基】デイサービスしょうずんだ 〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 TEL 0763-82-7667 FAX 0763-82-7668 ＮＰＯ法人　まま 砺 小 南

【基】デイサービス
      のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1 TEL 0763-58-5826 FAX 0763-58-5827 健生株式会社 砺 × ×

○自立訓練（機能訓練）　（自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います）

事業所名・施設名 事業所所在地 運営主体

【基】デイサービス
      のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1 TEL 0763-58-5826 FAX 0763-58-5827 健生株式会社 砺 × ×

事業所連絡先

事業所連絡先

事業所連絡先 【基】契約市

事業所連絡先 【基】契約市

○就労継続支援（Ｂ型）(一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います※非雇用型)

事業所連絡先

事業所連絡先
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○移動支援　(屋外での移動が困難な方に対して、外出の際に円滑な移動を支援します) 

事業所名 事業所所在地 運営主体

ニチイケアセンター砺波 〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12 TEL 0763-34-7261 FAX 0763-34-7263 株式会社  ニチイ学館 砺 × ×

ニチイケアセンター石丸 〒939-1301 砺波市石丸401 TEL 0763-34-1020 FAX 0763-34-1021 株式会社  ニチイ学館 砺 × ×

小矢部市社協ホームヘルプセンター 〒932-0821 小矢部市鷲島15 TEL 0766-67-8613 FAX 0766-67-4896
社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

× 小 ×

マーシ園ヘルパーステーション 〒939-1507 南砺市二日町1331-45 TEL 0763-55-6702 FAX 0763-55-6362 社会福祉法人　マーシ園 砺 小 南

ふく満ホームヘルプサービス事業所 〒939-1662 南砺市福光1045 TEL 0763-53-0055 FAX 0763-53-1131 社会福祉法人　福寿会 × × 南

事業所名 事業所所在地 運営主体

富山県立砺波学園 〒939-1436 砺波市福山1164 TEL 0763-37-0157 FAX 0763-37-1522 富山県 砺 小 南

障害福祉サービス事業　砺波事業所
福祉作業所庄川

〒932-0314 砺波市庄川町青島401 TEL 0763-82-5506 FAX 0763-82-5506 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 × 南

障害福祉サービス事業　砺波事業所
福祉作業所油田

〒939-1352 砺波市宮丸466-4 TEL 0763-33-6895 FAX 0763-33-6895 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 × ×

障害福祉サービス事業　砺波事業所
サポートぷらす

〒939-1308 砺波市三郎丸184-1 TEL 0763-32-1717 FAX 0763-32-1717 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 × 南

砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461 TEL 0763-37-2280 FAX 0763-37-2281 労働者協同組合労協センター事業団 砺 × ×

デイサービスしょうずんだ 〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1 TEL 0763-82-7667 FAX 0763-82-7668 ＮＰＯ法人　まま 砺 × ×

デイサービスいろり 〒939-1327 砺波市五郎丸333 TEL 0763-32-2369 FAX 0763-32-2369 株式会社  いろり 砺 × 南

障害福祉サービス事業　小矢部事業所
福祉作業所あけぼの第二

〒932-0053 小矢部市石動町9-30 TEL 0766-67-5145 FAX 0766-30-8116 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 小 ×

障害福祉サービス事業　小矢部事業所
福祉作業所あけぼの第一

〒932-0821 小矢部市鷲島66 TEL 0766-68-2960 FAX 0766-68-2960 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 × 小 ×

共生型デイサービス　ぴーすあけぼの 〒932-0833 小矢部市綾子5596 TEL 0766-30-5858 FAX 0766-30-5106 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 小 南

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8 TEL 0766-68-0363 FAX 0766-68-1643 社会福祉法人　渓明会 砺 小 南

多機能型事業所　渓明園めるへん 〒932-0053 小矢部市石動町18-9 TEL 0766-67-6521 FAX 0766-67-6523 社会福祉法人　渓明会 × 小 ×

デイサービスわくわく小矢部 〒932-0044 小矢部市新富町4-1 TEL 0766-67-5360 FAX 0766-67-5365
特定非営利活動法人
わくわく小矢部

× 小 南

富山型デイサービス城山 〒932-0047 小矢部市城山町9-32 TEL 0766-53-5876 FAX 0766-53-5877 株式会社  アトマ × 小 ×

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所メイプル福野

〒939-1507 南砺市二日町1331-34 TEL 0763-22-6870 FAX 0763-22-6870 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 砺 小 南

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所フレンドハウス福光

〒939-1741 南砺市高宮1 TEL 0763-52-6043 FAX 0763-52-6043 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 × × 南

障害福祉サービス事業　南砺事業所
福祉作業所エルハート城端

〒939-1811 南砺市理休246-1 TEL 0763-62-3346 FAX 0763-62-3347 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野 × × 南

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302 TEL 0763-64-8880 FAX 0763-64-8881 社会福祉法人　渓明会 砺 小 南

多機能型事業所　花椿かがやき 〒939-1533 南砺市八塚580-1 TEL 0763-22-2252 FAX 0763-22-2205 社会福祉法人　渓明会 砺 小 南

わらび学園 〒939-1561 南砺市福野87-8 TEL 0763-22-6055 FAX 0763-22-6011 社会福祉法人　わらび学園 砺 × 南

デイサービス母笑夢 〒939-1622 南砺市遊部川原53 TEL 0763-52-7555 FAX 0763-52-7550 NPO法人  母笑夢 × × 南

ステップ・バイ・ステップ 〒939-1724 南砺市梅野東野島2077-1 TEL 0763-55-6708 FAX 0763-55-6606 株式会社　サード・プレイス × 小 南

ステップ・バイ・ステップ福光店 〒939-1732 南砺市荒木1333-1 TEL 0763-58-5789 FAX 0763-58-5779 株式会社　サード・プレイス × 小 南

○地域活動支援センター　(創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います)

事業所名 事業所所在地 運営主体

地域活動支援センターとなみ野 〒939-1379 砺波市出町中央13-1 TEL 0763-23-6540 FAX 0763-23-6541 社会福祉法人　たびだちの会

地域活動支援センターひまわり 〒932-0836 小矢部市埴生1476 TEL 0766-67-7340 FAX 0766-67-7341 社会福祉法人　黎明の郷

地域活動支援センターピアサポートあい 〒939-1531 南砺市院林82-1 TEL 0763-22-2061 FAX 0763-22-3350 社会福祉法人　マーシ園

事業所名 事業所所在地 運営主体

地域密着型サービス事業所
共生型グループホーム　　らぶあけぼの

〒932-0833　小矢部市綾子5599 TEL 0766-68-3826 FAX 0766-68-3827 社会福祉法人　手をつなぐとなみ野

※　【基】は基準該当事業所＝介護保険の指定事業所などで、市が障害福祉サービス事業所の基準の一部を満たすと認める事業所

※　【共】は共生型事業所＝介護保険の指定事業所で、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の県の指定基準の特例を満たす事業所

※　各市との契約があるため住所地によっては他市のサービスが受けられない場合があります。

※　砺波・小矢部・南砺市の事業所を掲載してあります。　詳細は各市にお問い合わせください。

○認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護
　(認知症の特性に配慮した入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や日常生活上の世話、機能訓練を行います)

事業所連絡先

事業所連絡先 契約市

○日中一時支援
(家庭で介護している方の事情によって、日中、一時的に支援が必要な障害者等を日帰りで預かり、食事や排せつ等の介護、見守りを行います)

事業所連絡先 契約市

事業所連絡先
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